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【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

 ゴールドマン・サックス・ＭＭＦ

－ゴールドマン・サックス・米ドル・ＭＭＦ

（GOLDMAN SACHS MONEY MARKET FUNDS

- GOLDMAN SACHS US$ MONEY MARKET FUND）

【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】

 ゴールドマン・サックス・米ドル・ＭＭＦ受益証券100億アメリカ

合衆国ドル（以下「アメリカ合衆国ドル」を「米ドル」または「ド

ル」という。）（約１兆1,900億円）を上限とする。

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

（注１）管理会社は2015年９月30日付でゴールドマン・サックス・

マネジメント（アイルランド）リミテッドからゴールドマ

ン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・

サービシズ・リミテッドに変更された。

（注２）米ドルの円貨換算は、平成27年４月30日現在の株式会社三

菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル

＝119.00円）による。以下別段の記載がない限りこれらの

金額表示はすべてこれによる。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
 

　本日、半期報告書を提出いたしましたので、平成27年６月30日に提出した有価証券届出書（以下「原届

出書」という。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、その他の事項を訂正するため、本

訂正届出書を提出するものです。

　なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま

すので、訂正前の為替レートとは異なっております。

 

２【訂正の内容】
 

(Ⅰ）半期報告書提出による訂正

　半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。

　原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。

原届出書 半期報告書
訂正の
方法

第二部　ファンド情報
第１　ファンドの状況
１　ファンドの性格
(3）ファンドの仕

組み
③　管理会社の

概要

３　資本金の額 ４　管理会社の概況 (1）資本金の額 更新

５　運用状況

(1）投資状況

１　ファンドの運用状況

(1）投資状況 更新

(3）運用実績 (2）運用実績
追加
または
更新

(4) 販売及び買戻
しの実績

２　販売及び買戻しの実績
追加
または
更新

第３　ファンドの経理状況 ３　ファンドの経理状況 追加

第三部　特別情報
第１　管理会社の概況
２　事業の内容及び営業の概況

４　管理会社の概況
(2）事業の内容及

び営業の状況
更新

３　管理会社の経理状況 ５　管理会社の経理の概況 更新

＊　半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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１　ファンドの運用状況

　ゴールドマン・サックス・ＭＭＦ（Goldman Sachs Money Market Funds（以下「ファンド」とい

う。））は、現在、ゴールドマン・サックス・米ドル・ＭＭＦ（Goldman Sachs US$ Money Market Fund

（以下「米ドル・ポートフォリオ」という。））の１つのポートフォリオから成る。

 

（１）投資状況

   （2015年７月末日現在）

資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）

外国投資法人
 
（ゴールドマン・サッ
クス・ファンズ・ピー
エルシー－ゴールドマ
ン・サックスＵＳ＄リ
キッド・リザーブズ・
ファンド）

アイルランド 529,943,419 100.04

現金・預金・その他資産（負債控除後） －203,349 －0.04

合計（純資産総額）
529,740,070

（65,709百万円）
100.00

（注１）投資比率とは、ポートフォリオの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。

（注２）米ドルの円貨換算は、2015年７月31日現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の

仲値（１米ドル＝124.04円）による。

 

EDINET提出書類

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・リミテッド(E31838)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

  3/136



（２）運用実績

①　純資産の推移

　2015年７月末日前１年間の各月末の純資産の推移は次の通りである。

 純資産総額 １口当たりの純資産価格

 千米ドル 百万円 米ドル 円

2014年８月末日 658,597 81,692 0.01 1.2404

９月末日 613,718 76,126 0.01 1.2404

10月末日 616,599 76,483 0.01 1.2404

11月末日 550,831 68,325 0.01 1.2404

12月末日 543,857 67,460 0.01 1.2404

2015年１月末日 556,812 69,067 0.01 1.2404

２月末日 549,951 68,216 0.01 1.2404

３月末日 535,870 66,469 0.01 1.2404

４月末日 546,584 67,798 0.01 1.2404

５月末日 518,311 64,291 0.01 1.2404

６月末日 534,021 66,240 0.01 1.2404

７月末日 529,740 65,709 0.01 1.2404

 

②　分配の推移

 期間 分配金（注）

 
直近の１年間

（2014年８月１日－2015年７月31日）
１口当たり0.000001米ドル(0.000124円)

（注）分配金は、当該期間中における１日毎の１口当たり分配金の合計額である。

 

③　収益率の推移

 期間 収益率（注）

 
直近の１年間

（2014年８月１日－2015年７月31日）
0.01％

（注）ファンドは、１口当たり純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率は、分

配金の当該期間末における累計額を用いて、以下の計算式により算出された。

収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ

ａ＝当該期間末の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた

額）

ｂ＝当該期間の直前の期間末の１口当たり純資産価格（分配落の額）
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２　販売及び買戻しの実績

　2015年７月31日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2015年７月31日現在の発行済口数は

次のとおりである。

 販売口数 買戻し口数 発行済口数

直近の１年間
（2014年８月１日
－2015年７月31日）

27,579,021,240
(27,579,021,240)

41,220,913,536
(41,220,913,536)

52,974,007,016
(52,974,007,016)

（注）（　）内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。
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＜参考情報＞
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３　ファンドの経理状況

 

ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、アイルランドにおける諸法令および一般に認められた会計原則

に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。ファンドの日本文の中間財務書類

は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定に準拠し

て作成されている。

 

ｂ．ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７

項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。

 

ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額

について円換算額が併記されている。日本円への換算には、2015年７月31日現在における株式会社三菱

東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝124.04円）が使用されている。なお、千円未

満の金額は四捨五入されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一

致しない場合がある。
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（１）資産及び負債の状況

ゴールドマン・サックス・米ドル・ＭＭＦ

ゴールドマン・サックス・ＭＭＦのサブ・ファンド

財政状態計算書（未監査）

2015年６月30日現在

 

   2015年６月30日現在  2014年12月31日現在

 注記  米ドル  千円  米ドル  千円

資産          

損益を通じて公正価値で測定する金融資産
３(c)，

６
 534,244,135  66,267,643  543,967,400  67,473,716

未収収益 ３(b)  104,048  12,906  97,833  12,135

未収投資顧問報酬／販売報酬放棄額および未

収払戻費用
７  145,422  18,038  158,089  19,609

資産合計   534,493,605  66,298,587  544,223,322  67,505,461

          

負債          

当座借越
３(d)，

12
 3,167  393  3,362  417

未払分配金 10  97  12  199  25

未払管理会社報酬 ７  2,480  308  －  －

未払投資顧問報酬 ７  169,030  20,966  88,567  10,986

未払管理事務代行報酬および未払受託報酬 ７  17,376  2,155  13,214  1,639

未払販売報酬および未払代行協会員報酬 ７  116,614  14,465  125,542  15,572

未払名義書換事務代行報酬 ７  22,266  2,762  12,288  1,524

未払監査報酬   10,073  1,249  18,800  2,332

未払受益者サービス代行報酬 ７  10,470  1,299  4,657  578

未払弁護士報酬   69,871  8,667  53,459  6,631

未払保険料   364  45  7,364  913

未払印刷費   44,625  5,535  31,403  3,895

未払取締役報酬 ７  2,984  370  2,859  355

その他の負債   2,738  340  4,386  544

負債合計（買戻可能参加受益証券保有者に帰

属する純資産を除く）
  472,155  58,566  366,100  45,411

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資

産
８，９  534,021,450  66,240,021  543,857,222  67,460,050

 
　添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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ゴールドマン・サックス・米ドル・ＭＭＦ

ゴールドマン・サックス・ＭＭＦのサブ・ファンド

包括利益計算書（未監査）

2015年６月30日終了期間

 

   2015年６月30日終了期間  2014年６月30日終了期間

 注記  米ドル  千円  米ドル  千円

収益          

受取配当金および受取利息 ３(b)  596,812  74,029  634,167  78,662

投資純収益   596,812  74,029  634,167  78,662

          

費用          

管理会社報酬 ７  2,480  308  2,479  307

投資顧問報酬 ７  509,550  63,205  639,214  79,288

管理事務代行報酬および受託報酬 ７  25,075  3,110  25,112  3,115

販売報酬および代行協会員報酬 ７  590,153  73,203  740,136  91,806

名義書換事務代行報酬 ７  21,008  2,606  52,410  6,501

監査報酬   8,090  1,003  10,628  1,318

受益者サービス代行報酬 ７  5,813  721  (18,764)  (2,327)

弁護士報酬   36,795  4,564  46,629  5,784

保険料   3,200  397  2,506  311

印刷費   13,736  1,704  18,621  2,310

取締役報酬 ７  2,805  348  3,257  404

その他の費用   4,964  616  3,769  468

費用合計   1,223,669  151,784  1,525,997  189,285

          

投資顧問報酬／販売報酬放棄額 ７  (646,437)  (80,184)  (916,395)  (113,670)

運用費用合計   577,232  71,600  609,602  75,615

          

運用利益   19,580  2,429  24,565  3,047

          

財務費用          

買戻可能参加受益証券保有者への分配金 10  (19,580)  (2,429)  (24,565)  (3,047)

財務費用合計   (19,580)  (2,429)  (24,565)  (3,047)

          

運用による買戻可能参加受益証券保有者に帰属す

る純資産の変動
  －  －  －  －

 

　利益および損失は継続運用からのみ発生する。本包括利益計算書に計上されているもの以外に、利益および損失はなかっ

た。

　添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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ゴールドマン・サックス・米ドル・ＭＭＦ

ゴールドマン・サックス・ＭＭＦのサブ・ファンド

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書（未監査）

2015年６月30日終了期間

 

   2015年６月30日終了期間  2014年12月31日終了期間

 注記  米ドル  千円  米ドル  千円

期首における買戻可能参加受益証券保有者に

帰属する純資産
  543,857,222  67,460,050  650,960,433  80,745,132

          

買戻可能参加受益証券発行受取額 ８  146,857,714  18,216,231  253,277,316  31,416,518

          

買戻可能参加受益証券買戻支払額 ８  (156,693,486) (19,436,260) (360,380,527) (44,701,601)

          

期末における買戻可能参加受益証券保有者に

帰属する純資産
  534,021,450  66,240,021  543,857,222  67,460,050

 

　添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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ゴールドマン・サックス・米ドル・ＭＭＦ

ゴールドマン・サックス・ＭＭＦのサブ・ファンド

財務書類に対する注記（未監査）

2015年６月30日終了期間

 

１．組織

　ゴールドマン・サックス・ＭＭＦ（以下「ファンド」という。）は、アンブレラ型ファンドとして組成された投資信託で

ある。アイルランド中央銀行は、2011年欧州共同体の譲渡性のある有価証券への集合投資事業（以下「ＵＣＩＴＳ」とい

う。）規則（改正済）（以下「ＵＣＩＴＳ規則」という。）に基づき、ファンドを認可した。2015年６月30日現在、ファン

ドは１つのサブ・ファンドであるゴールドマン・サックス・米ドル・ＭＭＦ（以下「ポートフォリオ」という。）を保有し

ており、その資産のすべてまたは実質的にすべてを以下の表に詳述されているマスター・ファンドに投資している。

ポートフォリオ 通貨 マスター・ファンド
ポートフォリオの

運用開始日

ゴールドマン・サックス・米ド
ル・ＭＭＦ（以下「ポートフォリ
オ」という。）

米ドル
ゴールドマン・サックス・米ドル・リキッド・リザー
ブズ・ファンド（以下「マスター・ファンド」とい
う。）－Ｘディストリビューション・クラス

1999年４月30日

　マスター・ファンドは、アイルランド法に基づき組成された有限責任のオープン・エンド型投資会社であるゴールドマ

ン・サックス・ファンズ・ピーエルシーのサブ・ファンドであり、かつ、ＵＣＩＴＳとしてアイルランド中央銀行により認

可されている。マスター・ファンドの年次報告書および監査済財務書類は、管理事務代行会社から入手することができる。

 

２．投資目的

　ポートフォリオは、信用度の高い金融市場証券に分散投資するマスター・ファンドに実質的にその資産の全部を投資する

ことにより、元本と流動性を確保しつつ最大限の当期利益を得ることを目的とする。ポートフォリオの資産のうち、少額は

随時、現金で保持されるかまたは現金等価物に投資されるが、いずれの段階においてもこれらへの投資はポートフォリオの

純資産価額の10％を超えないとの理解である。

 

３．重要な会計方針

(a）財務書類の作成基準

　ファンドは、2015年１月１日に発効した財務報告基準第102号（以下「ＦＲＳ第102号」という。）「英国およびアイル

ランド共和国で適用される財務報告基準」を適用した。従って、本財務書類は、財務報告評議会が発行したＦＲＳ第102号

に従って作成された、ファンドの初回の中間財務書類（未監査）である。ファンドは、ＦＲＳ第102号に従った2014年１月

１日現在の財政状態計算書の期首の作成にあたり使用した会計方針を、表示される全期間を通じて過去よりずっと適用さ

れてきたかのように首尾一貫して適用している。

　ＦＲＳ第102号への移行措置により、従前に表示されたものと比較して財政状態の報告額に対する変更はなかった。2014

年１月１日現在の財政状態計算書の期首における資本、または従前の財務報告のフレームワーク、アイルランドにおいて

一般に公正妥当と認められている会計基準（以下「アイルランドＧＡＡＰ」という。）に従って確定したファンドの直近

の年次報告書および財務書類において表示されている直近の期間日現在である2014年12月31日現在の財政状態計算書にお

ける資本に対する調整はなかった。

　本財務書類はファンドの機能通貨である米ドルで表示されている。投資管理会社は、当該通貨がファンドの原金融取

引、事象および状況の経済効果を最も正確に表していると考えている。

　本財務書類の作成は、アイルランドにおいて一般に公正妥当と認められている会計基準および2011年ＵＣＩＴＳ規則に

従っている。

　本中間財務書類（未監査）の作成にあたり、管理会社の取締役は、本財務書類および添付の注記の報告額に影響を与え

うる一定の見積りおよび仮定を行うことが要求される。管理会社の取締役が公正価値を算定するために一定の見積りおよ

び仮定を行うことを要求された場合については、財政状態計算書の負債項目および注記４を参照のこと。実際の結果は、

かかる見積りと異なることがある。真実かつ公正な概観を与える財務書類の作成についてＦＲＳ第102号の会計基準は、ア

イルランド勅許会計士協会が公表し、財務報告評議会により発行されたものである。
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　本中間財務書類（未監査）は取得原価主義に基づいて作成されているが、損益を通じて公正価値で保有する金融資産お

よび金融負債の再評価による修正が加えられている。

　本財務書類中の書式および一定の文言は、ＦＲＳ第102号のセクション３「財務諸表の表示」を適用しているため、管理

会社は、これらの財務書類が投資信託としてのファンドの性質をより適正に反映していると考えている。管理会社の意見

では、本財務書類は、記載されている変更も含め、ＵＣＩＴＳ通達によって要求される情報を提供している。

 

(b）投資取引および関連投資収益ならびに運用費用

　投資取引は取引日基準で計上される。実現損益は加重平均法に基づいている。受取配当金および支払配当金は配当落ち

日に計上され、受取利息および支払利息は投資の年数にわたり実効利回りベースで計上される。受取利息は市場割引およ

び当初発行割引の償却、ならびにプレミアム償却を含み、投資の年数にわたり収益に計上される。受取利息および受取配

当金は、源泉徴収税（もしあれば）控除前の総額で認識される。

　運用費用は発生主義で認識される。

　取引費用は発生時に包括利益計算書に認識される。

 

(c）有価証券に対する金融投資および評価

　すべての金融商品に関する会計処理について、ＦＲＳ第102号に基づき、企業は以下のいずかを適用することが要求され

ている。（a）ＦＲＳ第102号のセクション11「基本金融商品」およびセクション12「その他の金融商品に関する事項」の

すべての要件、（b）欧州連合において使用が選択された国際会計基準（以下「ＩＡＳ」という。）第39号「金融商品：認

識および測定」（以下「ＩＡＳ第39号」）の認識および測定に係る規定、ならびにセクション11およびセクション12の開

示要件、（c）国際財務報告基準（以下「ＩＦＲＳ」という。）第９号「金融商品」（以下「ＩＦＲＳ第９号」という。）

の認識および測定に係る規定、ならびにセクション11およびセクション12の開示要件。当社は、ＩＡＳ第39号の認識およ

び測定に係る規定、ならびにセクション11およびセクション12の開示要件を適用することを選択した。

 

ⅰ　分類

　ＦＲＳ第102号のセクション11「基本金融商品」（以下「セクション11」という。）およびセクション12「その他の

金融商品に関する事項」（以下「セクション12」という。）は共に金融商品（金融資産および金融負債）の認識、認識

の中止、測定および開示に対応している。セクション11は基本金融商品に適用し、セクション12はより複雑なその他に

金融商品および取引に適用している。

　セクション11に従って、基本金融商品は、集合投資スキームとして分類される。

　ポートフォリオがその他の金融商品を保有していない場合、セクション12は適用されない。

　ポートフォリオはいずれのその他の金融商品も保有していない。

　損益を通じて公正価値で測定されない金融資産には、未収金が含まれる。

 

ⅱ　認識および認識の中止

　ポートフォリオは、金融資産および金融負債を、当該投資の契約条項の当事者となった日付で認識する。金融資産お

よび金融負債の購入および売却は、取引日に認識される。取引日より、金融資産または金融負債の公正価値の変動から

生じる損益はすべて包括利益計算書に計上される。

　金融資産は、当該投資からのキャッシュ・フローを受領する権利が消滅した時点、あるいはポートフォリオが所有に

伴う実質的にすべてのリスクと経済価値を移転した時点で、認識が中止される。

 

ⅲ　公正価値測定の原則

　当社は、金融商品についてＦＲＳ第102号のセクション11およびセクション12を適用することを選択した。基本金融

商品およびその他の金融商品は当初、取引価格で計上され、当初の認識以降、公正価値で測定される。「損益を通じて

公正価値で測定する金融資産または金融負債」の公正価値の変動から生じる損益は、発生した期間に係る包括利益計算

書において表示される。

　受取勘定に分類される金融資産は、減損（もしあれば）控除後の取得原価で計上される。損益を通じて公正価値で測

定される以外の金融負債は、取得原価で測定される。ファンドが発行した買戻可能参加受益証券から生じる金融負債
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は、買戻可能参加受益証券保有者に帰属するポートフォリオの純資産（以下「純資産」という。）の残存価額に対する

受益者の権利を表す買戻価額で計上される。

　すべての有価証券およびデリバティブの公正価値は、以下の方針に従って算定される。

 

(ⅲ 1）集合投資スキームへの投資

　集合投資スキーム等のオープン・エンド型投資信託への投資の公正価値は、その英文目論見書に要約されていると

おり、適用されるファンドの評価方針に従いファンドが提供する１口当り純資産価格に基づいている。

 

(ⅲ 2）すべての有価証券

　第三者の値付機関またはディーラーから時価が入手できない、ないしは取引値が著しく不正確であると判断される

場合、当該投資の公正価値は評価技法を用いて算定される。評価技法には、直近の市場取引の使用、実質的に同一で

ある他の投資有価証券の現在の公正価値の参照、割引キャッシュ・フロー分析または実際の市場取引で得られる価格

について信頼性の高い見積額を提供しているその他の手法などがある。

　かかる有価証券は、取締役が任命し、受託会社が承認する人物（以下「適格者」という。）が算定する実現可能性

の高い価値で評価される。適用される法律に従い、投資顧問会社自身、独立の値付機関またはその他がこうした適格

者となる可能性がある。2015年６月30日終了期間および2014年12月31日終了年度における適格者は、ゴールドマン・

サックス・インベストメント・マネジメント・ディビジョン・コントローラーズ・グループ（以下「ＩＭＤコント

ローラーズ」という。）であった。

　投資は、一般的に公正妥当と認められた会計原則に従い評価されており、公正価値算定のために一定の見積りおよ

び仮定の使用が要求される。これらの見積りおよび仮定は、入手可能な最良の情報に基づいているが、実際の結果は

これらの見積りと大きく異なることがある。

　公正価値の算定に適格者が利用された有価証券については、注記４を参照のこと。

 

(d）現金

　現金は取得原価で評価され、公正価値に近似する。

 

(e）外貨の換算

　外貨建て取引は、取引日現在の実効為替レートで換算される。外貨建ての資産および負債は、期末日現在における為替

の実効クロージング・レートで米ドルに換算される。外貨の換算、ならびに資産および負債の除却または清算に係る実現

損益から生じる換算差額は、包括利益計算書に計上される。損益を通じて公正価値で測定する投資有価証券およびデリバ

ティブ金融投資に係る為替差損益、ならびに現金および現金等価物を含む貨幣項目に係るその他すべての為替差損益は、

包括利益計算書の実現投資純利益／（損失）または未実現投資利益／（損失）の純変動額に反映される。

 

(f）財務費用

　買戻可能参加受益証券の分配金は、包括利益計算書に財務費用として認識される。

 

(g）買戻可能参加受益証券

　ポートフォリオによって発行されたすべての買戻可能参加受益証券は、投資家に対して、買戻日におけるポートフォリ

オの純資産に対する当該投資家の持分投資割合に相当する現金に買戻す権利を提供する。

　ＦＲＳ第102号のセクション22「負債および資本」に準拠して、かかる受益証券は、買戻価額で財政状態計算書に資本と

して分類される。ファンドは、英文目論見書に従い受益証券買戻しを行う契約責任を負っている。

 

４．適格者の評価

　2015年６月30日および2014年12月31日現在、公正価値を算定するために見積りおよび仮定が利用された資産はなかった。

 

５．税金
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　アイルランドの現行法および慣行に基づき、ファンドは、1997年租税統合法（改正済）第739条Ｂに定義される投資信託と

しての資格を有している。したがって、ポートフォリオは、収益またはキャピタル・ゲインにアイルランド税を課されな

い。

　ポートフォリオは、課金事象が発生した場合以外は、収益および利益にアイルランド税を課されない。課金事象には、受

益者に対する分配金支払、もしくは受益証券の現金化、買戻しまたは譲渡、受益証券の処分または解約、あるいは当該受益

証券の取得日から８年毎の受益証券のみなし売却が含まれるが、以下の者に対してはこの限りではない。

(a）課金事象の時点で税務上、アイルランドの居住者でなく、アイルランドの通常の居住者でもない受益者で、ファンドに

その旨の関連宣言書を提出した者、および

(b）一定のアイルランド税の免除対象となっている居住者である受益者で、必要な署名の入った法定宣言書をポートフォリ

オに提出した者

　以下は、課金事象に含まれない。

(ⅰ）アイルランドの歳入委員会の命令で指定された認定済決済システムにおいて保有される受益証券に関する取引

(ⅱ）ポートフォリオの受益者への支払が行われない通常取引での、受益者によるポートフォリオの他の受益証券への交換

(ⅲ）ファンドの適格な統合または再構築によって生じる受益証券と他のファンドの交換、または

(ⅳ）配偶者や前配偶者との間で一定の条件の下に行われた受益者による受益証券所有権の譲渡

　ポートフォリオは、適切な宣言書がない場合は、課金事象の発生によりアイルランドの税金が課せられ、ポートフォリオ

は受益者から当該税金を源泉徴収する権利を留保する。ポートフォリオが受け取ったキャピタル・ゲイン、配当金および利

息には、投資の発行体が本拠地を置く国の源泉徴収税を含む税金が課せられ、ポートフォリオの純資産価額（以下「ＮＡ

Ｖ」という。）に影響を及ぼす可能性がある。こうした税金はポートフォリオまたはその受益者に還付されない可能性があ

る。
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６．損益を通じて公正価値で測定する金融資産

　ＦＲＳ第102号のセクション11に従って、ファンドは公正価値測定をするにあたり、使用されたインプットの重要性を反映

する公正価値ヒエラルキーを用いて、公正価値測定を分類することが要求されている。公正価値ヒエラルキーのレベルは以

下のとおりである。

レベルＡ－活発な市場における同一資産または負債の相場価格を用いて測定された公正価値。この状況における活発な市

場の相場とは、相場価格が容易かつ定期的に入手可能であることを意味し、当該価格は通常取引において実際

かつ定期的に生じている市場取引を表す。

レベルＢ－同一資産または負債の相場価格が入手できないものに関して、取引発生後の重大な経済状況の変化または重大

な時間の経過がない限り、直近取引の価格を用いて測定された公正価値。

レベルＣ－評価技法を用いて測定された公正価値。評価技法には、同一資産または負債に関する直近の通常の市場取引の

使用、測定される資産と実質的に同一である他の資産の現在の公正価値の参照、割引キャッシュ・フロー分析

およびオプション価格決定モデルが含まれる。評価技法は、いかに資産または負債の価格決定にあたり市場が

予想され、評価技法のためのインプットが市場予測と当該資産または負債に内在するリスク・リターン要因の

程度を適切に表しているかを合理的に反映している場合、信頼性の高い公正価値の見積額を提供することが想

定されている。

 

　以下の表は、ＦＲＳ第102号に従って公正価値で測定された金融商品の内訳を提供している。

2015年６月30日現在の公正価値で測定する金融資産    

ゴールドマン・サックス・米ドル・ＭＭＦ    

 レベルＡ レベルＢ レベルＣ 合計

 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル

基本金融商品     

投資－買建 534,244,135 － － 534,244,135

合計 534,244,135 － － 534,244,135

 

2014年12月31日現在の公正価値で測定する金融資産    

ゴールドマン・サックス・米ドル・ＭＭＦ    

 レベルＡ レベルＢ レベルＣ 合計

 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル

基本金融商品     

投資－買建 543,967,400 － － 543,967,400

合計 543,967,400 － － 543,967,400

 

　国際財務報告基準（以下「ＩＦＲＳ」という。）第13号「公正価値測定」に基づいた公正価値ヒエラルキーの開示につい

ては、付録Ⅱを参照のこと。
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７．重要な契約および関連会社

管理会社

　ポートフォリオの関連会社であるゴールドマン・サックス・マネジメント（アイルランド）リミテッド（以下「管理会

社」という。）は、ポートフォリオの管理会社として従事し、ポートフォリオの管理および運用の責任を負う。管理会社

は、5,000米ドルの年間管理会社報酬を受領する資格を有する。

 

投資顧問会社および副投資顧問会社

　管理会社は、ポートフォリオに代わり、ポートフォリオの関連会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメ

ント・インターナショナル（以下「投資顧問会社」という。）をポートフォリオの投資顧問会社に任命している。投資顧問

会社は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社をポートフォリオの副投資顧問会社に任命している。

投資顧問会社は、マスター・ファンドについて稼得した報酬を含めたポートフォリオの買戻可能参加受益証券保有者に帰属

する日々の平均純資産価額に対して、一定の年率で毎日計算される報酬を受領する権利を有する。

 

　当期間中の実効年率は、以下のとおりである。

 2015年６月30日 2014年６月30日

ゴールドマン・サックス・米ドル・
ＭＭＦ

0.19％ 0.19％

　2015年６月30日終了期間における投資顧問報酬は、以下のとおりである。

 2015年６月30日 2014年６月30日

 報酬合計 放棄額 報酬合計 放棄額

ゴールドマン・サックス・米ドル・
ＭＭＦ

509,550米ドル 309,731米ドル 639,214米ドル 441,377米ドル

 

　ポートフォリオのマスター・ファンドへの投資に関して、マスター・ファンドが負担することとなっている年間の報酬お

よび費用（投資運用報酬を含む）の総額は、0.05％を上限としている。

　投資顧問会社および受託会社の報酬および費用ならびにマスター・ファンドの通常の運用および管理費用のポートフォリ

オの負担分を含む経常費用の総額の範囲は、現在、自主的に限度が設けられており、買戻可能参加受益証券保有者に帰属す

る日々の純資産価額の年率0.85％を上限としている。

　投資顧問会社は、ポートフォリオに関してプラスの正味利回りの維持を図るために、自主的な方針に従っている。これは

報酬の放棄および費用の払戻し等のさまざまな形式を通じて達成される。プラスの利回り目標は、投資顧問会社の裁量によ

りその時々で異なる可能性があり、かかる情報はポートフォリオの実質的あるいはおおよその利回りを反映する手法でポー

トフォリオの受益者または一般に報告される可能性がある。利回り目標は、保証、実績の保証あるいは資本の保護と解釈さ

れない。ポートフォリオの英文目論見書は、ポートフォリオの主要な投資リスク等の詳細を提供している。

　包括利益計算書および財政状態計算書における投資顧問報酬／販売報酬放棄額は、費用の上限の結果として放棄した金

額、および／あるいはプラスの正味利回りを維持するための結果として放棄した金額により構成されている。

 

取締役の報酬

　フランク・エニス氏およびユージーン・レーガン氏は独立取締役であり、投資顧問会社またはその関連会社に対する執行

権はない。ポートフォリオは、独立取締役それぞれに管理会社の取締役としての業務に対する年間報酬を支払う。マーク・

ヒーニー氏、アラン・シュッチ氏、セオドア・ソティア氏およびキャサリン・ユニアック氏は、投資顧問会社の関連当事者

であり、ファンドから報酬を受け取っていない。2015年３月５日付で、アラン・シュッチが管理会社の取締役会を退任し

た。

 

管理事務代行会社および受託会社

　管理会社は、管理事務代行契約に従い、ＢＮＹメロン・ファンド・サービシズ（アイルランド）リミテッドにポートフォ

リオの管理事務代行会社としての権限を委任している。管理事務代行会社は、純資産価額の計算および財務書類の作成を含
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むポートフォリオ業務の管理事務に責任を負う。管理事務代行会社は、その業務に対して、報酬をポートフォリオの資産か

ら毎月後払いで受領する。

　ＢＮＹメロン・トラスト・カンパニー（アイルランド）リミテッドは、信託証書に従い、ポートフォリオの受託会社とし

て従事する。受託会社は、信託証書に従い、当該受託会社の保管組織において当該受託会社の管理のもとにポートフォリオ

の全資産の保護預りを行う。受託会社は、業務に対してポートフォリオの資産から報酬を毎月後払いで受領する。

　2015年６月30日終了期間において、ポートフォリオに関する管理事務代行報酬および受託報酬は、25,075米ドル（2014年

６月30日：25,112米ドル）であった。

 

販売会社および代行協会員

　管理会社は、ポートフォリオに代わり、ゴールドマン・サックス・インターナショナル（以下「ＧＳＩ」という。）を受

益証券の販売会社に任命している。ＧＳＩは、ゴールドマン・サックス証券株式会社を日本における販売会社に、ゴールド

マン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を日本におけるポートフォリオの代行協会員に任命している。

　ポートフォリオは、日本における販売会社および代行協会員に対し、両任務の報酬として合わせて、ポートフォリオの買

戻可能参加受益証券保有者に帰属する日々の純資産価額に対する一定の年率を四半期毎の後払いで支払う。

　当期間の実効年率は、以下のとおりである。

 2015年６月30日 2014年６月30日

ゴールドマン・サックス・米ドル・
ＭＭＦ

0.22％ 0.20％

　2015年６月30日終了期間における販売会社報酬および代行協会員報酬は、以下のとおりである。

 2015年６月30日 2014年６月30日

 報酬合計 放棄額 報酬合計 放棄額

ゴールドマン・サックス・米ドル・
ＭＭＦ

590,153米ドル 336,706米ドル 740,136米ドル 475,018米ドル

 

名義書換事務代行会社

　ポートフォリオは、ポートフォリオと名義書換事務代行会社との間で締結された登録・名義書換事務代行契約に基づき、

ＲＢＣインベスター・サービシズ（アイルランド）リミテッドを登録・名義書換事務代行会社（以下「名義書換事務代行会

社」という。）に任命している。

　名義書換事務代行会社がポートフォリオに提供する日々の業務には、買付申込および買戻請求の受付および処理、受益証

券の割当および発行、ならびに受益証券の受益者登録の保持が含まれる。名義書換事務代行会社には、ポートフォリオの買

戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産から四半期毎の後払いで報酬が支払われる。

　2015年６月30日終了期間において、ポートフォリオに関する名義書換事務代行報酬は21,008米ドル（2014年６月30日：

52,410米ドル）であった。

 

受益者サービス代行会社

　ＧＳＩはまた、ヨーロピアン・シェアホルダー・サービシズ・グループを介して、ポートフォリオの受益者に提供された

投資家サービスに関する報酬も四半期毎の後払いで受領する。

　2015年６月30日終了期間において、ポートフォリオに関する受益者サービス代行会社報酬は、5,813米ドル（2014年６月30

日：（18,764）米ドル）であった。

　名義書換事務代行会社および受益者サービス代行会社に対する報酬の合計額は、ポートフォリオの買戻可能参加受益証券

保有者に帰属する純資産価額の年率0.04％を超えないものとする。

 

適格者

　2015年６月30日終了期間および2014年12月31日終了年度において、管理会社の取締役は、ＩＭＤコントローラーズを適格

者として任命した。注記３も併せて参照のこと。

 

８．資本

EDINET提出書類

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・リミテッド(E31838)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 17/136



　ポートフォリオの最低当初申込額は10.00米ドルである。最低継続投資額は0.01米ドルである。日本におけるすべての販売

会社は、その裁量により、これらの額を上回る最低当初申込額および最低継続投資額を設定することができる。

　資本の変動は、買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書において示されている。ポートフォリオは必要

に応じて買戻しを行うための十分な流動性を維持しつつ、受益証券の発行収入を適切な投資有価証券に投資している。

　下表は、ポートフォリオの受益証券の変動を要約したものである。

 
2014年12月31日

現在残高
申込口数 買戻口数

2015年６月30日
現在残高

ゴールドマン・サックス・米ドル・
ＭＭＦ

    

米ドル受益証券（分配型） 54,385,722,201 14,685,771,417 (15,669,348,641) 53,402,144,977

 

 
2013年12月31日

現在残高
申込口数 買戻口数

2014年12月31日
現在残高

ゴールドマン・サックス・米ドル・
ＭＭＦ

    

米ドル受益証券（分配型） 65,096,043,333 25,327,731,586 (36,038,052,718) 54,385,722,201
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９．純資産価額（ＮＡＶ）

　ポートフォリオの純資産価額および受益証券１口当り純資産価格の内訳は、以下のとおりである。

 2015年６月30日現在 2014年12月31日現在

 純資産価額
受益証券１口当り

純資産価格
純資産価額

受益証券１口当り
純資産価格

ゴールドマン・サックス・米ドル・
ＭＭＦ

    

米ドル受益証券（分配型） 534,021,450米ドル 0.01米ドル 543,857,222米ドル 0.01米ドル

 

 2013年12月31日現在

 純資産価額
受益証券１口当り

純資産価格

ゴールドマン・サックス・米ドル・
ＭＭＦ

  

米ドル受益証券（分配型） 650,960,433米ドル 0.01米ドル

 

10．配当金

　ファンドは、買戻可能参加受益証券保有者に対して、ポートフォリオの受益証券に関する配当金を毎日宣言し、分配する

ことができる。ファンドが宣言した配当金は、各受益者の選択により、現金で支払われるか、または受益証券に再投資され

る。配当金の宣言に際して、買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産は、かかる配当金の金額分減少する。

　以下の表は、ポートフォリオで宣言された配当金を要約したものである。

 2015年６月30日 2014年６月30日

ゴールドマン・サックス・米ドル・ＭＭＦ 19,580米ドル 24,565米ドル

 

11．金融投資および関連リスク

　注記１に要約されているとおり、ポートフォリオは、ポートフォリオの資産のすべてまたは実質的にすべてをマスター・

ファンドに投資している。

　ポートフォリオの投資活動により、ポートフォリオは、金融投資ならびポートフォリオおよびマスター・ポートフォリオ

が投資する市場に付随するさまざまな種類のリスク（以下「投資リスク」という。）にさらされている。ポートフォリオの

投資ポートフォリオは、期末日現在、集合投資スキームから構成されている。管理会社の取締役会は、ポートフォリオの投

資リスクを管理するために投資顧問会社を任命している。ポートフォリオがマスター・ファンドを通じてさらされる金融リ

スクのうちで重要なものは、市場リスク、流動性リスクおよび信用リスクである。英文目論見書には、これらのリスクやそ

の他のリスクの詳細が記載されており、その一部は本財務書類に記載の内容に対する追加情報である。

　マスター・ファンドの資産配分は、マスター・ファンドの投資顧問会社によって決定され、同社は注記２に詳述されてい

る投資目的を達成するために資産配分を管理する。マスター・ファンドの投資目的の達成は、リスクを伴うものである。マ

スター・ファンドの投資顧問会社は、投資決定に際し、分析、調査およびリスク管理手法に基づき判断を行う。ベンチマー

クおよび／または資産配分目標からの乖離ならびにポートフォリオの構成は、マスター・ファンドの投資顧問会社によって

モニターされる。

　ポートフォリオおよびマスター・ファンドの投資顧問会社が採用するリスク管理方針の詳細は、以下のとおりである。

 

(a）市場リスク

　ポートフォリオの投資先である、マスター・ファンドのポートフォリオに対する投資の公正価値が変動する可能性を市

場リスクという。一般に用いられる市場リスクのカテゴリーには、通貨リスク、金利リスクおよびその他の価格リスクが

含まれる。

(ⅰ）通貨リスクは、スポット価格、先渡価格および為替レートの変動に対するエクスポージャーによって生じる可能性が

ある。
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(ⅱ）金利リスクは、利回り曲線の水準、勾配および曲率の変化、金利の変動、モーゲージの期限前償還率ならびに信用ス

プレッドに対するエクスポージャーにより生じる可能性がある。

(ⅲ）その他の価格リスクは、通貨リスクまたは金利リスクから生じる以外の市場価格の変動の結果、投資の公正価値が変

動するリスクであり、個別銘柄株式、株式バスケット、株価指数およびコモディティの価格の変動およびボラティリ

ティに対するエクスポージャーにより生じる可能性がある。

　マスター・ファンドの市場リスク戦略はマスター・ファンドの投資目的によって決定される。

　市場リスクは、リスク予算編成方針の適用を通じて管理される。投資顧問会社は、リスク予算編成フレームワークを用

いて、予想または推定（すなわち見通し）トラッキング・エラーと一般に称される適切なリスク・ターゲットを決定す

る。

　ゴールドマン・サックスの市場リスク分析グループ（以下「ＩＭＤ　ＭＲＡ」という。）は、投資顧問会社が選択した

市場リスクを独立してモニタリング、分析および報告する責任を負う。ＩＭＤ　ＭＲＡは、感応度、ボラティリティおよ

びバリュー・アット・リスクのモニタリングを含む市場リスクをモニターするために、さまざまなリスク指標を使用す

る。ＩＭＤ　ＭＲＡは、年２回以上の頻度で取締役会に市場リスクについての報告を行う。

　報告日現在のポートフォリオの投資ポートフォリオの詳細については、投資有価証券明細表において開示されている。

 

(ⅰ) 通貨リスク

　ポートフォリオが投資するマスター・ファンドは、当該ポートフォリオの機能通貨建て資産にのみ投資しているた

め、通貨リスクにはさらされていない。

 

(ⅱ) 金利リスク

　ポートフォリオが投資するマスター・ファンドは、固定利付証券に投資することができる。特定の有価証券に関連す

る金利の変動により、投資顧問会社は契約終了時または有価証券売却時に類似の水準のリターンを確保することができ

なくなる可能性がある。また、金利の変動または将来の予測レートの変動により、保有する有価証券の価値の増減が生

じる可能性がある。一般に、金利が上昇すれば固定利付証券の価値は下落する。金利の下落により一般にそれとは逆の

効果が生じる。すべての固定利付証券および変動利付証券は、それぞれのクーポン・レートおよび満期日とあわせてマ

スター・ファンドの投資有価証券明細表に開示されている。

　期末日現在、ポートフォリオの唯一の投資は、マスター・ファンドであった。マスター・ファンドは、加重平均の最

長満期日が60日間のマネー・マーケット・ファンドである。基礎となるマスター・ファンドに対する投資の性質上、マ

スター・ファンドのＮＡＶは金利およびその他の市況の変動に対して非常に感応度が低いと予想されている。しかし、

基礎となるマスター・ファンドの利回りは、オーバーナイトレートおよび他の現行のマネー・マーケットのベンチマー

クの変動と一致して変動すると予想している。

 

(ⅲ) その他の価格リスク

　その他の価格リスクは、通貨リスクまたは金利リスクから生じる以外の市場価格の変動の結果、金融投資の価値が変

動するリスクであり、個々の投資有価証券またはその発行体に固有の要因、あるいは市場における金融投資に影響を及

ぼす他の何らかの要因により発生する。

　マスター・ファンドの金融投資は公正価値で計上され、公正価値の変動を包括利益計算書に認識しているため、すべ

ての市況の変動は買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産に直接影響を及ぼす。

　ポートフォリオの集合投資スキームへの投資は、その英文目論見書に要約されているとおり、適用されるファンドの

評価方針に従いファンドが提供する１口当り純資産価格に基づいている。集合投資スキームの資産は、一般的に独立し

た第三者の管理事務代行会社またはその他のサービス提供者により評価されると予測されるが、一部の証券または

ミューチュアル・ファンドのその他の資産は、容易に確認することができる市場価格がない状況があるかもしれない。

そのような場合、関連するミューチュアル・ファンドの管理会社は、かかる証券または商品を評価することが要求され

る可能性がある。

　ポートフォリオは、その他の価格リスクに対する重要なエクスポージャーを有していない。

　通貨、金利およびその他の価格リスクは、上述の総合的な市場リスク管理プロセスの一環としてマスター・ファンド

の投資顧問会社によって管理される。

 

EDINET提出書類

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・リミテッド(E31838)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 20/136



(b）流動性リスク

　流動性リスクとは、ポートフォリオが現金またはその他の金融資産の受渡しにより決済される金融負債に関する債務の

履行において困難に直面するリスクである。特に流動性が低下する恐れがあるのは、担保付および／または無担保の資金

調達源を確保できない場合、資産が売却できない場合、予測できない現金または担保の流出が起きた場合である。このよ

うな状況は、一般市場の混乱、あるいはポートフォリオまたは第三者に影響を与えるオペレーション上の問題など、ポー

トフォリオの管理の及ばない状況により発生することがある。さらに、資産売却能力は、他の市場参加者が同時期に類似

の資産を売却しようとする場合に低下する可能性がある。

　ポートフォリオのマスター・ファンドへの投資は、ポートフォリオにより課される買戻し制限よりもさらに厳しい制限

を受ける可能性がある。これにより受益者に対して、英文目論見書に要約されているとおり、ポートフォリオにより提供

される買戻日よりも買戻しの頻度が低くなる。

　ポートフォリオは、受益証券の発行および買戻しを規定しており、そのため、英文目論見書の条件に従った受益者の買

戻しに関連する流動性リスクを負っている。ポートフォリオは、通常の流動性のニーズを満たすのに十分であると投資顧

問会社が判断した流動性の高い投資を含めるよう管理されているが、ポートフォリオの受益証券の大規模な買戻しによっ

て、ポートフォリオは通常の買戻用資金の調達として望ましいレベルよりさらに迅速に投資を流動化することが要求され

る可能性があり、その関係でポートフォリオが取得した投資の流動性が変動してポジションにマイナスの影響を与える可

能性がある。買戻しに対応するために流動性の高い資産をさらに売却する必要が生じた場合、これらの要因により、買戻

される受益証券および残存する受益証券の価値ならびにポートフォリオの残存資産の流動性にマイナスの影響を与える可

能性がある。

　ポートフォリオの英文目論見書は、受益証券を毎日発行し、毎日買戻しを行うことを規定している。ポートフォリオ

は、そのため、受益者の買戻しに対応する流動性リスクを負っている。

　2015年６月30日現在におけるポートフォリオのマスター・ファンドに対する投資は、マスター・ファンドの純資産の

1.82％である（2014年12月31日現在：1.84％）。

　以下の表は、ポートフォリオの純資産の10％超を保有する受益者の内訳である。

 

EDINET提出書類

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・リミテッド(E31838)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 21/136



ゴールドマン・サックス・米ドル・ＭＭＦ

2015年６月30日現在  2014年12月31日現在

受益者１１，２ 21.69％  受益者１２ 22.07％

受益者２２ 20.65％  受益者２２ 21.00％

受益者３２ 20.51％  受益者３１，２ 19.97％

受益者４２ 14.77％  受益者４ 12.33％

その他の受益者２ 22.38％  その他の受益者２ 24.63％

合計 100.00％  合計 100.00％

１　受益者はポートフォリオの関連当事者である。

２　受益者は販売会社である。

 

注：受益者は特定の期末日における保有高の順に示されている。したがって、2015年６月30日の受益者１は2014年12月31日の

受益者１と同一ではない可能性がある。

 

　2015年６月30日および2014年12月31日現在、すべての金融負債は期末から３ヶ月以内に支払期限の到来するものであっ

た。

 

(c）信用リスク

　信用リスクおよび相手方リスクとは、金融投資の一方の当事者が債務を履行しないために、もう一方の当事者に金融損

失が生じるリスクである。

　マスター・ファンドの投資顧問会社は、相手方との取引に関連した信用リスクを軽減するための対策をとっている。相

手方と取引を行う前に、投資顧問会社またはその関連当事者は、相手方、その事業および風評の信用分析を行い、信用度

と風評の双方を評価する。承認された相手方の信用リスクは以後継続的にモニターされ、必要に応じて財務書類および中

間財務報告のレビューが定期的に行われる。

　ポートフォリオおよびマスター・ファンドは、受託会社の破綻、管理、清算あるいは債権者からのその他の法的保護

（以下、「インソルベンシー（支払不能）」という。）に関連するさまざまなリスクを負っている。当該リスクには以下

の損失が無制限に含まれる。

１．受託会社が保管する資金のうち、受託会社側で顧客資金として取り扱われていないすべての資金の損失

２．受託会社がファンドと同意している手続き（もしあれば）に従って顧客資金として取り扱うことができなかったすべ

ての資金の損失

３．適切に分離されていないため受託会社側で識別がなされていないファンドが保有するいずれかの有価証券（以下、

「信託資産」という。）、あるいは受託会社により、もしくは受託会社において保管されている顧客資金の一部また

はすべての損失

４．受託会社による不適切な口座管理に起因する、もしくは関連する信託資産の識別および譲渡の過程に起因する資産、

および／あるいは、インソルベンシーの管理費用に該当する控除を含む顧客資金の一部またはすべての損失

５．残高譲渡の受領および関連資産に対する支配権の回復における長期遅延に起因する損失

　インソルベンシーは、ポートフォリオの投資活動に対して深刻な中断を招く原因となりうる。状況次第では、これによ

り、管理会社の取締役が純資産価額の計算および受益証券の取引を一時的に停止させる可能性がある。

　2015年６月30日現在、信用リスクにさらされていた金融資産は、集合投資スキームへの投資およびその他の債権であっ

た。金融資産の帳簿価額は、報告日現在の信用リスクに対する最大エクスポージャーを最もよく反映している。

　報告日現在の信用リスクに対する最大エクスポージャーの内訳は以下のとおりである。

ゴールドマン・サックス・米ドル・ＭＭＦ 2015年６月30日現在 2014年12月31日現在

資産 米ドル 米ドル

集合投資スキーム 534,244,135 543,967,400

未収収益 104,048 97,833
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未収投資顧問報酬／販売報酬放棄額および未収払戻費用 145,422 158,089

資産合計 534,493,605 544,223,322

 

　下記の他に、2015年６月30日および2014年12月31日現在、信用リスクが買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産

の５％を超えて集中している相手方または発行体はなかった。

ゴールドマン・サックス・米ドル・ＭＭＦ  2015年６月30日現在 2014年12月31日現在

名称 関係
純資産比率
（％）

純資産比率
（％）

ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リ
ザーブズ・ファンド－Ｘディストリビュー
ション・クラス

集合投資スキームの
相手方

100.04 100.02

１　ゴールドマン・サックス・ＭＭＦの関係ファンド。

 

(d）追加的リスク

(ⅰ）集中リスク

　ポートフォリオは限られた数の投資および投資テーマに投資を行うことがある。投資先の数が制限されることによ

り、それぞれの投資のパフォーマンスが全体のパフォーマンスに与えるプラスまたはマイナスの影響を大きくすること

がある。

 

(ⅱ）オペレーショナル・リスク

　オペレーショナル・リスクとは、情報、通信、取引の処理手続および決済、ならびに会計処理システムの欠陥によっ

て生じる潜在的損失である。２ページ（訳者注：原文のページ）に記載されているファンドのサービス提供会社（副保

管会社を含む）は、オペレーショナル・リスクを管理するための統制および手続を維持している。サービス提供会社の

サービスレベルの見直しは、投資顧問会社により定期的に行われる。これらの措置が100パーセント有効であるという

保証はない。

 

(ⅲ）法律、税制および規制リスク

　法律、税制および規制の変更により、ポートフォリオは、ポートフォリオの継続期間中にマイナスの影響を受ける可

能性がある。

　税金について、ポートフォリオは、ポートフォリオが投資する一定の税務管轄地においてキャピタル・ゲイン、利息

および配当金に係る税金を課されることがある。

　税務当局による税法の解釈および適用は、明確性や一貫性に欠けることがある。課税される可能性が高く、かつ見積

可能な税金は、負債として計上されている。しかし、一部の税金は不確実であるため、当年度および過年度の税務ポジ

ションを担当している税務当局が将来行う措置、解釈または判断によっては、税金負債の追加、利息および罰金が生じ

る可能性がある。会計基準が変わり、それに伴い、潜在的な税金負債に対してポートフォリオの債務が発生または消滅

する可能性もある。したがって、現在は発生する可能性が低い一定の潜在的な課税によって、将来ポートフォリオに追

加の税金負債が生じる可能性があり、こうした追加負債は重大なものとなる可能性がある。前述の不確実性により、Ｎ

ＡＶはファンドの申込時、買戻時または持分交換時を含め、ポートフォリオが最終的に負担するべき税金負債を反映し

ていない可能性があり、これはその時点において投資家に悪影響を及ぼす場合がある。

　英文目論見書には、本財務書類中に開示されていないリスクの詳細が記載されている。

 

12．当座借越

　当座借越は以下の金融機関において発生している。

相手先 使途 2015年６月30日現在 2014年12月31日現在

当座借越  米ドル
純資産比率
（％）

米ドル
純資産比率
（％）
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バンク・オブ・ニュー
ヨーク・メロン・エス
エー／エヌブイ

ａ） 3,167 0.00％ 3,362 0.00％

ａ）非制限－保管会社現金口座

 

13．キャッシュ・フロー計算書

　当社は、ＦＲＳ第102号セクション７「キャッシュ・フロー計算書」に従って、オープン・エンド型投資信託に適用される

免除規定を選択し、キャッシュ・フロー計算書を作成していない。

 

14．ポートフォリオ変動計算書

　マスター・ポートフォリオの変動は、期中において購入価額合計の１％を超えた有価証券の購入額総計、および売却価額

合計の１％を超えた売却額総計を反映している。マスター・ポートフォリオの変動は、23ページ（訳者注：原文のページ）

に記載されている。

 

15．ソフト・コミッション

　ポートフォリオは、2015年６月30日終了期間および2014年12月31日終了年度において、第三者との間にいかなるソフト・

コミッション契約の締結をしていない他、調査および／または取引に関するコミッションの支払いもなかった。

 

16．英文目論見書

　ファンドの直近の英文目論見書は2014年６月27日付で発行された。

 

17．偶発債務

　2015年６月30日および2014年12月31日現在、偶発債務はなかった。

 

18．後発事象

　財政状態計算書の日付後の重要な事象はなかった。

 

19．補償

　ファンドは、さまざまな補償を含む契約を締結する場合がある。当該契約に基づくファンドの最大エクスポージャーは不

明である。しかし、ファンドは過去において、当該契約に従った請求または損失はなかった。

 

20．関係者取引

　アイルランド中央銀行のＵＣＩＴＳに関する通達14.5号に従って、ファンドのプロモーター、管理会社、保管会社、投資

顧問会社、および／またはこれらの企業の関連会社もしくはグループ会社（以下「関係者」という。）がファンドと行うい

ずれの取引も、通常取引で交渉されるものと同様に実行されなくてはならない。かかる取引は、受益者の最善の利益に適う

ものでなくてはならない。

　管理会社の取締役会は、(ⅰ）上述の義務を実行するために関係者とのすべての取引に対して適用される（文書化された手

続きによる裏付けがある）取決めが整っていること、ならびに(ⅱ）当期間に実行された関係者との取引は当該義務に準拠し

ていたことを確信している。

 

21．財務書類の承認

　管理会社の取締役会は、2015年８月19日に本財務書類（未監査）を承認した。

 

　　次へ
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（２）投資有価証券明細表等

ゴールドマン・サックス・米ドル・ＭＭＦ

ゴールドマン・サックス・ＭＭＦのサブ・ファンド

投資有価証券明細表（未監査）

2015年６月30日現在

 

保有高 銘柄 利回り(a) 公正価値

（米ドル）

純資産比率

（％）

 ＵＣＩＴＳ集合投資スキーム    

534,244,135

ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リ

ザーブズ・ファンド－Ｘディストリビューショ

ン・クラス(b)(c)

0.25％ 534,244,135 100.04

 ＵＣＩＴＳ集合投資スキーム合計  534,244,135 100.04

 投資合計－買建  534,244,135 100.04

 投資合計    

 ＵＣＩＴＳ集合投資スキーム  534,244,135 100.04

 その他の資産および負債  (222,685) (0.04)

 買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産  534,021,450 100.00

 

(a）ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンドの金利は、2015年６月30日現在の実効利回りを表してい

る。

(b）ゴールドマン・サックス・ＭＭＦの関係ファンド。

(c）資産合計の99.95％を表している。

 

　添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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（参考情報：以下はファンドのマスター・ファンドであるゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシーＵＳ＄リキッ

ド・リザーブズ・ファンドの財務書類の抜粋である。）

ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー

財政状態計算書（未監査）

2015年６月30日現在

 

 

ゴールドマン・サックス

ＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド

2015年６月30日

 米ドル  千円

資産    

損益を通じて公正価値で測定する金融資産 29,443,823,702  3,652,211,892

現金 16,605  2,060

有価証券売却未収金 －  －

未収収益 7,733,385  959,249

未収投資運用報酬放棄額および未収払戻費用 969,303  120,232

未収販売報酬 590,159  73,203

その他の資産 105,105  13,037

資産合計 29,453,238,259  3,653,379,674

負債    

投資証券買戻未払金 －  －

未払分配金 1,592,688  197,557

未払投資運用報酬 8,169,820  1,013,384

未払管理会社報酬 477,497  59,229

未払管理事務代行報酬および未払保管報酬 1,015,268  125,934

未払販売報酬 760,714  94,359

未払名義書換事務代行報酬 139,605  17,317

未払監査報酬 9,988  1,239

未払取締役報酬 8,033  996

未払弁護士報酬 38,889  4,824

未払保険料 －  －

未払印刷費 3,490  433

その他の負債 41,332  5,127

負債合計（買戻可能参加受益証券保有者に帰属する

純資産を除く）
12,257,324  1,520,398

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産 29,440,980,935  3,651,859,275
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ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー

財政状態計算書

2014年12月31日現在

 

 

ゴールドマン・サックス

ＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド

2014年12月31日

 米ドル  千円

資産    

損益を通じて公正価値で測定する金融資産 29,537,062,799  3,663,777,270

現金 －  －

有価証券売却未収金 －  －

未収収益 9,507,234  1,179,277

未収投資運用報酬放棄額および未収払戻費用 1,060,709  131,570

未収販売報酬 －  －

その他の資産 64,057  7,946

資産合計 29,547,694,799  3,665,096,063

負債    

当座借越 235,684  29,234

投資証券買戻未払金 －  －

未払分配金 1,024,188  127,040

投資購入未払金 －  －

未払投資運用報酬 4,485,137  556,336

未払管理会社報酬 249,329  30,927

未払管理事務代行報酬および未払保管報酬 517,459  64,186

未払販売報酬 590,359  73,228

未払名義書換事務代行報酬 71,811  8,907

未払監査報酬 16,489  2,045

未払受益者サービス代行報酬 －  －

未払弁護士報酬 55,044  6,828

未払保険料 270,545  33,558

その他の負債 37,590  4,663

負債合計（買戻可能参加受益証券保有者に帰属する

純資産を除く）
7,553,635  936,953

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産 29,540,141,164  3,664,159,110

 

EDINET提出書類
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ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー

包括利益計算書（未監査）

2015年６月30日終了期間

 

 

ゴールドマン・サックス

ＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド

2015年６月30日

 米ドル  千円

収益    

受取利息 31,751,343  3,938,437

レポ取引受取利息 4,562,958  565,989

投資純収益 36,314,301  4,504,426

費用    

マイナスの利回りに係る費用 516  64

投資運用報酬 26,017,394  3,227,198

管理会社報酬 1,478,778  183,428

管理事務代行報酬および保管報酬 1,525,974  189,282

販売報酬 3,361,630  416,977

名義書換事務代行報酬 135,894  16,856

監査報酬 7,586  941

取締役報酬 7,254  900

弁護士報酬 24,490  3,038

保険料 100,821  12,506

印刷費 10,933  1,356

その他の費用 157,203  19,499

費用合計 32,828,473  4,072,044

控除：投資運用／販売報酬放棄額および払戻費用 (5,836,802) (723,997)

運用費用合計 26,991,671  3,348,047

運用による純利益 9,322,630  1,156,379

財務費用    

買戻可能参加受益証券保有者への分配金 (7,738,940) (959,938)

財務費用合計 (7,738,940) (959,938)

運用による買戻可能参加受益証券保有者に帰属する

純資産の変動
1,583,690  196,441

 

　利益および損失は継続運用からのみ発生した。本包括利益計算書に計上されているもの以外に、利益または損失はなかっ

た。
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ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー

包括利益計算書（未監査）

2014年６月30日終了期間

 

 

ゴールドマン・サックス

ＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド

2014年６月30日

 米ドル  千円

収益    

受取利息 27,383,114  3,396,601

レポ取引受取利息 3,674,426  455,776

投資純収益 31,057,540  3,852,377

費用    

投資運用報酬 26,290,317  3,261,051

管理事務代行報酬および保管報酬 1,506,508  186,867

販売報酬 3,581,801  444,287

名義書換事務代行報酬 142,809  17,714

監査報酬 8,675  1,076

受益者サービス代行報酬 1,468,047  182,097

取締役報酬 8,375  1,039

弁護士報酬 37,250  4,620

保険料 94,701  11,747

印刷費 26,483  3,285

その他の費用 153,975  19,099

費用合計 33,318,941  4,132,881

控除：投資運用／販売報酬放棄額および費用払戻額 (6,938,312) (860,628)

運用費用合計 26,380,629  3,272,253

運用による純利益 4,676,911  580,124

財務費用    

買戻可能参加受益証券保有者への分配金 (4,137,212) (513,180)

財務費用合計 (4,137,212) (513,180)

運用による買戻可能参加受益証券保有者に帰属する

純資産の変動
539,699  66,944

 

　利益および損失は継続運用からのみ発生した。本包括利益計算書に計上されているもの以外に、利益または損失はなかっ

た。
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ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書（未監査）

2015年６月30日終了期間

 

 

ゴールドマン・サックス

ＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド

2015年６月30日

 米ドル  千円

期首現在の買戻可能参加受益証券保有者に帰属する

純資産
29,540,141,164  3,664,159,110

買戻可能参加受益証券発行受取額 80,261,785,178  9,955,671,833

買戻可能参加受益証券買戻支払額 (80,362,529,097) (9,968,168,109)

運用による買戻可能参加受益証券保有者に帰属する

純資産の変動
1,583,690  196,441

為替換算調整額 －  －

 (99,160,229) (12,299,835)

期末現在の買戻可能参加受益証券保有者に帰属する

純資産
29,440,980,935  3,651,859,275
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ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書

2014年12月31日終了年度

 

 

ゴールドマン・サックス

ＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド

2014年12月31日

 米ドル  千円

期首現在の買戻可能参加受益証券保有者に帰属する

純資産
27,871,626,056  3,457,196,496

買戻可能参加受益証券発行受取額 165,336,652,848  20,508,358,419

買戻可能参加受益証券買戻支払額 (163,669,221,697) (20,301,530,259)

運用による買戻可能参加受益証券保有者に帰属する

純資産の変動
1,083,957  134,454

為替換算調整額 －  －

 1,668,515,108  206,962,614

期末現在の買戻可能参加受益証券保有者に帰属する

純資産
29,540,141,164  3,664,159,110

 

　　次へ

EDINET提出書類
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ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー

ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド

投資有価証券明細表（未監査）

2015年６月30日現在

 

名目元本 銘柄
クーポン・
レート(a) 満期日(b) 公正価値

米ドル
純資産比率

％

      

 公認の取引所への上場が認められているまたは規制市場で取引されている譲渡性のある有価証券  

      

 政府機関証券     

197,000,000 Federal Home Loan Banks 0.300% 10/02/16 196,959,015 0.67

240,000,000 Federal Home Loan Banks 0.474% 26/02/16 240,000,000 0.82

100,000,000 Federal Home Loan Banks 0.423% 07/03/16 99,991,173 0.34

96,000,000 Federal Home Loan Banks 0.486% 08/03/16 95,991,204 0.32

310,000,000 Federal Home Loan Banks 0.482% 09/03/16 309,958,221 1.05

政府機関証券合計   942,899,613 3.20

      

 社債     

60,000,000 Westpac Banking Corp 0.318% 17/07/15 60,020,177 0.21

社債合計    60,020,177 0.21

      

 国債     

312,000,000 Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.287% 03/09/15 312,003,245 1.07

100,000,000 Dexia Credit Local SA/New York NY 0.324% 01/07/15 100,000,000 0.34

300,000,000 Dexia Credit Local SA/New York NY 0.344% 01/10/15 300,000,000 1.02

25,000,000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.253% 09/07/15 25,000,000 0.08

100,000,000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.326% 23/12/15 100,014,808 0.34

国債合計    837,018,053 2.85

      

 変動利付債     

150,000,000 Asb Finance Ltd 0.310% 16/09/15 149,998,414 0.51

335,000,000 Australia and New Zealand Banking Group Ltd 0.444% 16/05/16 335,000,000 1.14

60,000,000 Banco Del Estado De Chile 0.335% 18/12/15 60,000,000 0.20

100,000,000 Banco Del Estado De Chile 0.337% 30/12/15 100,000,000 0.34

225,000,000 Bank of Montreal 0.298% 11/12/15 225,000,000 0.76

245,000,000 Bank of Nova Scotia (The) 0.412% 23/05/16 245,000,000 0.83

91,000,000 BNZ International Funding 0.306% 15/10/15 90,999,989 0.31

100,000,000 Commonwealth Bank of Australia 0.302% 24/03/16 99,996,588 0.34

495,000,000 DNB Bank ASA 0.276% 15/10/15 495,000,000 1.68

495,000,000 HSBC Bank USA NA 0.325% 15/12/15 495,000,000 1.68

500,000,000 JPMorgan Chase Bank NA 0.439% 06/04/16 500,000,000 1.70

200,000,000 Kells Funding LLC 0.284% 08/10/15 199,994,192 0.68

300,000,000 Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0.342% 23/10/15 300,000,000 1.02

125,000,000 NV Bank Nederlands 0.285% 10/02/16 125,000,000 0.42

300,000,000 Royal Bank of Canada 0.394% 31/03/16 300,000,000 1.02

300,000,000 Svenska Handelsbanken AB 0.471% 04/05/16 300,000,000 1.02

440,000,000 Toronto-Dominion Bank 0.295% 11/12/15 440,000,000 1.49

170,000,000 Wells Fargo Bank NA 0.401% 19/05/16 170,000,000 0.58

350,000,000 Westpac Banking Corp 0.513% 31/05/16 350,000,000 1.19

変動利付債合計    4,980,989,183 16.91

公認の取引所への上場が認められているまたは規制市場で取引されている譲渡性の
ある有価証券合計

  6,820,927,026 23.17

EDINET提出書類
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ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー

ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド

投資有価証券明細表（未監査）（続き）

2015年６月30日現在

 

名目元本 銘柄
クーポン・
レート(a) 満期日(b) 公正価値

米ドル
純資産比率

％

      

 公認の取引所への上場が認められているまたは規制市場で取引されている以外の譲渡性のある有価証券  

      

 コマーシャル・ペーパー     

26,825,000 Albion Capital 0.220% 16/07/15 26,822,541 0.09

300,000,000 Alpine Securitization 0.270% 31/08/15 299,862,750 1.02

100,000,000 Alpine Securitization 0.260% 03/09/15 99,953,778 0.34

100,000,000 Alpine Securitization 0.320% 15/10/15 99,905,778 0.34

100,000,000 Atlantic Asset Securitization 0.180% 16/07/15 99,992,500 0.34

100,000,000 Bank of Nova Scotia (The) 0.280% 17/08/15 99,963,444 0.34

90,000,000 Bank of Nova Scotia (The) 0.350% 02/11/15 89,891,500 0.30

97,000,000 Bedford Row Funding Corp 0.310% 25/08/15 96,954,060 0.33

175,000,000 Chariot Funding LLC 0.500% 19/01/16 174,509,028 0.59

100,000,000 Électricité de France 0.750% 15/01/16 99,587,500 0.34

100,000,000 Gotham Funding Corporation 0.180% 23/07/15 99,989,000 0.34

90,000,000 Gotham Funding Corporation 0.180% 24/07/15 89,989,650 0.31

100,000,000 Gotham Funding Corporation 0.200% 18/08/15 99,973,333 0.34

500,000,000 JPMorgan Chase Bank NA 0.385% 04/12/15 500,000,000 1.70

72,000,000 Jupiter Securitization Company LLC 0.270% 30/07/15 71,984,340 0.24

300,000,000 Kells Funding LLC 0.220% 23/07/15 299,959,667 1.02

75,000,000 Kells Funding LLC 0.292% 21/08/15 74,998,829 0.25

100,000,000 Kells Funding LLC 0.296% 13/01/16 100,000,000 0.34

300,000,000 Lma-Americas LLC 0.180% 09/07/15 299,988,000 1.02

79,670,000 Lma-Americas LLC 0.180% 10/07/15 79,666,415 0.27

100,000,000 Lma-Americas LLC 0.200% 29/07/15 99,984,444 0.34

70,000,000 Matchpoint Finance Plc 0.250% 26/08/15 69,972,778 0.24

105,000,000 Matchpoint Finance Plc 0.240% 28/08/15 104,959,400 0.36

150,000,000 Nieuw Amsterdam 0.250% 14/09/15 149,921,875 0.51

50,000,000 Nieuw Amsterdam 0.250% 15/09/15 49,973,611 0.17

700,000,000 Nrw Bank 0.200% 22/07/15 699,918,333 2.38

50,000,000 United Overseas Bank 0.310% 07/08/15 49,984,069 0.17

50,000,000 United Overseas Bank 0.310% 10/08/15 49,982,778 0.17

100,000,000 Versailles Commerc 0.180% 31/07/15 99,985,000 0.34

45,000,000 Victory Receivable Corp 0.180% 23/07/15 44,995,050 0.15

100,000,000 Victory Receivable Corp 0.200% 03/08/15 99,981,667 0.34

65,000,000 Victory Receivable Corp 0.200% 10/08/15 64,985,556 0.22

184,000,000 Victory Receivable Corp 0.200% 13/08/15 183,956,044 0.62

コマーシャル・ペーパー合計   4,672,592,718 15.87

      

 三者間レポ取引     

210,000,000 BNP Paribas Repo(c) 0.170% 01/07/15 210,000,000 0.71

300,000,000 Credit Suisse Securitis (USA) LLC Repo(d) 0.300% 09/07/15 300,000,000 1.02

1,300,000,000 ING Bank NV Repo(e) 0.210% 01/07/15 1,300,000,000 4.41

1,150,000,000 Societe Generale Plc Repo(e) 0.190% 01/07/15 1,150,000,000 3.91

300,000,000 Wells Fargo Securities LLC Repo(c) 0.150% 01/07/15 300,000,000 1.02

250,000,000 Wells Fargo Securities LLC Repo(c) 0.250% 06/07/15 250,000,000 0.85

三者間レポ取引合計   3,510,000,000 11.92

EDINET提出書類
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ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー

ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド

投資有価証券明細表（未監査）（続き）

2015年６月30日現在

 

名目元本 銘柄
クーポン・
レート(a) 満期日(b) 公正価値

米ドル
純資産比率

％

      

 ヤンキー預金証書     

400,000,000 Bank of Nova Scotia (The) 0.320% 21/10/15 400,000,000 1.36

250,000,000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/NY 0.395% 11/09/15 250,000,000 0.85

400,000,000 Credit Industriel 0.285% 03/08/15 400,005,496 1.36

500,000,000 DZ Bank AG 0.300% 10/09/15 500,000,000 1.70

100,000,000 Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0.280% 07/07/15 100,000,000 0.34

100,000,000 Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0.280% 10/07/15 100,000,000 0.34

100,000,000 Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0.310% 13/10/15 100,000,000 0.34

250,000,000 Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0.320% 16/10/15 250,000,000 0.85

350,000,000 Mizuho Bank Ltd 0.280% 02/07/15 350,000,000 1.19

125,000,000 Mizuho Bank Ltd 0.300% 11/08/15 124,957,324 0.42

150,000,000 Mizuho Bank Ltd 0.300% 20/08/15 149,937,547 0.51

125,000,000 Mizuho Bank Ltd 0.290% 08/09/15 125,000,000 0.42

250,000,000 Mizuho Bank Ltd 0.270% 10/09/15 250,000,000 0.85

195,000,000 National Bank of Kuwait 0.350% 14/09/15 195,000,000 0.66

50,000,000 National Bank of Kuwait 0.350% 21/09/15 50,000,000 0.17

100,000,000 National Bank of Kuwait 0.350% 01/10/15 100,000,000 0.34

75,000,000 National Bank of Kuwait 0.350% 02/10/15 75,000,000 0.25

200,000,000 National Bank of Kuwait 0.350% 13/10/15 200,000,000 0.68

125,000,000 Oversea-Chinese Banking Corporation 0.180% 20/07/15 125,001,316 0.43

245,000,000 Standard Chartered Bank 0.450% 10/12/15 245,000,000 0.83

250,000,000 Standard Chartered Bank 0.450% 23/12/15 250,000,000 0.85

300,000,000 Sumitomo Mitsui Trust Bank 0.270% 01/07/15 300,000,000 1.02

500,000,000 Sumitomo Mitsui Trust Bank 0.280% 10/07/15 500,000,000 1.70

200,000,000 Sumitomo Mitsui Trust Bank 0.315% 21/09/15 200,002,275 0.68

250,000,000 Sumitomo Mitsui Trust Bank 0.300% 01/10/15 250,000,000 0.85

495,000,000 Sumitomo Mitsui Trust Bank 0.320% 21/10/15 495,000,000 1.68

1,000,000,000 The Norinchukin Bank 0.270% 15/09/15 1,000,000,000 3.40

ヤンキー預金証書合計   7,084,903,958 24.07

公認の取引所への上場が認められているまたは規制市場で取引されている以外の譲
渡性のある有価証券合計

  15,267,496,676 51.86

      

 預金     

      

 定期預金     

800,000,000 Australia and New Zealand Banking Group Ltd 0.050% 01/07/15 800,000,000 2.71

250,000,000 Australia and New Zealand Banking Group Ltd 0.120% 02/07/15 250,000,000 0.85

1,000,000,000 China Construction Bank Corp 0.160% 01/07/15 1,000,000,000 3.39

155,400,000 Credit Agricole 0.050% 01/07/15 155,400,000 0.53

750,000,000 Credit Industriel 0.140% 01/07/15 750,000,000 2.55

500,000,000 Lloyds TSB Bank 0.140% 06/07/15 500,000,000 1.70

400,000,000 National Bank of Kuwait 0.100% 01/07/15 400,000,000 1.36

1,000,000,000 Nordea Bank AB 0.050% 01/07/15 1,000,000,000 3.39

750,000,000 Royal Bank of Canada 0.110% 01/07/15 750,000,000 2.55

500,000,000 Standard Chartered Bank 0.050% 01/07/15 500,000,000 1.70

500,000,000 United Overseas Bank Ltd 0.060% 01/07/15 500,000,000 1.70

EDINET提出書類
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ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー

ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド

投資有価証券明細表（未監査）（続き）

2015年６月30日現在

 

名目元本 銘柄
クーポン・
レート(a) 満期日(b) 公正価値

米ドル
純資産比率

％

      

 定期預金（続き）     

750,000,000 United Overseas Bank Ltd 0.150% 02/07/15 750,000,000 2.55

定期預金合計    7,355,400,000 24.98

預金合計    7,355,400,000 24.98

投資有価証券合計   29,443,823,702 100.01

 

投資合計
公正価値
米ドル

2015年６月30日現在

純資産比率
％

2015年６月30日現在

公正価値
米ドル

2014年12月31日現在

純資産比率
％

2014年12月31日現在

     

政府機関証券合計 942,899,613 3.20 935,000,000 3.17

社債合計 60,020,177 0.21 1,430,334,433 4.83

国債合計 837,018,053 2.85 425,000,000 1.44

変動利付債合計 4,980,989,183 16.91 1,482,994,655 5.02

譲渡性預金証書合計 ‒ ‒ 1,300,000,000 4.41

コマーシャル・ペーパー合計 4,672,592,718 15.87 5,511,132,566 18.66

三者間レポ取引合計 3,510,000,000 11.92 5,194,000,000 17.58

ヤンキー預金証書合計 7,084,903,958 24.07 7,974,001,145 26.99

定期預金合計 7,355,400,000 24.98 5,284,600,000 17.89

その他の資産および負債 (2,842,767) (0.01) 3,078,365 0.01

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産 29,440,980,935 100.00 29,540,141,164 100.00

(a) 金利は、記載されたクーポン・レート、割引有価証券については購入日の割引年利回り、または変動利付

証券については金利指数に基づく現行の再設定利率のいずれかを表している。
(b) 満期日は、有価証券に記載された日、もしくは変動利付証券については次の金利再設定日、または修正日

のある有価証券については当該日のいずれかを表している。
(c) 三者間担保代理人はバンク・オブ・ニューヨーク・メロンである。

(d) 三者間担保代理人はJPモルガン・チェース・バンクである。

(e) 三者間担保代理人はユーロクリアである。
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４　管理会社の概況

（１）資本金の額

　2015年６月末日現在、払入済株式資本は25,000,000米ドル（約31億100万円）である。授権株式総数は

普通株式2,500万株であり、普通株式2,500万株が発行済である。

（注）米ドルの円貨換算は、2015年７月31日現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル

＝124.04円）による。

 

（２）事業の内容及び営業の状況

　管理会社は2013年12月13日に存続期間を無期限として設立され、英国金融行為監督機構により、2000

年金融サービス・市場法（随時改正済）に基づき管理会社としての業務を行うことを承認されている。

管理会社の最終親会社はゴールドマン・サックス・グループ・インクである。管理会社は、他のＵＣＩ

ＴＳの指定された管理会社としての業務、また、本ファンドに類似するまたはそうではない投資プログ

ラムを有する他のファンドのオルタナティブ投資運用者（オルタナティブ投資運用者指令2011／61／Ｅ

Ｕに定義される）としての業務を行う。

　管理会社はファンドおよびサブ・ファンドの投資運用、管理およびマーケティングの責任を負う。管

理会社はまた、リスク管理機能についても責任を負う。詳細は英文目論見書に記載のとおり、管理会社

はこれらの義務に関し、一定の業務を関係会社および第三者に委託している。とりわけ、米ドル・ポー

トフォリオに関する投資運用業務を投資顧問会社に、一定の評価機能をゴールドマン・サックス・アン

ド・カンパニーのグループに、一定の管理事務業務を管理事務代行会社に、一定の登録および名義書換

事務業務を登録・名義書換事務代行会社に、一定の販売業務を総販売会社に委託している。委任に関わ

らず、管理会社はその義務の適切な履行に責任を負う。投資顧問会社は、常に管理会社の監督および指

示のもと、米ドル・ポートフォリオの投資目的および投資方針に従い、米ドル・ポートフォリオの資産

の投資運用に関して管理会社に対して責任を負う。

　管理会社は、管理事務代行会社が特定の証券や商品の値付けができない場合に、当該証券および商品

の「公正価値」を提供する適格者として評価会社を任命している。管理会社は当該業務に対して自身の

管理報酬から報酬を支払うことができる。

　管理会社は、任命された管理者として、前記「管理報酬等」に記載のとおり米ドル・ポートフォリオ

の資産から支払われる管理報酬を受領することができる。

　管理会社、その関係会社、サービス提供会社、およびその役員、取締役、パートナー、メンバー、投

資主、代理人、委託先、従業員および臨時従業員（それぞれを「管理会社被補償者」という。）は、信

託証書に基づく管理会社の職務の遂行および／または管理会社の権限の行使（投資顧問会社または他の

委託先に対する管理会社の職務および権限の一部もしくは全部の委託を含むがこれに限定されない。）

からまたはこれに関連して生じる関連ある管理会社被補償者が直接的または間接的に被るまたは負担す

る訴訟行為、費用、手数料、損失、損害および経費（弁護士の報酬および経費を含む。）を含むがこれ

らに限定することなく、関連ある管理会社被補償者が負担または被る全ての要求、訴訟行為、係争、損

失、損害、負債、費用および経費についてファンドから補償され、免責される。ただし、管理会社また

は関連する管理会社被補償者に過失、故意による懈怠または詐欺行為があった場合は除く。

　故意による懈怠、詐欺行為または過失が存在しない場合、管理会社は、受託会社、ファンド、投資顧

問会社または受益者に対して、信託証書に基づく管理会社の行為の結果、生じる損失に責任を負わな

い。

　本項の情報は、2015年９月30日を効力発生日としてファンドの管理会社に任命されたゴールドマン・

サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・リミテッドに関するものである。2015

年９月30日より前、特に2015年７月末日時点では、ゴールドマン・サックス・マネジメント（アイルラ

ンド）リミテッドがサブ・ファンドの管理会社であった。

　2015年７月末日現在、管理会社は、以下のファンドの管理を行っていた。

　なお、純資産額は、別段の記載がない限り、2015年７月末日現在の数値である。

国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
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ケイマン
ダイレクト・ヘッジ・ファンド ５ 5,089,053,483米ドル

ヘッジ・ファンド戦略 ４ 2,421,557,067米ドル

アイルランド

ダイレクト・ヘッジ・ファンド ２ 806,042,182米ドル

ヘッジ・ファンド戦略 10 1,114,202,305米ドル

投資信託

１ 398,314,907オーストラリア・ドル

２ 12,890,176,224ユーロ

３ 12,191,466,403ポンド

２ 104,738,129,349円

９ 50,409,466,876米ドル

ルクセンブルグ

投資信託

11 2,552,237,754ユーロ

３ 367,188,298ポンド

３ 241,515,453,616円

１ 12,253,580,882ノルウェー・クローネ

62 46,043,052,076米ドル

プライベート・エクイティ ３
93,126,101

 
米ドル
(2015年６月末日現在)

 

（３）その他

　本書提出日前６か月以内において、訴訟事件その他ファンドおよび管理会社に重要な影響を与えた事

実および与えることが予想される事実はない。
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５　管理会社の経理の概況

 

ａ．管理会社の直近事業年度の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」

に基づき、「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」第131条第５項ただし書きの規定を

適用して、英国における諸法令および一般に認められた会計原則に準拠して管理会社によって作成され

た監査済財務書類の原文を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。

　上記原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に

規定する外国監査法人等をいう。）であるプライスウォーターハウスクーパース エルエルピー

（PricewaterhouseCoopers LLP）から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証

明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの（訳文を含む。）が当該財務書類に添

付されている。

 

ｂ．管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には円換算額が併記されて

いる。日本円への換算には2015年７月31日現在における株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買

相場の仲値（１米ドル＝124.04円）が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

日本円に換算された金額は四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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（１）資産及び負債の状況

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・リミテッド

損益計算書

2014年12月31日に終了した55週間

 

   2014年12月31日に終了した55週間

 注  米ドル  千円

売上   9,334,530  1,157,855

一般管理費   (6,224,222) (772,052)

営業利益 ４  3,110,308  385,803

受取利息および類似収益   19,235  2,386

税引前経常利益   3,129,543  388,189

経常利益にかかる税額 ８  (668,811) (82,959)

税引後当期経常利益 12  2,460,732  305,229

 

　当期間における当社の営業利益は、継続事業から生じたものである。

 

　上記の税引前経常利益と当期利益、ならびにこれらの取得原価相当額の間に差異はない。

 

　当社は、上記に表示された当期利益に計上されている損益以外の損益を認識していないため、別個の総認

識利得損失計算書は作成していない。

 

　８ページから13ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・リミテッド

貸借対照表

2014年12月31日現在

 

   2014年12月31日現在

 注  米ドル  千円

流動資産      

債権 ９  23,239,550  2,882,634

現金預金および手許現金   4,057,869  503,338

   27,297,419  3,385,972

債務：１年以内に期限が到来する金額 10  (2,836,687) (351,863)

純流動資産   24,460,732  3,034,109

純資産   24,460,732  3,034,109

資本金および準備金      

払込資本金 11  22,000,000  2,728,880

利益剰余金 12  2,460,732  305,229

株主持分合計 13  24,460,732  3,034,109

 

　本財務書類は、2015年４月７日に取締役会で承認され、取締役会を代表して以下の取締役により署名され

た。

 

   （署名）

   Ｇ．Ｒ．ソープ

   取締役

   2015年４月14日

 

　８ページから13ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・リミテッド

財務書類に対する注記－2014年12月31日

 

１．会計方針

 

ａ．会計公準

　本財務書類は、継続企業の前提および取得原価主義に基づいて、2006年会社法および適用される会計

基準に準拠して作成されている。主要な会計方針は、以下に記載されるとおりであり、当期間を通じて

首尾一貫して適用されている。

 

ｂ．外貨

　外貨建て取引は、取引発生日における為替レートにより米ドルに換算される。外貨建ての貨幣性資産

および負債は、貸借対照表日の為替レートにより米ドルに換算される。為替差損益は、損益計算書にお

いて認識される。

 

ｃ．金融資産および負債

　金融資産および負債は、発生主義で認識される金融収益および費用とともに公正価値で当初認識さ

れ、その後、償却原価で再測定される。すべての金融収益および費用は、損益計算書において認識され

る。

 

ｄ．金融資産および負債の相殺

　金融資産および負債は、以下の場合に相殺され、貸借対照表に純額で表示される。

(ⅰ）現在、認識された金額を相殺する法的に強制可能な権利を有しており、かつ

(ⅱ）当該資産と負債を純額で決済するか、あるいは当該資産の実現と当該負債の決済を同時に行うこと

を意図している

　これらの条件が満たされない場合は、金融資産および負債は貸借対照表において総額基準で表示され

る。

 

ｅ．収益認識

　売上は、管理会社報酬を示しており、発生主義で認識され、また関連サービスが提供される期間にわ

たって認識される。

 

２．報告および開示の免除

ａ．ＦＲＳ第１号（1996年改訂）「キャッシュ・フロー計算書」

　当社は、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの90％超の子会社であり、グループの連結

財務書類には当社が含まれ、また当該連結財務書類が公表されていることから、ＦＲＳ第１号「キャッ

シュ・フロー計算書」（1996年改訂）で要求されるキャッシュ・フロー計算書の作成を免除されてい

る。

 

ｂ．ＦＲＳ第８号「関連当事者の開示」

　当社は、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの完全所有子会社であり、当グループの連

結財務書類には当社が含まれ、また当該連結財務書類が公表されている。このため、ＦＲＳ第８号「関

連当事者の開示」第３項(c)の条項に基づき、当社は、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク

の他の完全所有子会社との取引については開示を免除されている。開示が要求される他の関連当事者取

引はなかった。

 

３．セグメント別報告
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　すべての営業利益は、投資顧問業のセグメントより発生している。取締役は、当社の活動を単一事業と

して、また欧州、中東およびアフリカ（以下「ＥＭＥＡ」という。）を同一の地域として管理している。

従ってセグメント分析は提供されていない。

 

４．営業利益

 

   
2014年12月31日に
終了した55週間

米ドル

 営業利益は、以下の費用計上後で表示されている。   

 監査報酬－監査業務  31,263

 再評価にかかる為替差損  41,434

 グループ会社に対する支払サービス料  3,903,754

 管理会社設立に伴う法務費用  2,245,746

 

　当社は、その他の非監査業務に関する監査人およびその関連会社に対する支払報酬について開示免除規

定を適用しているが、連結財務書類が作成される最小単位のグループの親会社であるゴールドマン・サッ

クス・グループ・ＵＫ・リミテッドの連結財務書類において当該情報の開示が要求されている。

 

５．人件費

　当社の業務に正式に任命されている全従業員は、英国グループの兄弟会社によって雇用されている。当

該グループ会社が当社に対して提供したすべてのサービスに関する費用は、グループ会社に対する支払

サービス料に含まれている（注記４参照）。

 

６．受取利息および類似収益

   
2014年12月31日に
終了した55週間

米ドル

 グループ会社からの受取利息（注記９参照）  19,218

 翌日物預金にかかる受取利息  17

   19,235
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７．取締役報酬

   
2014年12月31日に
終了した55週間

米ドル

 取締役：   

 報酬総額  2,112

 定額拠出年金制度に対する当社の拠出額  18

   2,130

 

　2006年会社法に準拠して、上記の取締役報酬は、適格なサービスのみに関する支払済みまたは未払いの

報酬合計額を表示している。行政委任立法2008年/410号の第５附則に従って、この合計額は現物支給され

る現金および給付の価額のみを含んでいる。取締役はまた、適格ではないサービスに関する報酬も受け取

るが、そうした報酬に関する開示は要求されていない。

　当期間において、年間の一部またはすべてにおいて取締役であった３名は確定拠出年金制度に加入して

おり、また年間の一部またはすべてにおいて取締役であった３名は確定給付年金制度に加入していた。当

期間において、年間の一部またはすべてにおいて取締役であった４名は長期報奨制度下でグループ・イン

クの株式を受領、または受領する権利を有している。当期間において、オプションを行使した取締役はい

なかった。

 

８．経常損失にかかる税額

ａ．当期税金費用の内訳：

   
2014年12月31日に
終了した55週間

米ドル

 当期税額：   

 未払グループ税額控除  668,811

 当期税額合計（以下注記(b)参照）  668,811

 

　グループ税額控除は、グループ税額控除の取決めに従った損失の引渡しに関する対価としてグループ

会社に対する未払金を示している。
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ｂ．当期税金費用に影響を与えた要素：

　上述の当期税額合計と、当期において当社の税引前経常利益に適用される加重平均英国法人税率

21.50％を乗じて算出した金額との差異は、以下のとおりである。

   
2014年12月31日に
終了した55週間

米ドル

 税引前経常利益  3,129,543

 英国における標準税率21.50％を乗じた経常利益  672,852

 為替差額  (4,041)

 当期税金費用  668,811

 

９．債権

   
2014年12月31日現在

米ドル

 親会社およびグループ会社に対する債権  20,077,839

 未収収益  3,161,711

   23,239,550

 

　グループ会社に対する債権には、グループ兄弟会社の預金口座残高15,650,476米ドル、およびグループ

兄弟会社に対する無担保貸付金3,908,098米ドルが含まれている。当該貸付金は、フェデラル・ファンド・

レートを上回るマージンで利息が付され、要求払債務である。

 

10．債務：１年以内に期限が到来する金額

   
2014年12月31日現在

米ドル

 グループ会社に対する債務  2,182,647

 未払金および繰延収益  17,242

 未払グループ税額控除  636,798

   2,836,687

 

11．払込資本金

　2014年12月31日現在の払込資本金の構成は、以下のとおりである。

 

   2014年12月31日現在

   株式数  米ドル

 割当済、請求済および全額払込済     

 額面１米ドルの普通株式  22,000,000  22,000,000
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12．利益剰余金

   
2014年12月31日現在

米ドル

 設立時  －

 当期利益  2,460,732

 2014年12月31日現在  2,460,732

 

13．株主持分の変動の調整表

   
2014年12月31日現在

米ドル

 当期利益  2,460,732

 発行済払込資本金  22,000,000

 株主持分の純増加  24,460,732

 設立時  －

 株主持分の残高  24,460,732

 

14．金融リスク管理

　当社は、当社の金融資産および負債を通じて金融リスクにさらされている。当社の事業や当社の貸借対

照表上の資産および負債の性質により、取締役は、当社に関わる金融リスクの中で最も重要な要素は通貨

リスク、信用リスクおよび流動性リスクであると考えている。当社は、グローバル・グループの一員とし

て、グローバルのリスク方針および手続きを順守している。

 

ａ．通貨リスク

　外国為替リスクは外国為替レートの変動に対するエクスポージャーから生じるものである。当社は、

当社の状況に対して適切に経済的ヘッジをすることにより通貨リスクを管理している。

 

ｂ．信用リスク

　信用リスクとは、取引相手先が契約上の義務を満たすことができなくなる場合に当社が被るおそれの

ある損失を示している。信用リスクは、取引相手先の返済プロファイルを見直すことによってモニター

されている。

 

ｃ．流動性リスク

　当社は、流動性および資金調達に関する保守的な方針を策定している。その主な目的は、当社の資金

調達を可能にするとともに、厳しい状況下でも収益を生み出し続けることができるようにすることであ

る。

 

15．後発事象

　2015年３月５日、当社は資本基盤をさらに強化する目的で当社の直接の親会社に対して額面１米ドルの

普通株式3,000,000株を発行した。

 

16．その他の項目

ａ．バーゼルⅢ第３の柱の開示

　当社は、ＥＵ自己資本規制により要求されるとおり、ゴールドマン・サックス・グループ・ＵＫ・リ

ミテッド（以下「ＧＳＧＵＫ」という。）の連結第３の柱の開示に含まれている。ＧＳＧＵＫの2014年
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における第３の柱の開示は、財務書類の公表に併せて、www.goldmansachs.com/disclosures/で入手可能

となる予定である。

 

ｂ．国別報告書

　当社は、2013年自己資本（国別報告書）規制により要求されるとおり、ＧＳＧＵＫの国別連結報告書

の開示に含まれている。ＧＳＧＵＫの2014年の国別開示は、2015年12月31日まで

www.goldmansachs.com/disclosures/で入手可能となる予定である。

 

17．最終および直接の親会社

　直接の親会社および連結財務書類が作成される最小単位のグループの親会社は、イングランドおよび

ウェールズにおいて設立、登記されたゴールドマン・サックス・グループ・ＵＫ・リミテッドである。

ゴールドマン・サックス・グループ・ＵＫ・リミテッドの連結財務書類の写しは、英国、EC4A 2BB ロンド

ン、フリート・ストリート 133、ピーターバラ・コートに所在するゴールドマン・サックス・グループ・

ＵＫ・リミテッドのカンパニー・セクレタリーに請求することで入手可能である。

　最終の支配会社および連結財務書類が作成される最大単位のグループの親会社は、アメリカ合衆国で設

立されたザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクである。その連結財務書類の写し、ならびに一

定の法定提出書類（様式10－Ｑおよび10－Ｋ等）において当グループおよびその事業活動に係る追加情報

が提供されており、これらは当グループの主要な事業拠点である、アメリカ合衆国、10282 ニューヨーク

州ニューヨーク、ウエスト・ストリート 200に所在するインベスター・リレーションズ、または

www.goldmansachs.com/shareholders/で入手することができる。
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（２）損益の状況

　損益計算書については、「（１）資産及び負債の状況」の項目に記載した損益計算書を参照のこ

と。
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　　次へ
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(Ⅱ）その他の訂正

　訂正箇所を下線または傍線で示します。

 

表紙
 

＜訂正前＞

発行者名　　　　　：　ゴールドマン・サックス・マネジメント（アイルランド）リミテッド

　　　　　　　　　　　　 (Goldman Sachs Management (Ireland) Limited)

 

代表者の役職氏名　：　取締役　　ユージーン・レーガン（Eugene Regan）

 

本店の所在の場所　：　アイルランド共和国、ダブリン２、サー・ジョン・ロジャーソンズ・キー70

　　　　　　　　　　（70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland）

（中略）

（注）米ドルの円貨換算は、2015年４月30日現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信

売買相場の仲値（１米ドル＝119.00円）による。

（後略）

 

＜訂正後＞

発行者名　　　　　：　ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・

リミテッド（注２）

　　　　　　　　　　　　 (Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited)

 

代表者の役職氏名　：　取締役　　セオドア　Ｔ．ソティア（Theodore T. Sotir）

 

本店の所在の場所　：　英国、ＥＣ４Ａ ２ＢＢ ロンドン、フリート・ストリート 133、ピーターバラ・

コート

　　　　　　　　　　（Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, United Kingdom）

（中略）

（注１）米ドルの円貨換算は、2015年４月30日現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電

信売買相場の仲値（１米ドル＝119.00円）による。

（注２）管理会社は2015年９月30日付でゴールドマン・サックス・マネジメント（アイルラン

ド）リミテッドからゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバ

ル・サービシズ・リミテッドに変更された。

（後略）

 

第一部　証券情報
 

＜訂正前＞

（前略）

（４）発行（売出）価格

　各申込みがゴールドマン・サックス・マネジメント（アイルランド）リミテッド（以下「管理会

社」という。）により受諾された取引日に適用される１口当たり純資産価格（ただし、通常は１米

セントである。）

（中略）

（１２）その他

１）申込証拠金はない。
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２）日本における販売会社は、ゴールドマン・サックス・インターナショナル（以下「総販売会社／

受益者サービス代行会社」という。）との間の、日本におけるファンド証券の販売および買戻しに

関する契約（ゴールドマン・サックス・インターナショナルとの間の更改および変更契約により更

改済み。）に基づき受益証券の募集を行う。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

（４）発行（売出）価格

　各申込みがゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・リミ

テッド（以下「管理会社」という。）により受諾された取引日に適用される１口当たり純資産価格

（ただし、通常は１米セントである。）

（中略）

（１２）その他

１）申込証拠金はない。

２）日本における販売会社は、ゴールドマン・サックス・インターナショナル（以下「総販売会社」

という。）との間の、日本におけるファンド証券の販売および買戻しに関する契約（ゴールドマ

ン・サックス・インターナショナルとの間の更改および変更契約により更改済み。）に基づき受益

証券の募集を行う。

（後略）

 

第二部　ファンド情報
 

第１　ファンドの状況
 

１　ファンドの性格

＜訂正前＞

（１）ファンドの目的及び基本的性格

（中略）

　欧州連合─ファンドは、ＵＣＩＴＳとしての適格性を有しており、特定のＥＵ加盟国および特

定の欧州経済地域（ＥＥＡ）加盟国における公衆に対するマーケティングに関して理事会指令Ｅ

ＥＣ／85／611（改正済）に基づく承認を申請した。

（中略）

 

（２）ファンドの沿革

1999年１月４日　旧管理会社の設立

1999年４月22日　ゴールドマン・サックス・ＭＭＦ信託証書締結

1999年４月30日　ゴールドマン・サックス・ＭＭＦ改訂信託証書締結

1999年４月30日　米ドル・ポートフォリオの運用開始

2001年７月31日　ユーロ・ポートフォリオの運用開始

2007年３月16日　管理会社の設立

2007年５月31日　旧管理会社の退任および管理会社の任命

2012年11月１日　ユーロ・ポートフォリオの償還

2014年６月27日　ゴールドマン・サックス・ＭＭＦ改訂・再録済信託証書締結

 

（３）ファンドの仕組み

①　ファンドの仕組み

EDINET提出書類

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・リミテッド(E31838)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 57/136



（ⅰ）

（中略）
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②　管理会社とファンドの関係法人との契約関係

ファンド運営上の役割 会社名 契約および委託内容

管理会社 ゴールドマン・サックス・マネ

ジメント（アイルランド）リミ

テッド

(Goldman Sachs Management

(Ireland) Limited)

1999年４月30日付のファンドの信託証書

（注１）（2000年９月19日付第一追補信託

証書、2001年12月21日付訂正第一追補信託

証書、2007年２月７日付第三追補信託証

書、2007年５月22日付（2007年５月31日よ

り発効）管理会社の退任および任命に関す

る証書、2009年３月５日付第五追補信託証

書、2014年６月27日付改訂・再録済信託証

書ならびに2015年６月３日付追補信託証書

により改訂・補足済み）に基づきファンド

の資産の運用・管理業務を行う。

受託会社 ＢＮＹメロン・トラスト・カン

パニー（アイルランド）リミ

テッド

(BNY Mellon Trust Company

(Ireland) Limited)

1999年４月30日付で管理会社との間で締結

された信託証書（2000年９月19日付第一追

補信託証書、2001年12月21日付訂正第一追

補信託証書、2007年２月７日付第三追補信

託証書、2007年５月22日付（2007年５月31

日より発効）管理会社の退任および任命に

関する証書、2009年３月５日付第五追補信

託証書、2014年６月27日付改訂・再録済信

託証書ならびに2015年６月３日付追補信託

証書により改訂・補足済み）に基づきファ

ンドの受託者を務める。

管理事務代行会社 ＢＮＹメロン・ファンド・サー

ビシズ（アイルランド）リミ

テッド

(BNY Mellon Fund Services

(Ireland) Limited)

1999年４月30日付で管理会社との間で締結

された管理事務代行契約（注２）（2007年

５月22日付（2007年５月31日より発効）更

改契約により更改済みおよび2014年６月27

日付で改訂・再録済み）に従いファンド証

券の純資産価格の計算等の管理事務代行業

務を行う。

投資顧問会社 ゴールドマン・サックス・ア

セット・マネジメント・イン

ターナショナル

(Goldman Sachs Asset

Management International)

1999年４月30日付で管理会社との間で締結

された投資顧問契約（注３）（2007年５月

22日付（2007年５月31日より発効）更改契

約により更改済みおよび2014年６月27日付

で改訂・再録済み）に従いファンドに関す

る投資運用業務を行う。
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ファンド運営上の役割 会社名 契約および委託内容

登録・名義書換事務

代行会社

ＲＢＣインベスター・サービシ

ズ・アイルランド・リミテッド

(RBC Investor Services

Ireland Limited)

2007年２月13日に管理会社との間で締結さ

れた登録・名義書換事務代行契約（注４）

（2007年５月22日付（2007年５月31日より

発効）更改契約により更改済みおよび2014

年６月27日付で改訂・再録済み）に従い

ファンドの登録および名義書換事務代行業

務を行う。

総販売会社 ゴールドマン・サックス・イン

ターナショナル

(Goldman Sachs International)

1999年４月30日付管理会社との間で締結さ

れた総販売契約（注５）（2007年５月22日

付（2007年５月31日より発効）更改契約に

より更改済みおよび2014年６月27日付で改

訂・再録済み）に従いファンド証券の総販

売者を務める。

受益者サービス代行

会社

ゴールドマン・サックス・イン

ターナショナル

(Goldman Sachs International)

2007年２月13日に管理会社との間で締結さ

れた受益者サービス代行契約（注６）

（2007年５月22日付（2007年５月31日より

発効）更改契約により更改済みおよび2014

年６月27日付で改訂・再録済み）に基づき

ファンドのための受益者サービス代行業務

を行う。

代行協会員 ゴールドマン・サックス・ア

セット・マネジメント株式会社

1999年４月26日付で管理会社との間で締結

された代行協会員契約（注７）（2006年10

月１日付更改契約、2007年５月22日付更改

契約（2007年５月31日より発効）、2009年

５月29日付更改契約（2009年６月１日より

発効）により更改済み、2002年５月15日付

変更契約により変更済み、2014年６月27日

付で改訂・再録済みおよび2015年６月３日

付更改契約により更改済み）に従い代行協

会員を務める。

（注１）信託証書とは管理会社と受託会社の間で結ばれたファンドの運営に関する契約書で、管理会社および受託会社を拘束

する。

（注２）管理事務代行契約とは、管理会社と管理事務代行会社の間で締結された、管理事務代行会社が管理事務代行業務を行

う事を約する契約である。

（注３）投資顧問契約とは、管理会社と投資顧問会社の間で締結された、投資顧問会社がファンド資産の投資顧問に関する役

務の提供を行うことを約する契約である。

（注４）改正済再録登録・名義書換事務代行契約とは、登録・名義書換事務代行会社と管理会社の間で締結された、登録・名

義書換事務代行会社がファンドに関する登録業務および名義書換代行業務を行う事を約する契約である。

（注５）総販売契約とは、総販売会社と管理会社の間で締結された、総販売会社がファンド証券の総販売業務を行う事を約す

る契約である。

（注６）受益者サービス代行契約とは、受益者サービス代行会社と管理会社との間で締結された、受益者サービス代行会社

が、ファンドのために、受益者サービスを行うことを約する契約である。

（注７）代行協会員契約とは、日本における代行協会員がファンド証券に関する目論見書の配布、ファンド証券１口当たりの

純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の配布等を

行う事を約する契約である。

 

③　管理会社の概要
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管理会社：ゴールドマン・サックス・マネジメント（アイルランド）リミテッド  

１．設立準拠法 管理会社は、アイルランド共和国会社法に従いアイルランドの法律に基づき2007

年３月16日に有限責任会社として設立され、ファンド等のスキームに管理業務を

提供する目的でアイルランド中央銀行の許可を受けている。

 

２．事業の目的 管理会社はユニット・トラスト管理業に従事しており、2014年５月26日付でアイ

ルランド中央銀行によりＵＣＩＴＳの管理会社として行為する許可を得た。投資

信託等の管理会社として活動することである。

 

３．資本金の額 2015年４月末日現在、授権資本金は100万米ドル（約１億1,900万円）であり、１

株当たり１米ドルの普通株式100万株に分割されている。そのうち50万株が発行済

かつ全額払込済である。

（注）米ドルの円貨換算は、2015年４月30日現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信

売買相場の仲値（１米ドル＝119.00円）による。

 

４．沿革 2007年３月16日設立。  

５．大株主の状況 （2015年４月末日現在）  

 

名称 住所 所有株式数 比率  

ザ・ゴールドマン・サック

ス・グループ・インク

（The Goldman Sachs

Group, Inc.)

米国、ニューヨーク州、

ニューヨーク市、ウエス

ト・ストリート200番地

株

495,000

％

99

 

 

　管理会社は2015年９月30日付でゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバ

ル・サービシズ・リミテッド（以下「新管理会社」という。）に変更される。新管理会社の概要

は以下のとおりである。

新管理会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・リミ
テッド

１．設立準拠法 新管理会社は、英国金融行為監督機構により、2000年金融サービス・市場法

（随時改正済）に基づき管理会社としての業務を行うことを承認されている。

２．事業の目的 新管理会社は、他のＵＣＩＴＳの指定された管理会社としての業務、また、本

ファンドに類似するまたはそうではない投資プログラムを有する他のファンド

のオルタナティブ投資運用者（オルタナティブ投資運用者指令2011／61／ＥＵ

に定義される）としての業務を行う。

３．資本金の額 発行済資本金は25,000,000米ドル（約297,500万円）である。（2015年４月末日

現在）

４．沿革 2013年12月13日に設立され、存続期間は無期限である。

５．大株主の状況 名称 住所 所有株式数 比率

ゴールドマン・サックス・

グループ・ＵＫ・リミテッ

ド

（Goldman Sachs Group UK

Limited）

英国、ロンドン市、ＥＣ

４Ａ　２ＢＢ　フリー

ト・ストリート　133、

ピーターバラ・コート

株

25,000,000

％

100

 

（４）ファンドに係る法制度の概要

（中略）

(ロ) 準拠法の内容

（中略）
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　ＵＣＩＴＳ規則に従い、アイルランドに登記上の事務所を有するユニット・トラストの管理会社

または投資会社は、アイルランド中央銀行の監督に服し、かつ、同行の認可を受けなければならな

い。

　アイルランド中央銀行は、管理会社および受託会社の認可し、投資顧問会社を承認しなければな

らず、かつ、これらの健全性が保たれるようにしなければならない。アイルランド中央銀行は、一

定の場合、受託会社の認可を取り消すことができる。

（中略）

 

（５）開示制度の概要

(Ⅰ) アイルランドにおける開示

（中略）

（ロ）受益者に対する開示

（中略）

　販売・買戻価格の決定が第二部、第２、２　（３）「ファンド証券の発行、買戻しおよび純

資産価格の計算の一時停止」に記載される状況において停止されている場合を除き、ポート

フォリオの販売買戻価格はブルームバーグに各取引日（本書サプリメントに詳述される営業日

および管理会社が決定するその他の日（ただし、各暦月に２取引日以上あることを条件とす

る。））に報告され、管理会社が随時決定するその他のメディアに対し、または当該メディア

を通じて各取引日に公表される。販売価格および買戻価格は管理事務代行会社から入手するこ

とができる。

ファンドのポジションに関する情報

　管理会社は、ファンドの利益保護のために策定された特定の制限に従うとともに、マーケッ

ト・タイミングの制限および関連慣行を含むがこれらに限定されない適用法令を遵守し、ファ

ンドの定期報告、ファンドのポジションおよび活動に関する情報ならびにその他の情報で機密

情報とされたものの開示を許可することができる。ファンドの特定のポートフォリオに関する

様々な要因（当該ポートフォリオのために投資顧問会社から提供された投資戦略、対象投資家

およびポートフォリオに現在投資している既存の受益者ならびに管理会社が適切であると判断

する他の要因を含むがこれらに限定されない。）によってはかかる開示に遅れ（以下、本項に

おいて「時間差」という。）が伴うことがあり、これは受益者がファンドのポジションに関す

るリアルタイムの情報を取得できない可能性があることを意味する。ファンドのポートフォリ

オに異なる時間差が生じる可能性があることにより、あるポートフォリオの受益者が他のポー

トフォリオの受益者よりも先に開示を受ける可能性があり、当該開示に同一の保有投資先の情

報が含まれている可能性がある。提供された情報は想定に基づいていることがあり、ファンド

の公式の帳簿および記録と一致しない可能性があるため、当該情報の正確性または完全性に関

する保証はない。

　管理会社にかかる開示を実施する義務はないが、これを行う場合には、管理会社は、投資顧

問会社と共に策定した方針および条件（疑義を避けるために付言すると、ファンドのポジショ

ンに関する情報および該当するポートフォリオに関連する時間差が含まれる。）に一致する方

法で、かかる情報を要求するすべての受益者がその開示を受けられるよう努めるものとする。

前記にかかわらず、ファンドはかかる情報を、サービス提供者（ファンドに対する契約上の義

務を果たすためにかかる情報の入手を必要とする副投資顧問会社を含む。）、ファンドのため

の監査業務、保管業務、議決権代理行使およびその他同様のサービスの提供者ならびに格付機

関と共有することができる。ファンドはまたポートフォリオのポジションに関する情報を、一

定のファンド・アナリスト、価格決定サービスを行う者、格付機関またはその他の法主体また

は第三者、受益者または潜在的受益者で他の受益者よりも短い時間差で当該情報を受領するこ

とに関して正当な業務目的を有する者に対して開示することもできる。管理会社は、管理会社

が受諾可能な条件（当該条件には、当該情報をファンドの利益に反する方法で利用してはなら

ない旨が規定されるものとする。）で情報の機密性維持を約束する意思のない受益者、潜在的
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受益者、第三者またはその他の法主体がかかる情報を入手できるようにする義務を負わない。

管理会社は、かかる開示にファンドの最善の利益に反して情報が利用されるという重大なリス

クが伴うと管理会社が合理的に確信する場合、または開示情報の濫用があったときにファンド

を適切に保護する法令上および規制上の体制が備わっていないと管理会社の合意的裁量により

判断される法域の居住者である者に対してもしくはかかる者の代理人に対して開示が行われる

予定がある場合、受益者に情報を提供する義務を有しないものとする。管理会社は自らの完全

な裁量によりかかる開示を停止することができ、管理会社により開示が停止される場合、従前

に当該情報を受領した受益者に認められる唯一の救済は、目論見書の条件に従って自らが保有

する受益証券の買戻請求を行うことのみとする。管理会社は、かかる情報開示を行う責任を

ファンドの代理人に委任することができる。

（中略）

 

（６）監督官庁の概要

（中略）

(ロ) 認可の拒否または取消

　管理会社または受託会社の役員が義務の履行に必要な信用を十分に有しない場合または義務の履

行に必要な経験を欠く場合は、投資信託の認可申請が拒否される。

　アイルランド中央銀行が、(ⅰ）認可投資信託の認可要件が満たされなくなったと判断する場合、

(ⅱ）投資信託としての認可の存続がファンド証券の受益者もしくはファンド証券の申込人の利益に

とって望ましくないと判断する場合、または(ⅲ）（前記(ⅱ)に反することなく）認可投資信託の管

理会社、投資会社もしくは受託会社がＵＣＩＴＳ規則の条項に違背し、かかる条項に従って、アイ

ルランド中央銀行に対して不実、不正確、もしくは誤解を招くこととなる情報を提供し、またはＵ

ＣＩＴＳ規則により課される禁止事項もしくは要求に違背したと判断する場合、認可は取り消され

ることがある。アイルランド中央銀行は、管理会社もしくは受託会社の請求により認可投資信託の

認可を取り消すことができるが、アイルランド中央銀行が認可取消に先立ち、認可投資信託に関す

る事項の調査が必要と判断する場合または取消が受益者にとって不利益と判断する場合は、認可の

取消しを拒否することができる。

（後略）

 

＜訂正後＞

（１）ファンドの目的及び基本的性格

（中略）

　欧州連合─ファンドは、ＵＣＩＴＳとしての適格性を有しており、特定のＥＵ加盟国および特

定の欧州経済地域（ＥＥＡ）加盟国における公衆に対するマーケティングに関して理事会指令

2009／65／ＥＣ（改正済）に基づく承認を申請した。

（中略）

 

（２）ファンドの沿革

1999年１月４日　旧管理会社（ゴールドマン・サックス・ファンズ・マネージメント（アイルラン

ド）リミテッド）の設立

1999年４月22日　ゴールドマン・サックス・ＭＭＦ信託証書締結

1999年４月30日　ゴールドマン・サックス・ＭＭＦ改訂信託証書締結

1999年４月30日　米ドル・ポートフォリオの運用開始

2001年７月31日　ユーロ・ポートフォリオの運用開始

2007年３月16日　旧管理会社（ゴールドマン・サックス・マネジメント（アイルランド）リミテッ

ド）の設立
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2007年５月31日　旧管理会社（ゴールドマン・サックス・ファンズ・マネージメント（アイルラン

ド）リミテッド）の退任および旧管理会社（ゴールドマン・サックス・マネジメン

ト（アイルランド）リミテッド）の任命

2012年11月１日　ユーロ・ポートフォリオの償還

2013年12月13日　管理会社の設立

2014年６月27日　ゴールドマン・サックス・ＭＭＦ改訂・再録済信託証書締結

2015年９月10日　ゴールドマン・サックス・ＭＭＦ改訂・再録済信託証書締結

2015年９月30日　旧管理会社（ゴールドマン・サックス・マネジメント（アイルランド）リミテッ

ド）の退任および管理会社の任命
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（３）ファンドの仕組み

①　ファンドの仕組み

（ⅰ）

（中略）
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②　管理会社とファンドの関係法人との契約関係

ファンド運営上の役割 会社名 契約および委託内容

管理会社 ゴールドマン・サックス・ア

セット・マネジメント・グロー

バル・サービシズ・リミテッド

(Goldman Sachs Asset

Management Global Services

Limited)

1999年４月30日付のファンドの信託証書

（注１）（2000年９月19日付第一追補信託

証書、2001年12月21日付訂正第一追補信託

証書、2007年２月７日付第三追補信託証

書、2007年５月22日付（2007年５月31日よ

り発効）管理会社の退任および任命に関す

る証書、2009年３月５日付第五追補信託証

書、2014年６月27日付改訂・再録済信託証

書、2015年６月３日付（2015年６月10日発

効）追補信託証書、2015年９月10日付

（2015年９月30日発効）管理会社の退任お

よび任命に関する証書、2015年９月10日付

（2015年９月30日発効）改訂・再録信託証

書により改訂・補足済み）に基づきファン

ドの資産の運用・管理業務を行う。

受託会社 ＢＮＹメロン・トラスト・カン

パニー（アイルランド）リミ

テッド

(BNY Mellon Trust Company

(Ireland) Limited)

1999年４月30日付で旧管理会社との間で締

結された信託証書（2000年９月19日付第一

追補信託証書、2001年12月21日付訂正第一

追補信託証書、2007年２月７日付第三追補

信託証書、2007年５月22日付（2007年５月

31日より発効）管理会社の退任および任命

に関する証書、2009年３月５日付第五追補

信託証書、2014年６月27日付改訂・再録済

信託証書、2015年６月３日付追補信託証

書、2015年９月10日付（2015年９月30日発

効）管理会社の退任および任命に関する証

書、2015年９月10日付（2015年９月30日発

効）改訂・再録信託証書により改訂・補足

済み）に基づきファンドの受託者を務め

る。

管理事務代行会社 ＢＮＹメロン・ファンド・サー

ビシズ（アイルランド）リミ

テッド

(BNY Mellon Fund Services

(Ireland) Limited)

2015年９月30日付で管理会社との間で締結

された管理事務代行契約（注２）に従い

ファンド証券の純資産価格の計算等の管理

事務代行業務を行う。

投資顧問会社 ゴールドマン・サックス・ア

セット・マネジメント・イン

ターナショナル

(Goldman Sachs Asset

Management International)

2015年９月30日付で管理会社との間で締結

された投資顧問契約（注３）に従いファン

ドに関する投資運用業務を行う。
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ファンド運営上の役割 会社名 契約および委託内容

登録・名義書換事務

代行会社

ＲＢＣインベスター・サービシ

ズ・アイルランド・リミテッド

(RBC Investor Services

Ireland Limited)

2015年９月30日に管理会社との間で締結さ

れた登録・名義書換事務代行契約（注４）

に従いファンドの登録および名義書換事務

代行業務を行う。

総販売会社 ゴールドマン・サックス・イン

ターナショナル

(Goldman Sachs International)

2015年９月30日付管理会社との間で締結さ

れた総販売契約（注５）に従いファンド証

券の総販売者を務める。

評価会社 ゴールドマン・サックス・アン

ド・カンパニー

(Goldman Sachs & Co.)

2014年７月18日付で旧管理会社との間で締

結された評価契約（注６）に基づきファン

ドの資産に関する評価業務を行う。

代行協会員 ゴールドマン・サックス・ア

セット・マネジメント株式会社

1999年４月26日付で旧管理会社との間で締

結された代行協会員契約（注７）（2006年

10月１日付更改契約、2007年５月22日付更

改契約（2007年５月31日より発効）、2009

年５月29日付更改契約（2009年６月１日よ

り発効）により更改済み、2002年５月15日

付変更契約により変更済み、2014年６月27

日付で改訂・再録済み、2015年６月３日付

（2015年６月10日発効）更改契約により更

改済みおよび2015年９月30日付（2015年９

月30日発効）更改契約により更改済み）に

従い代行協会員を務める。

（注１）信託証書とは管理会社と受託会社の間で結ばれたファンドの運営に関する契約書で、管理会社および受託会社を拘束

する。

（注２）管理事務代行契約とは、管理会社と管理事務代行会社の間で締結された、管理事務代行会社が管理事務代行業務を行

う事を約する契約である。

（注３）投資顧問契約とは、管理会社と投資顧問会社の間で締結された、投資顧問会社がファンド資産の投資顧問に関する役

務の提供を行うことを約する契約である。

（注４）改正済再録登録・名義書換事務代行契約とは、登録・名義書換事務代行会社と管理会社の間で締結された、登録・名

義書換事務代行会社がファンドに関する登録業務および名義書換代行業務を行う事を約する契約である。

（注５）総販売契約とは、総販売会社と管理会社の間で締結された、総販売会社がファンド証券の総販売業務を行う事を約す

る契約である。

（注６）評価契約とは、評価会社と管理会社との間で締結された、評価会社が、ファンドの資産に関する評価業務を行うこと

を約する契約である。

（注７）代行協会員契約とは、日本における代行協会員がファンド証券に関する目論見書の配布、ファンド証券１口当たりの

純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の配布等を

行う事を約する契約である。
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③　管理会社の概要

管理会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・リミテッ
ド

１．設立準拠法 管理会社は、英国金融行為監督機構により、2000年金融サービス・市場法（随

時改正済）に基づき管理会社としての業務を行うことを承認されている。

２．事業の目的 管理会社は、他のＵＣＩＴＳの指定された管理会社としての業務、また、本

ファンドに類似するまたはそうではない投資プログラムを有する他のファンド

のオルタナティブ投資運用者（オルタナティブ投資運用者指令2011／61／ＥＵ

に定義される）としての業務を行う。

３．資本金の額 発行済資本金は25,000,000米ドル（約31億100万円）である。（2015年６月末日

現在）

４．沿革 2013年12月13日に設立され、存続期間は無期限である。

５．大株主の状況 名称 住所 所有株式数 比率

ゴールドマン・サックス・

グループ・ＵＫ・リミテッ

ド

（Goldman Sachs Group UK

Limited）

英国、ＥＣ４Ａ　２Ｂ

Ｂ　ロンドン、フリー

ト・ストリート　133、

ピーターバラ・コート

株

25,000,000

％

100

 

（４）ファンドに係る法制度の概要

（中略）

(ロ) 準拠法の内容

（中略）

　アイルランド中央銀行は、管理会社および受託会社の任命を認可し、投資顧問会社を承認しなけ

ればならず、かつ、これらの健全性が保たれるようにしなければならない。アイルランド中央銀行

は、一定の場合、受託会社の認可を取り消すことができる。

（中略）

 

（５）開示制度の概要

(Ⅰ) アイルランドにおける開示

（中略）

（ロ）受益者に対する開示

（中略）

　販売・買戻価格の決定が後記「第２、２　（2）ファンド証券の発行、買戻しおよび純資産価

格の計算の一時停止」に記載される状況において停止されている場合を除き、ポートフォリオ

の販売買戻価格はブルームバーグに各取引日（本書サプリメントに詳述される営業日および管

理会社が決定するその他の日（ただし、各暦月に２取引日以上あることを条件とする。））に

報告され、管理会社が随時決定するその他のメディアに対し、または当該メディアを通じて各

取引日に公表される。販売価格および買戻価格は管理事務代行会社から入手することができ

る。

ファンドのポジションに関する情報

　管理会社は、ファンドの利益保護のために策定された特定の制限に従うとともに、マーケッ

ト・タイミングの制限および関連慣行を含むがこれらに限定されない適用法令を遵守し、ファ

ンドの定期報告、ファンドのポジションおよび活動に関する情報ならびにその他の情報で機密

情報とされたものの開示を許可することができる。ファンドの特定のポートフォリオに関する

様々な要因（当該ポートフォリオのために投資顧問会社から提供された投資戦略、対象投資家

およびポートフォリオに現在投資している既存の受益者ならびに管理会社が適切であると判断
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する他の要因を含むがこれらに限定されない。）によってはかかる開示に遅れ（以下、本項に

おいて「時間差」という。）が伴うことがあり、これは受益者がファンドのポジションに関す

るリアルタイムの情報を取得できない可能性があることを意味する。ファンドのポートフォリ

オに異なる時間差が生じる可能性があることにより、あるポートフォリオの受益者が他のポー

トフォリオの受益者よりも先に開示を受ける可能性があり、当該開示に同一の保有投資先の情

報が含まれている可能性がある。提供された情報は想定に基づいていることがあり、ファンド

の公式の帳簿および記録と一致しない可能性があるため、当該情報の正確性または完全性に関

する保証はない。

　管理会社にかかる開示を実施する義務はないが、これを行う場合には、管理会社は、投資顧

問会社と共に策定した方針および条件（疑義を避けるために付言すると、ファンドのポジショ

ンに関する情報および該当するポートフォリオに関連する時間差が含まれる。）に一致する方

法で、かかる情報を要求するすべての受益者がその開示を受けられるよう努めるものとする。

前記にかかわらず、ファンドはかかる情報を、サービス提供者（ファンドに対する契約上の義

務を果たすためにかかる情報の入手を必要とする副投資顧問会社を含む。）、ファンドのため

の監査業務、保管業務、議決権代理行使およびその他同様のサービスの提供者ならびに格付機

関と共有することができる。ファンドはまたポートフォリオのポジションに関する情報を、一

定のファンド・アナリスト、価格決定サービスを行う者、格付機関またはその他の法主体また

は第三者、受益者または潜在的受益者で他の受益者よりも短い時間差で当該情報を受領するこ

とに関して正当な業務目的を有する者に対して開示することもできる。管理会社は、管理会社

が受諾可能な条件（当該条件には、当該情報をファンドの利益に反する方法で利用してはなら

ない旨が規定されるものとする。）で情報の機密性維持を約束する意思のない受益者、潜在的

受益者、第三者またはその他の法主体がかかる情報を入手できるようにする義務を負わない。

管理会社は、かかる開示にファンドの最善の利益に反して情報が利用されるという重大なリス

クが伴うと管理会社が合理的に確信する場合、または開示情報の濫用があったときにファンド

を適切に保護する法令上および規制上の体制が備わっていないと管理会社の合意的裁量により

判断される法域の居住者である者に対してもしくはかかる者の代理人に対して開示が行われる

予定がある場合、受益者に情報を提供する義務を有しないものとする。管理会社は自らの完全

な裁量によりかかる開示を停止することができ、管理会社により開示が停止される場合、従前

に当該情報を受領した受益者に認められる唯一の救済は、目論見書の条件に従って自らが保有

する受益証券の買戻請求を行うことのみとする。管理会社は、かかる情報開示を行う責任を

ファンドの代理人に委任することができる。

　管理会社または、かかる権限が付与される場合は投資顧問会社は、既存の権利および／もし

くは義務の範囲を明確化し、ならびに／または一定の情報を利用可能にすることを合意する書

簡を投資家との間で締結することもできる。当該書簡は、(ⅰ）受益者間の優先的取り扱いを可

能にする権利および／もしくは義務を設定または変更するものではなく、ならびに／または

(ⅱ）投資家が通常の場合は他のいずれかの投資家が利用できない情報を請求した場合、当該投

資家に対し当該情報を利用可能にする旨合意するのもではない。当該書簡は、(ⅰ）投資家が公

正に取り扱われること、ならびに(ⅱ）ファンドおよび投資家の最善の利益が書簡の承認におい

て考慮されなければならないことを、一般条項において確保することを求める管理会社によっ

て策定された方針に基づき承認される。

（中略）

 

（６）監督官庁の概要

　ファンドは、アイルランド中央銀行の監督に服している。

　監督の主な内容は次のとおりである。

(イ) 認可の届出の受理

　ＵＣＩＴＳ規則の下での認可投資信託（以下「認可投資信託」という。）は、アイルランド中央

銀行の監督に服し、アイルランド中央銀行の認可を受けなければならない。
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(ロ) 認可の拒否または取消

　アイルランド中央銀行が、(ⅰ）認可投資信託の認可要件が満たされなくなったと判断する場合、

(ⅱ）投資信託としての認可の存続がファンド証券の受益者もしくはファンド証券の申込人の利益に

とって望ましくないと判断する場合、または(ⅲ）（前記(ⅱ)に反することなく）認可投資信託の管

理会社、投資会社もしくは受託会社がＵＣＩＴＳ規則の条項に違背し、かかる条項に従って、アイ

ルランド中央銀行に対して不実、不正確、もしくは誤解を招くこととなる情報を提供し、またはＵ

ＣＩＴＳ規則により課される禁止事項もしくは要求に違背したと判断する場合、認可投資信託の認

可を取り消すか承認を拒否することがある。アイルランド中央銀行は、管理会社もしくは受託会社

の請求により認可投資信託の認可を取り消すことができるが、アイルランド中央銀行が認可取消に

先立ち、認可投資信託に関する事項の調査が必要と判断する場合または取消が受益者にとって不利

益と判断する場合は、認可の取消しを拒否することができる。

（後略）

 

２　投資方針

＜訂正前＞

（前略）

投資目的および方針

　ポートフォリオの資産は、当該ポートフォリオのサプリメントに規定されているポートフォリ

オの投資目的および方針に従い、個別に投資される。米ドル・ポートフォリオの投資方針につい

ては、当該サプリメント「６．ＵＳ＄フィーダー・ポートフォリオの投資目的および方針」およ

び「７．ＵＳ＄マスター・ファンドの投資方針」に記載されるとおりである。

　ポートフォリオによる投資が成功すること、またはポートフォリオの投資目的が達成されるこ

とに関する確約または保証はできない。ポートフォリオに投資を行う際に検討されるべき要因に

ついては、本書および関連サプリメントの「リスク要因および特別考察」を参照のこと。特に、

ポートフォリオの投資対象である、安定した投資証券１口当たり純資産価格の達成を目的とする

マスター・ポートフォリオがこれを行うという表明または保証はなく、元本に損失が生じる可能

性があることに留意されたい。

（中略）

リスク

（中略）

　本書の「マスター・ファンドのリスク要因および特別考察」セクションも参照のこと。

（中略）

 

（５）投資制限

（中略）

(ⅴ）金融派生商品

（中略）

　管理会社は、中央銀行の承認を得て、関連あるポートフォリオの認可日から６ヶ月を上限

として、ポートフォリオの特定の上記投資制限の適用除外を許可することがある。ただし、

かかるポートフォリオは、別途リスク分散原則を遵守するものとする。

　いずれのポートフォリオも、そのあらゆる投資対象の発行体について、法律上または経営

上の支配を獲得することを求めてはならない。

借入方針

　ポートフォリオは、以下の場合を除き、金銭を借り入れず、融資を提供せず、または第三

者のための保証人とならない。
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　ポートフォリオが一時的にポートフォリオの純資産の10％を超えない金額の借入れを行う

場合。ただし、当該目的上、かかる借入れおよびリバース・レポ取引に関する未払総額は、

ポートフォリオの純資産総額の10％を超えないものとする。

(ⅵ）米ドルポートフォリオは、デリバティブ取引を行っていない。

 

　本書の「投資制限」セクションのほかに、各ポートフォリオに適用される本書のサプリメント

に各ポートフォリオに適用される追加の投資制限が定められている。管理会社は、受託会社から

書面による承認を受け、かつ、アイルランド中央銀行の要件に従うことによってのみ、ファンド

の投資対象が保有される国またはファンドの受益証券が販売される国の法令および管理会社また

はその関係会社が受益者との間で締結した契約上の取決めを遵守するために、投資顧問会社また

はポートフォリオのために任命された販売会社の助言を受けた上で、随時追加の投資制限を課す

ことができるが、かかる制限は、全体として関連ポートフォリオの受益者の利益を害するもので

はないと管理会社が判断することを条件とする。

　ポートフォリオに適用されるこうした投資制限の変更は、関連サプリメントに反映され、関連

の受益者に通知される。

 

サプリメント

（中略）

３．最低投資額

　当初の最低投資額は10.00米ドルである。最低追加投資額は0.01米ドルである。日本の各販売会社は

10.00米ドルを超える最低当初投資額および最低追加投資額ならびに買戻額をその裁量で定めることがで

き、この場合、投資者は事前に通知を受ける。いかなる場合にも、一取引日において買戻されるファンド

証券数は、発行済ファンド証券数の10％を下回って制限されることはない。

　ＵＳ＄フィーダー・ポートフォリオの純資産総額がいずれかの時点で30,000,000米ドルを下回る場合、

ＵＳ＄フィーダー・ポートフォリオは、投資顧問会社の単独の裁量により、取引を停止することができ

る。このような場合、管理会社は、ＵＳ＄フィーダー・ポートフォリオを解散し、その資産を受益者に分

配するか否かを決定する。

 

４．分配

　ＵＳ＄フィーダー・ポートフォリオの投資収益の全部または実質的に全部は、各営業日のダブリン時間

（または管理会社が決定するその他の時間）の午後９時現在で計算され、当該営業日のＵＳ＄フィー

ダー・ポートフォリオの受益者名簿上の受益者に対し、毎日分配が宣言される。受益者が現金による分配

金の支払いを選択しなければ、各月の最終営業日の一営業日前までに宣言された分配金は（適用ある場合

には販売会社による源泉徴収の後）当該月の最終営業日に当該受益者に分配され、かつ追加の受益証券買

付けのために再投資される。受益者が現金による分配金の支払いを選択する場合、分配は、当初買付契約

において受益者により指定された口座宛の電信送金により、当該月の最終営業日頃（翌月の第三営業日ま

でに支払われるものとする。）に支払われる。管理会社は、事前の通知により、他の日に受益者に分配を

支払うことができる。信託証書により、管理会社は、ＵＳ＄フィーダー・ポートフォリオの運用に関する

受取利息を含む純利益（インカム・ゲイン）ならびに実現・未実現損失を上回る実現・未実現キャピタ

ル・ゲインの超過額から、受益証券について分配を宣言する権利を与えられている。

（中略）

５．経費および費用

（中略）

管理会社、管理事務代行会社、登録・名義書換事務代行会社、受益者サービス代行会社、投資顧問会

社、副投資顧問会社、総販売会社、代行協会員および日本における販売会社に生じた報酬および現金立

替費用、

ＵＳ＄フィーダー・ポートフォリオに関する重要な訴訟等のその時々に発生することがある特別費用ま

たは臨時費用（もしあれば）
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　ＵＳ＄フィーダー・ポートフォリオがＵＳ＄マスター・ファンドに投資することによりＵＳ＄フィー

ダー・ポートフォリオが負担することとなるＵＳ＄マスター・ファンドの投資顧問報酬は、投資顧問報酬

からＵＳ＄フィーダー・ポートフォリオに払い戻されることとなっている。

　疑義を避けるため記載すると、ＵＳ＄マスター・ファンドにより請求されるファンドの運営費用は上記

の固定率に含まれる。

 

　2014年12月31日に終了した会計年度にＵＳ＄フィーダー・ポートフォリオが支払った各報酬および費用

（投資顧問報酬、管理事務代行報酬および受託報酬、販売報酬および代行協会員報酬、名義書換事務代行

報酬、受益者サービス代行報酬、監査報酬、管理会社報酬、弁護士報酬、その他の費用）については、後

記「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況　１　財務諸表　（２）損益計算書　費用」のと

おりである。
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　各報酬の支払い先および役務の内容は以下のとおりである。

報酬 支払い先 役務の内容

投資顧問報酬 ゴールドマン・サックス・ア

セット・マネジメント・イン

ターナショナル（投資顧問会

社）

ファンドに関する日々の投資運用

業務

管理事務代行報酬 ＢＮＹメロン・ファンド・サー

ビシズ（アイルランド）リミ

テッド（管理事務代行会社）

ファンドの純資産総額、1口当た

りの純資産価格の計算等の日々の

管理事務代行業務

受託報酬 ＢＮＹメロン・トラスト・カン

パニー（アイルランド）リミ

テッド（受託会社）

ファンドの資産の保管業務等の受

託業務

販売報酬 日本における販売会社 日本におけるファンド証券の販

売・買戻しの取次ぎ業務、運用報

告書の交付業務、ファンドおよび

ファンドの投資環境に関する説明

および情報提供業務

代行協会員報酬 ゴールドマン・サックス・ア

セット・マネジメント会社（代

行協会員）

目論見書の配布の手配、1口当た

り純資産価格の公表、ファンドに

関する文書の配布、およびこれら

に付随する業務

登録・名義書換事務代行報酬 ＲＢＣインベスター・サービシ

ズ・アイルランド・リミテッド

（登録・名義書換事務代行会

社）

ファンド証券の登録・名義書換代

行業務

受益者サービス代行報酬 ゴールドマン・サックス・イン

ターナショナル（受益者サービ

ス代行会社）

受益者からの問い合わせへの対

応、受益者の口座開設等の受益者

サービス代行業務

管理会社報酬 ゴールドマン・サックス・マネ

ジメント（アイルランド）リミ

テッド（管理会社）

ファンド資産の運用・管理

（中略）

11．ＵＳ＄マスター・ファンドが投資する証券の説明

（中略）

アメリカ合衆国の銀行およびアメリカ合衆国以外の国の銀行の債務：ＵＳ＄マスター・ファンドは、購入

時に総資産10億米ドル超のアメリカ合衆国（米国）の銀行により発行されまたは保証されている証券に限

定される「米国の銀行の債務」に投資することができる。このような債務には、米国の銀行の米国子会社

により発行される債券も含まれる。

（中略）

　「４．リスク要因および特別考察」中の「非米国リスク」を参照のこと。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

投資目的および方針

　ポートフォリオの資産は、当該ポートフォリオのサプリメントに規定されているポートフォリ

オの投資目的および方針に従い、個別に投資される。米ドル・ポートフォリオの投資方針につい
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ては、当該サプリメント「６．ＵＳ＄フィーダー・ポートフォリオの投資目的および方針」およ

び「７．ＵＳ＄マスター・ファンドの投資方針」に記載されるとおりである。

　ポートフォリオによる投資が成功すること、またはポートフォリオの投資目的が達成されるこ

とに関する確約または保証はできない。ポートフォリオに投資を行う際に検討されるべき要因に

ついては、本書および関連サプリメントの「リスク考察」を参照のこと。特に、ポートフォリオ

の投資対象である、安定した投資証券１口当たり純資産価格の達成を目的とするマスター・ポー

トフォリオがこれを行うという表明または保証はなく、元本に損失が生じる可能性があることに

留意されたい。

（中略）

リスク

（中略）

　本書の「マスター・ファンドに関するリスク考察」セクションも参照のこと。

（中略）

 

（５）投資制限

（中略）

(ⅴ）金融派生商品

（中略）

　管理会社は、中央銀行の承認を得て、関連あるポートフォリオの認可日から６ヶ月を上限と

して、同一発行体の有価証券への投資はファンドの資産の20％を超えて行わない旨の投資制限

を含む上記投資制限の適用除外および前記「ポートフォリオ運用技法」に記載される投資技法

の使用に関する料率制限の適用除外をポートフォリオに許可することがある。ただし、かかる

ポートフォリオは、別途リスク分散原則を遵守するものとする。

(ⅵ）米ドル・ポートフォリオは、デリバティブ取引を行っていない。

借入方針

　ポートフォリオは、以下の場合を除き、金銭を借り入れず、融資を提供せず、または第三者

のための保証人とならない。

　ポートフォリオが一時的にポートフォリオの純資産の10％を超えない金額の借入れを行う場

合。ただし、当該目的上、かかる借入れおよびリバース・レポ取引に関する未払総額は、ポー

トフォリオの純資産総額の10％を超えないものとする。

 

　本書の「投資制限」セクションのほかに、各ポートフォリオに適用される本書のサプリメント

に各ポートフォリオに適用される追加の投資制限が定められている。管理会社は、受託会社から

書面による承認を受け、かつ、アイルランド中央銀行の要件に従うことによってのみ、ファンド

の投資対象が保有される国またはファンドの受益証券が販売される国の法令および管理会社また

はその関係会社が受益者との間で締結した契約上の取決めを遵守するために、投資顧問会社また

はポートフォリオのために任命された販売会社または副販売会社の助言を受けた上で、随時追加

の投資制限を課すことができるが、かかる制限は、全体として関連ポートフォリオの受益者の利

益を害するものではないと管理会社が判断することを条件とする。ポートフォリオに適用される

こうした投資制限の変更は、関連サプリメントに反映され、関連の受益者に通知される。

 

サプリメント

（中略）

３．最低投資額

　当初の最低投資額は10.00米ドルである。最低追加投資額は0.01米ドルである。日本の販売会社は10.00

米ドルを超える最低当初投資額および最低追加投資額ならびに買戻額をその裁量で定めることができ、こ

の場合、投資者は事前に通知を受ける。いかなる場合にも、一取引日において買戻されるファンド証券数

は、発行済ファンド証券数の10％を下回って制限されることはない。
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　ＵＳ＄フィーダー・ポートフォリオの純資産総額がいずれかの時点で30,000,000米ドルを下回る場合、

ＵＳ＄フィーダー・ポートフォリオは、投資顧問会社の単独の裁量により、取引を停止することができ

る。このような場合、管理会社は、ＵＳ＄フィーダー・ポートフォリオを解散し、その資産を受益者に分

配するか否かを決定する。

 

４．分配

　ＵＳ＄フィーダー・ポートフォリオの投資収益の全部または実質的に全部は、各営業日のダブリン時間

（または管理会社が決定するその他の時間）の午後９時現在で計算され、当該営業日のＵＳ＄フィー

ダー・ポートフォリオの受益者名簿上の受益者に対し、毎日分配が宣言される。受益者が現金による分配

金の支払いを選択しなければ、各月の最終営業日の一営業日前までに宣言された分配金は（適用ある場合

には総販売会社または日本における販売会社による源泉徴収の後）当該月の最終営業日に当該受益者に分

配され、かつ追加の受益証券買付けのために再投資される。受益者が現金による分配金の支払いを選択す

る場合、分配は、当初買付契約において受益者により指定された口座宛の電信送金により、当該月の最終

営業日頃（翌月の第三営業日までに支払われるものとする。）に支払われる。管理会社は、事前の通知に

より、他の日に受益者に分配を支払うことができる。信託証書により、管理会社は、ＵＳ＄フィーダー・

ポートフォリオの運用に関する受取利息を含む純利益（インカム・ゲイン）ならびに実現・未実現損失を

上回る実現・未実現キャピタル・ゲインの超過額から、受益証券について分配を宣言する権利を与えられ

ている。

（中略）

５．経費および費用

（中略）

管理会社、管理事務代行会社、登録・名義書換事務代行会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、総販売

会社、代行協会員および日本における販売会社に生じた報酬および現金立替費用、

ＵＳ＄フィーダー・ポートフォリオに関する重要な訴訟等のその時々に発生することがある特別費用ま

たは臨時費用（もしあれば）

　ＵＳ＄フィーダー・ポートフォリオがＵＳ＄マスター・ファンドに投資することによりＵＳ＄フィー

ダー・ポートフォリオが負担することとなるＵＳ＄マスター・ファンドの投資顧問報酬は、投資顧問報酬

からＵＳ＄フィーダー・ポートフォリオに払い戻されることとなっている。

　疑義を避けるため記載すると、ＵＳ＄マスター・ファンドにより請求されるファンドの運営費用は上記

の固定率に含まれる。

 

　2014年12月31日に終了した会計年度にＵＳ＄フィーダー・ポートフォリオが支払った各報酬および費用

（投資顧問報酬、管理事務代行報酬および受託報酬、販売報酬および代行協会員報酬、名義書換事務代行

報酬、受益者サービス代行報酬、監査報酬、管理会社報酬、弁護士報酬、その他の費用）については、後

記「第３　ファンドの経理状況　１　財務諸表　（２）損益計算書　費用」のとおりである。

　各報酬の支払い先および役務の内容は以下のとおりである。

報酬 支払い先 役務の内容

投資顧問報酬 ゴールドマン・サックス・ア

セット・マネジメント・イン

ターナショナル（投資顧問会

社）

ファンドに関する日々の投資運用

業務

管理事務代行報酬 ＢＮＹメロン・ファンド・サー

ビシズ（アイルランド）リミ

テッド（管理事務代行会社）

ファンドの純資産総額、1口当た

りの純資産価格の計算等の日々の

管理事務代行業務

受託報酬 ＢＮＹメロン・トラスト・カン

パニー（アイルランド）リミ

テッド（受託会社）

ファンドの資産の保管業務等の受

託業務
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販売報酬 日本における販売会社 日本におけるファンド証券の販

売・買戻しの取次ぎ業務、運用報

告書の交付業務、ファンドおよび

ファンドの投資環境に関する説明

および情報提供業務

代行協会員報酬 ゴールドマン・サックス・ア

セット・マネジメント株式会社

（代行協会員）

目論見書の配布の手配、1口当た

り純資産価格の公表、ファンドに

関する文書の配布、およびこれら

に付随する業務

登録・名義書換事務代行報酬 ＲＢＣインベスター・サービシ

ズ・アイルランド・リミテッド

（登録・名義書換事務代行会

社）

ファンド証券の登録・名義書換代

行業務

管理会社報酬 ゴールドマン・サックス・ア

セット・マネジメント・グロー

バル・サービシズ・リミテッド

（管理会社）

ファンド資産の運用・管理、受益

者からの問い合わせへの対応、受

益者の口座開設等の受益者サービ

ス代行業務

（中略）

11．ＵＳ＄マスター・ファンドが投資する証券の説明

（中略）

アメリカ合衆国の銀行およびアメリカ合衆国以外の国の銀行の債務：ＵＳ＄マスター・ファンドは、購入

時に総資産10億米ドル超のアメリカ合衆国（米国）の銀行により発行されまたは保証されている証券に限

定される「米国の銀行の債務」に投資することができる。このような債務には、米国の銀行の米国子会社

により発行される債券も含まれる。

（中略）

　後記「３．投資リスク」中の「非米国リスク」を参照のこと。

（後略）
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３　投資リスク

＜訂正前＞

ファンドのリスク要因および特別考察

（中略）

マスター・ファンドに関するリスク要因および特別考察

　マスター・ポートフォリオの投資目的が達成されることを確約することはできない。

　マスター・ポートフォリオへの投資は、完全な投資プログラムにはならない。投資家は、マス

ター・ポートフォリオへの投資を他のタイプの投資で補完することを検討すべきである。

 

一般的なリスク

　一般に、発行体は、異なる国々において異なる会計、監査および財務報告の基準に服する。各発行

体の証券の取引数量、価格ボラティリティおよび流動性が様々であるのと同様に、政府の監督ならび

に証券取引所、証券業者および証券会社の規則も様々である。一部の国の法律は、ＭＰがその国に所

在するある発行体の証券に投資すること、または投資金額を本国送金することを妨げる場合がある。

　また、市場が異なれば、清算および決済の手続も異なりうる。決済が遅れることにより、ＭＰの資

産の一部が投資されず、ＭＰ資産による収益が得られない期間が一時的に生じる可能性があり、ＭＰ

が魅力的な投資機会を失う可能性もある。決済上の問題によりＭＰ証券を処分することができない場

合、その後当該ポートフォリオ証券の価格が下落することによりＭＰに損失が生じる可能性があり、

ＭＰが当該証券を売却する契約を締結している場合には購入者への賠償責任が生ずる可能性がある。

一部の市場では、受渡し前に証券に対する支払いが求められる場合があり、これによりＭＰは付随す

る信用リスクを負う。

　接収もしくは没収的課税の可能性、配当もしくは金利の支払いに対する源泉徴収課税、ＭＰの資金

もしくはその他の資産の移動に対する制限、政治的もしくは社会的な不安定性、または外交動向によ

り、投資に悪影響を受ける可能性がある。証券の発行体は、当該証券の表示通貨の母国以外の国に所

在地（domicile）を有する場合がある。異なる国の証券市場への投資の価値および相対的利回りなら

びに関連するリスクは互いに独立に変化すると予想される。

　ＭＰは、１米ドルの安定した１口当たり純資産価格を達成するという目的を持つクラスの場合、そ

のＭＰからの収益を分配することにより、１口当たり純資産価格を１米ドルに維持するための合理的

な努力をマスター・ファンドの取締役が行うように組成されている。しかしながら、ＭＰは、平均よ

り優れた信用があると投資時に投資運用会社が合理的に考える有価証券に投資するものの、投資先の

発行体が債務不履行となりうる、そうでなくともそれに起因する価値の損失を被るというリスクが常

に存在するということに留意すべきである。これらの場合、マスター・ファンドの取締役はＭＰの１

口当たり純資産価格を固定値に維持できない場合があり、その場合には元本を損失する可能性があ

る。ＭＰは安定した１口当たり純資産価格の維持を目的とするが、それを達成できる表明保証はな

い。元本の損失は金額が大きくなる可能性や突然起きる可能性がある。

（中略）

マスター・ポートフォリオ間のクロス・コンタミネーション

　アイルランド法に基づき、第三者に対してマスター・ファンドは全体として責任を負ってはなら

ず、マスター・ポートフォリオ間に責任のクロス・コンタミネーションのおそれがあってはならな

い。ただし、他の法域の裁判所においてマスター・ファンドに対して訴訟が提起された場合にマス

ター・ポートフォリオの分離性が維持されるという明確な確約はできない。

 

誤り、誤りの修正方針および受益者への通知

　マスター・ファンドの取締役は、マスター・ファンドの保管銀行と協議の上、投資目的、投資方針

または投資制限の違反およびマスター・ポートフォリオの純資産価額の計算または申込みおよび買戻

しの処理における誤りについて、修正措置が必要か否か、またはマスター・ファンドもしくはその受

益者に対し補償を支払うべきか否かを決定するため、検討を行う。
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　マスター・ファンドの取締役は、その単独裁量により、誤りの修正を承認することができ、これに

より投資証券の申込みおよび買戻しの処理に影響が及ぶ可能性がある。取締役は、修正措置が講じら

れた場合またはマスター・ファンドもしくは受益者への補償が支払われる場合に何らかの制限となり

得る誤りの解決に関して重要性に関する方針に従うことができる。さらに、適用法に基づき取締役に

より承認された方針に従い、必ずしもすべてのミスが補償すべき誤りになるとは限らない。したがっ

て、補償すべき誤りまたはその他のミスが発生した期間に投資証券を購入したまたは買い戻した受益

者は、補償すべき誤りまたはその他のミスの解決に関連して補償を受けられない可能性がある。

　受益者は、誤りの修正に、かかる受益者が保有する投資証券の口数、かかる投資証券が発行された

時の投資証券一口当たり純資産価格、またはかかる受益者に支払われる買戻代金に対する調整が必要

でない限り、誤りの発生またはその解決について通知されない可能性がある。

 

「公正価値」価格の見直し

　マスター・ファンドの取締役から能力ある当事者として任命され、当該目的のためにマスター・

ファンドの保管会社により承認されたゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー内のあるグルー

プが、一部の証券または商品につき、マスター・ファンドの管理事務代行会社が当該証券もしくは商

品を評価することができない場合に、「公正価値」価格を提供することを要求されることがある。こ

のような場合、マスター・ファンドの管理事務代行会社が、このような価格をマスター・ファンドの

ための純資産総額の計算に算入する前に、このような価格の「合理性」テストまたはその他のテスト

を行わない可能性があることに留意されたい。このような状況においては、当該証券の推定換金価値

が高ければ高いほど、投資運用会社に支払われる報酬が高くなり、そのため利益相反が生ずる可能性

があることに留意されたい。

（中略）

他のマスター・ポートフォリオへの投資に関連する費用および手数料

　マスター・ポートフォリオの中には、マスター・ファンドの他のマスター・ポートフォリオに投資

するものもあり、そのようなマスター・ポートフォリオはしたがってかかる他のマスター・ポート

フォリオの費用および手数料の比例按分額を負担することになる。投資家は、当該多層構造に起因す

る比較的高い手数料を負担する可能性がある。当該投資構造により、マスター・ポートフォリオが間

接の利害を有する投資対象に関して透明性が欠如する可能性もある。

（中略）

確定利付証券への投資および金利変動リスク

　確定利付証券に投資されたマスター・ポートフォリオ（安定した投資証券一口当たり純資産価格の

提供に努めるものを含む。）の投資証券の純資産価額は、金利の変動によって変化する。金利が低下

する場合は確定利付証券の価値は一般に上昇すると予想でき、逆もまた同様である。特定の通貨で表

示される確定利付証券への投資の運用実績も、当該通貨の発行国の金利環境に左右される。マス

ター・ポートフォリオのすべての投資は関連するマスター・ポートフォリオの基準通貨で表示され

る。

（中略）

受益者情報の開示

　マスター・ファンド、マスター・ファンドの取締役、投資運用会社もしくは関連会社およびサービ

ス提供者またはマスター・ファンドの代理人は適宜、マスター・ファンドもしくはマスター・ポート

フォリオによって直接もしくは間接的に所有される投資有価証券ならびに受益者の氏名および受益権

のレベルを含む（がこれらに限定されない）マスター・ファンド、マスター・ポートフォリオおよび

受益者に関する一定の情報を、(ⅰ）開示当事者に対して、またはマスター・ファンドもしくはマス

ター・ポートフォリオが直接もしくは間接的に投資する一定の法域の規制もしくは税務当局に対し

て、または(ⅱ）マスター・ファンド、マスター・ファンドの取締役もしくは投資運用会社の相手方も

しくはマスター・ファンド、マスター・ファンドの取締役もしくは投資運用会社に対するサービス提

供者に対して開示するように要求される場合、またはその裁量で開示すべきか判断する場合がある。

（中略）
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預金保護と同等の投資保護の不存在

　ＭＰへの投資は、銀行預金とは異なり、政府、政府機関または銀行預金者を保護するために利用さ

れうる他の保証機構によって保護されない。マスター・ポートフォリオは安定した１口当たり純資産

価格をもたらすよう努めるクラスを運用することができるが、それを保証することはできず、１口当

たり純資産価格は銀行預金の額（関係する銀行の支払能力を仮定した場合）とは異なり変動しうる。

 

安定した純資産価格に関するリスク

　ＭＰのような短期マネー・マーケット・ファンドは、安定した１口当たり純資産価格を常に維持す

ることはできない場合がある。短期マネー・マーケット・ファンドの受益者は、投資運用者もしくは

関連会社がそのＭＰから不良資産を購入したり、そのＭＰに資本注入したり、そのＭＰと資本援助契

約を締結したりその他そのＭＰが安定した１口当たり純資産価格を維持するのを援助するための措置

を講じることを期待すべきではない。

 

金利リスク

　金利が上昇している期間中、ＭＰの利回り（およびその投資対象有価証券の時価）は一般的な市場

金利よりも低くなる傾向がある。金利が下落している期間では、ＭＰの利回りは高くなる傾向があ

る。低金利の状況では、ＭＰには追加リスクが生じる。ＭＰの投資ポートフォリオの利回りが低くな

り、ＭＰが受益者に対してプラスの利回りをもたらし、ＭＰの資産から費用を支払い、または、一時

的にしても、１口当たり純資産価格を維持するＭＰの能力に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

信用／債務不履行リスク

　有価証券の発行体もしくは保証人、または買戻し条件付売買契約を締結した銀行もしくは他の金融

機関は、利子の支払いおよび元本の返済に関する債務不履行に陥る可能性がある。さらに、このリス

クには、地方債を保証する海外信用状、信用保証状または保険証書が債務不履行に陥るリスクが含ま

れる場合がある。

　ＭＰの投資有価証券の信用度は、投資時においては信用度に関する条件を満たしていても、その後

低下する場合があり、しかもこの低下は急に起こることがある。場合によっては、ＭＰが保有する単

一の有価証券またはＭＰが保有する有価証券の保証人の格下げまたは債務不履行によりＭＰの流動性

が損われ、純資産総額の大幅な下落を生じさせる可能性がある。

 

運用リスク

　投資運用会社が用いる戦略は意図した結果をもたらさない場合がある。

 

市場リスク

　ＭＰが投資する有価証券の価格は、個別の企業、特定の産業分野もしくは政府の見通しおよび経済

状況全般によって上昇または下落する可能性がある。価格の変動は一時的または長期にわたり続く場

合がある。ＭＰによる投資は、適宜一または複数の産業分野に重点を置く場合があり、これにより、

その産業分野において好ましからざる事態が生じると、ＭＰに対する損失リスクが増大する。

 

流動性リスク

　ＭＰは、市場の展開またはネガティブな投資家の認識によって流動性が低下する可能性のある資産

に投資を行う場合がある。各ＭＰはポートフォリオの流動性を高水準に維持するよう努めるが、ポー

トフォリオの有価証券の流動性は、発行体もしくは保証人に影響を及ぼす信用問題により、または市

況全般および買い手の不在により急に低下することがある。買い手がつかず、希望する時期もしくは

価格で容易に投資対象が売却することができない場合、ＭＰはより低い価格での売却を行わざるを得

ない場合もあり、またはその金融商品の全てを売却できない場合もある。一もしくは複数の投資対象

を売却できない場合、ＭＰの安定した１口当たり純資産価格の維持に悪影響を及ぼしまたはＭＰが他

の投資機会を得ることの妨げになりうる。
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　流動性リスクには、通常とは異なる市況、通常より大量の買戻し請求または他の理由によりＭＰが

定められた期間内に買戻し金額を支払うことができないというリスクも含まれる。ＭＰが不利な時期

または不利な状況で有価証券を売却せざるを得ない場合、その売却によりＭＰの安定した１口当たり

純資産価格維持に悪影響が生じる場合がある。

　投資運用会社のクライアント、関連会社および投資運用会社によって運用される他のファンドを含

む一定の受益者は、随時相当な割合のＭＰの受益証券を所有または支配することがある。当該受益者

には、例えば機関投資家、ファンド・オブ・ファンズ、一任投資顧問会社および単一の意思決定者に

より売買の決定がなされる他の受益者が含まれる場合がある。当該受益者がＭＰの受益証券を買戻す

ことにより更にＭＰの流動性リスクが増大し、ＭＰそれ自体の純資産総額に影響を及ぼす場合があ

る。

（中略）

三者間担保運用サービス

　マスター・ポートフォリオはレポ契約を締結することがある。かかる契約に基づき取得された担保

は保管銀行またはその代理人に移さなければならないが、この要件は、所有権の移転がなくマス

ター・ファンドが国際的な中央証券預託機関およびその関連機関（この種の取引の専門家として一般

に認識されている機関で、良識的な監督下にあり、担保提供者と無関係の機関）の三者間担保運用

サービスを利用する場合は適用されない。そのような場合、かかる担保は、三者間担保代理人により

保管ネットワークの外に保管される。かかる三者間担保取引に従って担保が保有される場合、マス

ター・ファンドは、下記「保管リスク」に概説するように、国際的な中央証券預託機関または関連機

関が支払不能（以下に定義する。）に陥った場合、同様のリスクにさらされる。

 

保管リスク

　マスター・ファンドは、保管会社の支払不能、財産管理、清算または債権者からのその他の正式な

保護申立手続（以下「支払不能」という。）に関する多くのリスクを負う。かかるリスクには、保管

会社およびいずれかの副保管会社の両者において顧客の資金（以下「顧客の資金」という。）として

取り扱われていない、保管会社が保管しているすべての現金が失われること、保管会社がマスター・

ファンドと合意した手続（もしあれば）に従って顧客の資金として取り扱うことができなかったすべ

ての現金が失われること、保管会社およびいずれかの副保管会社の両者において適切に分離されずか

つ識別されなかった一部またはすべての有価証券（以下「信託財産」という。）、または支払不能に

関する管理事務費を支払うための減額および／またはかかる信託財産の識別および譲渡に関し保管会

社によって保管されていた顧客の資金、および／または支払不能の特別な状況に従ったその他の理由

による顧客の資金が失われること、保管会社による誤った会計処理による一部またはすべての資産が

失われること、残高の送金の受取および当該資産の管理の回復が大幅に遅延したことによる損失が含

まれる。マスター・ファンドは、当該有価証券が保管されているいずれかの副保管会社、現金（顧客

の資金として取り扱われている現金を含む。）が保管されている第三者銀行、またはレポ契約に基づ

き取得された担保または返還された現金が保管されている債券集中保管機関または関係機関の支払不

能の場合にも類似のリスクを負う。支払不能は、ＭＰの投資活動に深刻な混乱をもたらす可能性があ

る。状況によっては、マスター・ファンドの取締役はこのために、純資産総額の計算および一または

複数のＭＰに関する受益証券の取引を一時的に停止することになる可能性がある。

 

課税状況の不確実性

　投資しようとする者は、租税法規は絶えず変更されていること、およびそうした変更に遡及的効力

がある場合があることに留意されたい。また、税務当局による租税法規の解釈および適用は、明確で

なく、一貫性がなくまたは透明性がない場合がある。その結果、ＭＰの受益証券の申込み、買戻しも

しくは転換時のＭＰの純資産総額は、過去の実現または未実現利益に対する租税債務（遡及的効力の

ある租税債務を含む。）を含むＭＰの租税債務を正確には反映していない場合がある。更に、受益証

券の申込み、買戻しまたは転換時のポートフォリオの純資産総額は、最終的に支払われない場合のあ

る潜在的租税債務を反映する場合がある。会計基準もまた変更される可能性があり、以前には計上す
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ることを要求されていなかった潜在的租税債務をＭＰが計上する義務が生じる、またはＭＰが最終的

に当該課税義務を課されるとは予期しない状況においてＭＰがそれを計上する義務が生じることがあ

る。

　ＭＰが事後的に租税債務を計上する場合、以前には計上されていなかった租税債務に関する金額を

支払う義務がある場合、およびその評価に反映されていなかった租税債務がＭＰの投資（過去の実現

投資を含む。）によって生じた場合、当該計上または支払額は、通常、当該課税に関連する所得を得

た時または取引がなされた時ではなく、当該計上または支払時に適用されるＭＰの受益者に割り当て

られる。更に、潜在的租税債務の計上額が当該課税義務を超える、または超える予定であるとＭＰが

決定する場合、当該決定から生じる利益は、通常、当該課税に関する所得を得た時または取引がなさ

れた時ではなく、その決定時に適用されるＭＰの受益者に割り当てられる。それ以前に当該ＭＰの受

益証券を買い戻した受益者は追加の支払いを受けず、当該利益も割り当てられない。上記の決定また

は支払いについて、受益者に対する通知はない。

　租税債務が発生しない期間にＭＰに投資する受益者は、適用される投資の時期に当該租税債務が発

生していた場合より、高い純資産価格で当該ＭＰに投資することになる。同様に、租税債務が発生す

る期間にＭＰに投資する受益者は、適用される投資の時期に当該租税債務が発生していなかった場合

より、低い純資産価格で当該ＭＰに投資することになる。他方、潜在的租税債務が発生していない期

間にＭＰの受益証券を買戻す受益者は、適用される買戻しの時期に当該債務が発生していた場合より

高い純資産価格で当該ＭＰから買戻すことになる。同様に、潜在的租税債務が発生する期間にＭＰの

受益証券を買戻す受益者は、適用される買戻しの時期に当該債務が発生していなかった場合より低い

純資産価格で当該ＭＰから買戻すことになる。
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税務上のリスク；受益者に関する情報の開示

　2013年12月31日以降に行われるマスター・ファンドおよび各マスター・ポートフォリオに対する米

国源泉の利息または配当金（およびその他の類似の支払金）に関する一定の支払いならびに2016年12

月31日以降に行われる米国源泉の利息または配当金を生じる可能性のある財産の売却またはその他の

処分による総手取金に起因する一定の支払いには、各種報告要件が満たされない限り、30％の源泉徴

収税が課される。特に、マスター・ファンドおよび各マスター・ポートフォリオがその他の点で遵守

状態にあるとみなされていない場合でも、これらの報告要件は、とりわけ、マスター・ファンドおよ

び適用されるマスター・ポートフォリオがＩＲＳとの間において源泉徴収契約を締結し、マスター・

ファンドおよび該当するマスター・ポートフォリオがその各受益者から特定の情報を取得し、マス

ター・ファンドおよび該当するポートフォリオがかかる情報の一部をＩＲＳに対し開示する場合は満

たされる。要求された情報の提供を怠った受益者は、2016年12月31日以降にマスター・ファンドまた

は適用されるマスター・ポートフォリオが行う買戻しまたは分配の支払いの全部または一部につき、

かかる源泉徴収税を課される可能性がある。数ある理由の中でもとりわけ上記の開示義務が変更（爾

後のガイダンス等）される可能性があるため、マスター・ファンドまたは各マスター・ポートフォリ

オがこの源泉徴収税の課税対象にならないという確約はできない。マスター・ファンドへの投資に関

連するかかる税務上のリスクおよびその他の税務上のリスクを以下に論考する。

 

銀行持ち株会社としての規制

　ゴールドマン・サックスは、1956年米国銀行持株会社法（改正済）（以下「ＢＨＣＡ」という。）

に基づく、銀行持株会社（以下「ＢＨＣ」という。）であり、これにより、連邦準備制度理事会の監

督および規制に従う。

　さらに、ゴールドマン・サックスは、一定の基準を満たしているＢＨＣが取得することのできる資

格であるＢＨＣＡに基づく金融持株会社（以下「ＦＨＣ」という。）として取扱われる。ＦＨＣは、

ＦＨＣではないＢＨＣに比べ、より広範囲に及ぶ業務を行うことができる。しかしながら、ＦＨＣお

よびその関連会社の業務は、引き続き、ＢＨＣＡおよびその関連する規則により課せられた一定の規

制に従うこととなっている。ゴールドマン・サックスは現在、ＢＨＣＡにおける意味の範囲内でマス

ター・ファンドを「管理」するものとみなされているため、ＢＨＣＡおよびその関連規則により課せ

られたかかる規制はマスター・ファンドに適用されることが予想される。よって、ＢＨＣＡおよびそ

の他の適用可能な銀行法、規則、規定およびガイドライン、ならびに該当する規制機関（連邦準備制

度理事会を含むがこれに限定されない。）がこれらを解釈し管理することにより、一方の当事者を投

資運用会社、マスター・ファンドの取締役会、ゴールドマン・サックスおよびこれらの関連会社と

し、また、他方の当事者をマスター・ファンドとする取引および関係が制限される可能性があり、ま

た、マスター・ファンドによる投資および取引ならびにファンドの業務が制限される可能性がある。

さらに、ゴールドマン・サックスおよびマスター・ファンドに適用され得るＢＨＣＡ規制は、とりわ

け、投資を行うマスター・ファンドの能力または投資の規模を制限する可能性があり、マスター・

ファンドの投資対象の一部またはすべてに関し最長保有期間を設定する可能性があり、マスター・

ファンドが投資する会社の経営および運営に参加する投資運用会社の能力を制限する可能性があり、

また、ゴールドマン・サックスのマスター・ファンドに投資する能力を将来制限する。さらに、特定

のＢＨＣＡ規制により、関連会社によって所有、保有または管理されているポジションの合算が必要

になる可能性がある。従って、場合によっては、顧客の勘定および自己勘定で、ゴールドマン・サッ

クスおよびその関連会社（投資運用会社を含む。）によって保有されているポジションは、マス

ター・ファンドによって保有されているポジションと合算されなくてはならなくなる可能性もある。

ＢＨＣＡ規制が保有され得るポジションの金額に上限を設ける場合、ゴールドマン・サックスは、自

己勘定または他の顧客の勘定で、投資を行うために利用可能な能力を用いる可能性があり、これによ

り、ファンドは特定の投資対象を制限および／または清算することを要求される可能性がある。以下

「第三部　特別情報、第１　管理会社の概況、４　利害関係人との取引制限」についても参照された

い。
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　このような規制は、とりわけＭＰの投資プログラムに含まれる特定の戦略を実行する、または特定

の有価証券の取引を行う投資運用会社の能力に影響を及ぼすことにより、ＭＰに重大な悪影響を及ぼ

す可能性がある。また、ゴールドマン・サックスは、将来、ＦＨＣとしての資格を失う可能性があ

り、これによりＭＰはさらなる制限を受ける可能性がある。さらに、ドッド・フランク・ウォール・

ストリート改革および消費者保護法（改正される可能性があり、また、本法に基づき発布される規則

と共に以下「ドッド・フランク法」という。）、および新たな法案を施行する監視監督機関により発

布される新たな規則がゴールドマン・サックスもしくはマスター・ファンドに与える影響に関する保

証はなく、また、かかる法の影響がＭＰに重大な悪影響を及ぼさないという保証はない。

　ゴールドマン・サックスは、将来、自身の単独の裁量により、受益者に通知することなく投資顧問

会社の組織再編を行うことができ、またはゴールドマン・サックス、ＭＰまたは投資運用会社および

その関連会社によって管理されているその他のファンドおよび口座に対する銀行の規制上の制限によ

る影響または適用可能性を軽減または排除するために、マスター・ファンドまたは投資運用会社の組

織再編を行うことができる。ゴールドマン・サックスは、ゴールドマン・サックスのマスター・ファ

ンドへの投資（もしあれば）の金額を削減することにより、または自身の単独裁量により決定するそ

の他の方法によりこれを達成するよう努める。
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リスク管理体制

　運用チームとは独立したマーケット・リスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行う。マー

ケット・リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジ

ションのリスク水準をモニタリングし、各運用チームに報告する。

＊　上記リスクに対する管理体制は今後変更されることがある。

 

参考情報

 

＜訂正後＞

ファンドのリスク考察

（中略）

マスター・ファンドに関するリスク考察

　マスター・ポートフォリオの投資目的が達成されることを確約することはできない。

　マスター・ポートフォリオへの投資は、完全な投資プログラムにはならない。投資家は、マス

ター・ポートフォリオへの投資を他のタイプの投資で補完することを検討すべきである。

 

一般的なリスク

　一般に、発行体は、異なる国々において異なる会計、監査および財務報告の基準に服する。各発行

体の証券の取引数量、価格ボラティリティおよび流動性が様々であるのと同様に、政府の監督ならび

に証券取引所、証券業者および証券会社の規則も様々である。一部の国の法律は、マスター・ポート
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フォリオがその国に所在するある発行体の証券に投資すること、または投資金額を本国送金すること

を妨げる場合がある。

　また、市場が異なれば、清算および決済の手続も異なりうる。決済が遅れることにより、マス

ター・ポートフォリオの資産の一部が投資されず、マスター・ポートフォリオ資産による収益が得ら

れない期間が一時的に生じる可能性があり、マスター・ポートフォリオが魅力的な投資機会を失う可

能性もある。決済上の問題によりマスター・ポートフォリオ証券を処分することができない場合、そ

の後当該ポートフォリオ証券の価格が下落することによりマスター・ポートフォリオに損失が生じる

可能性があり、マスター・ポートフォリオが当該証券を売却する契約を締結している場合には購入者

への賠償責任が生ずる可能性がある。一部の市場では、受渡し前に証券に対する支払いが求められる

場合があり、これによりマスター・ポートフォリオは付随する信用リスクを負う。

　接収もしくは没収的課税の可能性、配当もしくは金利の支払いに対する源泉徴収課税、マスター・

ポートフォリオの資金もしくはその他の資産の移動に対する制限、政治的もしくは社会的な不安定

性、または外交動向により、投資に悪影響を受ける可能性がある。証券の発行体は、当該証券の表示

通貨の母国以外の国に所在地（domicile）を有する場合がある。異なる国の証券市場への投資の価値

および相対的利回りならびに関連するリスクは互いに独立に変化すると予想される。

　マスター・ポートフォリオは、１米ドルの安定した１口当たり純資産価格を達成するという目的を

持つクラスの場合、そのマスター・ポートフォリオからの収益を分配することにより、１口当たり純

資産価格を１米ドルに維持するための合理的な努力をマスター・ファンドが行うように組成されてい

る。しかしながら、マスター・ポートフォリオは、平均より優れた信用があると投資時に投資運用会

社が合理的に考える有価証券に投資するものの、投資先の発行体が債務不履行となりうる、そうでな

くともそれに起因する価値の損失を被るというリスクが常に存在するということに留意すべきであ

る。これらの場合、マスター・ファンドはマスター・ポートフォリオの１口当たり純資産価格を固定

値に維持できない場合があり、その場合には元本を損失する可能性がある。マスター・ポートフォリ

オは安定した１口当たり純資産価格の維持を達成できる表明保証はない。元本の損失は金額が大きく

なる可能性や突然起きる可能性がある。

（中略）

マスター・ファンドのサブ・ファンド間のクロス・コンタミネーション

　アイルランド法に基づき、第三者に対してマスター・ファンドは全体として責任を負ってはなら

ず、マスター・ファンドのサブ・ファンド間に責任のクロス・コンタミネーションのおそれがあって

はならない。ただし、他の法域の裁判所においてマスター・ファンドに対して訴訟が提起された場合

にマスター・ファンドのサブ・ファンドの分離性が維持されるという明確な確約はできない。

 

誤り、誤りの修正方針および受益者への通知

　マスター・ファンドまたはマスター・ファンドを代理する管理会社の取締役は、マスター・ファン

ドの保管銀行と協議の上、投資目的、投資方針または投資制限の違反およびマスター・ポートフォリ

オの純資産価額の計算または申込みおよび買戻しの処理における誤りについて、修正措置が必要か否

か、またはマスター・ファンドもしくはその受益者に対し補償を支払うべきか否かを決定するため、

検討を行う。

　マスター・ファンドは、マスター・ファンドまたはマスター・ファンドを代理する管理会社の単独

裁量によりそれぞれの場合に、誤りの修正を承認することができ、これにより投資証券の申込みおよ

び買戻しの処理に影響が及ぶ可能性がある。取締役は、修正措置が講じられた場合またはマスター・

ファンドもしくは受益者への補償が支払われる場合に何らかの制限となり得る誤りの解決に関して重

要性に関する方針に従うことができる。さらに、適用法に基づきマスター・ファンドおよび／または

管理会社の取締役により承認された方針に従い、必ずしもすべてのミスが補償すべき誤りになるとは

限らない。したがって、補償すべき誤りまたはその他のミスが発生した期間に投資証券を購入したま

たは買い戻した受益者は、補償すべき誤りまたはその他のミスの解決に関連して補償を受けられない

可能性がある。
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　受益者は、誤りの修正に、かかる受益者が保有する投資証券の口数、かかる投資証券が発行された

時の投資証券一口当たり純資産価格、またはかかる受益者に支払われる買戻代金に対する調整が必要

でない限り、誤りの発生またはその解決について通知されない可能性がある。

 

「公正価値」価格の見直し

　評価会社が管理会社の代理人として能力ある当事者として任命され、当該目的のためにマスター・

ファンドの保管銀行により承認された。これに伴い評価会社は、一部の証券または商品につき、マス

ター・ファンドの管理事務代行会社が当該証券もしくは商品を評価することができない場合に、「公

正価値」価格を提供することを要求されることがある。このような場合、マスター・ファンドの管理

事務代行会社が、このような価格をマスター・ファンドのための純資産総額の計算に算入する前に、

このような価格の「合理性」テストまたはその他のテストを行わない可能性があることに留意された

い。このような状況においては、当該証券の推定換金価値が高ければ高いほど、管理会社または投資

運用会社に支払われる報酬が高くなり、そのため利益相反が生ずる可能性があることに留意された

い。また一定の場合、評価会社が一部の証券または商品につき「公正価値」価格を提供することを要

求されることがあり、このような場合に評価会社の「公正価値」価格が、当該証券または商品につい

て次に入手可能な市場価格とは大幅に乖離する可能性があることに留意されたい。

（中略）

マスター・ファンドの他のサブ・ファンドへの投資に関連する費用および手数料

　マスター・ポートフォリオの中には、マスター・ファンドの他のサブ・ファンドに投資するものも

あり、そのようなマスター・ポートフォリオはしたがって当該サブ・ファンドの費用および手数料の

比例按分額を負担することになる。投資家は、当該多層構造に起因する比較的高い手数料を負担する

可能性がある。当該投資構造により、マスター・ポートフォリオが間接の利害を有する投資対象に関

して透明性が欠如する可能性もある。

（中略）

確定利付証券への投資および金利変動リスク

　確定利付証券に投資されたマスター・ファンドのサブ・ファンド（安定した投資証券一口当たり純

資産価格の提供に努めるものを含む。）の投資証券の純資産価額は、金利の変動によって変化する。

金利が低下する場合は確定利付証券の価値は一般に上昇すると予想でき、逆もまた同様である。特定

の通貨で表示される確定利付証券への投資の運用実績も、当該通貨の発行国の金利環境に左右され

る。サブ・ファンドのすべての投資は関連するサブ・ファンドの基準通貨で表示される。

（中略）

受益者情報の開示

　マスター・ファンド、マスター・ファンドの取締役、管理会社、投資運用会社もしくは関連会社お

よびサービス提供者またはマスター・ファンドの代理人は適宜、マスター・ファンドもしくはマス

ター・ポートフォリオによって直接もしくは間接的に所有される投資有価証券ならびに受益者の氏名

および受益権のレベルを含む（がこれらに限定されない）マスター・ファンド、マスター・ポート

フォリオおよび受益者に関する一定の情報を、(ⅰ）開示当事者に対して、またはマスター・ファンド

もしくはマスター・ポートフォリオが直接もしくは間接的に投資する一定の法域の規制もしくは税務

当局に対して、または(ⅱ）マスター・ファンド、マスター・ファンドの取締役もしくは投資運用会社

の相手方もしくはマスター・ファンド、マスター・ファンドの取締役、管理会社もしくは投資運用会

社に対するサービス提供者に対して開示するように要求される場合、またはその裁量で開示すべきか

判断する場合がある。

（中略）

預金保護と同等の投資保護の不存在

　マスター・ポートフォリオへの投資は、銀行預金とは異なり、政府、政府機関または銀行預金者を

保護するために利用されうる他の保証機構によって保護されない。マスター・ポートフォリオは安定

した１口当たり純資産価格をもたらすよう努めるクラスを運用することができるが、それを保証する
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ことはできず、１口当たり純資産価格は銀行預金の額（関係する銀行の支払能力を仮定した場合）と

は異なり変動しうる。

 

安定した純資産価格に関するリスク

　マスター・ポートフォリオのような短期マネー・マーケット・ファンドは、安定した１口当たり純

資産価格を常に維持することはできない場合がある。短期マネー・マーケット・ファンドの受益者

は、投資運用者もしくは関連会社がそのマスター・ポートフォリオから不良資産を購入したり、その

マスター・ポートフォリオに資本注入したり、そのマスター・ポートフォリオと資本援助契約を締結

したりその他そのマスター・ポートフォリオが安定した１口当たり純資産価格を維持するのを援助す

るための措置を講じることを期待すべきではない。

 

金利リスク

　金利が上昇している期間中、マスター・ポートフォリオの利回り（およびその投資対象有価証券の

時価）は一般的な市場金利よりも低くなる傾向がある。金利が下落している期間では、マスター・

ポートフォリオの利回りは高くなる傾向がある。低金利の状況では、マスター・ポートフォリオには

追加リスクが生じる。マスター・ポートフォリオの投資ポートフォリオの利回りが低くなり、マス

ター・ポートフォリオが受益者に対してプラスの利回りをもたらし、マスター・ポートフォリオの資

産から費用を支払い、または、一時的にしても、１口当たり純資産価格を維持するマスター・ポート

フォリオの能力に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

信用／債務不履行リスク

　有価証券の発行体もしくは保証人、または買戻し条件付売買契約を締結した銀行もしくは他の金融

機関は、利子の支払いおよび元本の返済に関する債務不履行に陥る可能性がある。さらに、このリス

クには、地方債を保証する海外信用状、信用保証状または保険証書が債務不履行に陥るリスクが含ま

れる場合がある。

　マスター・ポートフォリオの投資有価証券の信用度は、投資時においては信用度に関する条件を満

たしていても、その後低下する場合があり、しかもこの低下は急に起こることがある。場合によって

は、マスター・ポートフォリオが保有する単一の有価証券またはマスター・ポートフォリオが保有す

る有価証券の保証人の格下げまたは債務不履行によりマスター・ポートフォリオの流動性が損われ、

純資産総額の大幅な下落を生じさせる可能性がある。
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運用リスク

　投資運用会社が用いる戦略は意図した結果をもたらさない場合がある。

 

市場リスク

　マスター・ポートフォリオが投資する有価証券の価格は、個別の企業、特定の産業分野もしくは政

府の見通しおよび経済状況全般によって上昇または下落する可能性がある。価格の変動は一時的また

は長期にわたり続く場合がある。マスター・ポートフォリオによる投資は、適宜一または複数の産業

分野に重点を置く場合があり、これにより、その産業分野において好ましからざる事態が生じると、

マスター・ポートフォリオに対する損失リスクが増大する。

 

流動性リスク

　マスター・ポートフォリオは、市場の展開またはネガティブな投資家の認識によって流動性が低下

する可能性のある資産に投資を行う場合がある。各マスター・ポートフォリオはポートフォリオの流

動性を高水準に維持するよう努めるが、ポートフォリオの有価証券の流動性は、発行体もしくは保証

人に影響を及ぼす信用問題により、または市況全般および買い手の不在により急に低下することがあ

る。買い手がつかず、希望する時期もしくは価格で容易に投資対象が売却することができない場合、

マスター・ポートフォリオはより低い価格での売却を行わざるを得ない場合もあり、またはその金融

商品の全てを売却できない場合もある。一もしくは複数の投資対象を売却できない場合、マスター・

ポートフォリオの安定した１口当たり純資産価格の維持に悪影響を及ぼしまたはマスター・ポート

フォリオが他の投資機会を得ることの妨げになりうる。

　流動性リスクには、通常とは異なる市況、通常より大量の買戻し請求または他の理由によりマス

ター・ポートフォリオが定められた期間内に買戻し金額を支払うことができないというリスクも含ま

れる。マスター・ポートフォリオが不利な時期または不利な状況で有価証券を売却せざるを得ない場

合、その売却によりマスター・ポートフォリオの安定した１口当たり純資産価格維持に悪影響が生じ

る場合がある。

　管理会社または投資運用会社のクライアント、関連会社および管理会社または投資運用会社によっ

て運用される他のファンドを含む一定の受益者は、随時相当な割合のマスター・ポートフォリオの受

益証券を所有または支配することがある。当該受益者には、例えば機関投資家、ファンド・オブ・

ファンズ、一任投資顧問会社および単一の意思決定者により売買の決定がなされる他の受益者が含ま

れる場合がある。当該受益者がマスター・ポートフォリオの受益証券を買戻すことにより更にマス

ター・ポートフォリオの流動性リスクが増大し、マスター・ポートフォリオそれ自体の純資産総額に

影響を及ぼす場合がある。

（中略）

三者間担保運用サービス

　マスター・ポートフォリオはレポ契約を締結することがある。かかる契約に基づき取得された担保

はマスター・ファンドの保管銀行またはその代理人に移さなければならないが、この要件は、所有権

の移転がなくマスター・ファンドが国際的な中央証券預託機関およびその関連機関（この種の取引の

専門家として一般に認識されている機関で、良識的な監督下にあり、担保提供者と無関係の機関）の

三者間担保運用サービスを利用する場合は適用されない。そのような場合、かかる担保は、三者間担

保代理人により保管ネットワークの外に保管される。かかる三者間担保取引に従って担保が保有され

る場合、マスター・ファンドは、下記「保管リスク」に概説するように、国際的な中央証券預託機関

または関連機関が支払不能（以下に定義する。）に陥った場合、同様のリスクにさらされる。

 

保管リスク

　取引の執行／決済に関連する取引の設定の際にマスター・ファンドは、運営、費用またはその他の

理由により、ブローカーまたは取引相手の不履行の場合に最も保全効果の高い利用可能な選択肢では

ない可能性がある分離形式を選択することがある。マスター・ファンドの預託機関に保管され、預託

機関の帳簿にマスター・ファンドに帰属するものとして特定されることを要するこれらの資産は、預
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託機関の資産から分離される。これは預託機関の破産の場合に返却不能のリスクを緩和するが、防ぐ

ものではない。一方で預託機関に預けられた預託金は、法的性質において他の銀行預金と異なるもの

ではなく、このため破産の際には増大したリスクにさらされ、マスター・ファンドは預託機関の一般

債権者となる。

　マスター・ファンドの預託機関は、マスター・ファンドの投資先である国の資産を保有する副保管

銀行を任命することができ、預託機関の法律義務の遵守にかかわらず、当該資産はこのため、これら

の副保管銀行の破産のリスクにさらされる。マスター・ファンドまたはマスター・ファンドの預託機

関が、マスター・ファンドの資産の全部もしくは一部を副保管銀行に委託し、副保管銀行が保有する

混蔵勘定で保有される場合、資産が副保管銀行の運営モデル、決済効率、預託銀行および／またはマ

スター・ファンドの費用特性、口座開設の複雑性、指示の流れ、調整特性を含みマスター・ファンド

の資産として特定されなければならないとする要件に加えて、多くの配慮がなされなければならず、

現地の法律、規則および市場慣行に従わなければならない。

 

課税状況の不確実性

　投資しようとする者は、租税法規は絶えず変更されていること、およびそうした変更に遡及的効力

がある場合があることに留意されたい。また、税務当局による租税法規の解釈および適用は、明確で

なく、一貫性がなくまたは透明性がない場合がある。その結果、マスター・ポートフォリオの受益証

券の申込み、買戻しもしくは転換時のマスター・ポートフォリオの純資産総額は、過去の実現または

未実現利益に対する租税債務（遡及的効力のある租税債務を含む。）を含むマスター・ポートフォリ

オの租税債務を正確には反映していない場合がある。更に、受益証券の申込み、買戻しまたは転換時

のポートフォリオの純資産総額は、最終的に支払われない場合のある潜在的租税債務を反映する場合

がある。会計基準もまた変更される可能性があり、以前には計上することを要求されていなかった潜

在的租税債務をマスター・ポートフォリオが計上する義務が生じる、またはマスター・ポートフォリ

オが最終的に当該課税義務を課されるとは予期しない状況においてマスター・ポートフォリオがそれ

を計上する義務が生じることがある。

　マスター・ポートフォリオが事後的に租税債務を計上する場合、以前には計上されていなかった租

税債務に関する金額を支払う義務がある場合、およびその評価に反映されていなかった租税債務がマ

スター・ポートフォリオの投資（過去の実現投資を含む。）によって生じた場合、当該計上または支

払額は、通常、当該課税に関連する所得を得た時または取引がなされた時ではなく、当該計上または

支払時に適用されるマスター・ポートフォリオの受益者に割り当てられる。更に、潜在的租税債務の

計上額が当該課税義務を超える、または超える予定であるとマスター・ポートフォリオが決定する場

合、当該決定から生じる利益は、通常、当該課税に関する所得を得た時または取引がなされた時では

なく、その決定時に適用されるマスター・ポートフォリオの受益者に割り当てられる。それ以前に当

該マスター・ポートフォリオの受益証券を買い戻した受益者は追加の支払いを受けず、当該利益も割

り当てられない。上記の決定または支払いについて、受益者に対する通知はない。

　租税債務が発生しない期間にマスター・ポートフォリオに投資する受益者は、適用される投資の時

期に当該租税債務が発生していた場合より、高い純資産価格で当該マスター・ポートフォリオに投資

することになる。同様に、租税債務が発生する期間にマスター・ポートフォリオに投資する受益者

は、適用される投資の時期に当該租税債務が発生していなかった場合より、低い純資産価格で当該マ

スター・ポートフォリオに投資することになる。他方、潜在的租税債務が発生していない期間にマス

ター・ポートフォリオの受益証券を買戻す受益者は、適用される買戻しの時期に当該債務が発生して

いた場合より高い純資産価格で当該マスター・ポートフォリオから買戻すことになる。同様に、潜在

的租税債務が発生する期間にマスター・ポートフォリオの受益証券を買戻す受益者は、適用される買

戻しの時期に当該債務が発生していなかった場合より低い純資産価格で当該マスター・ポートフォリ

オから買戻すことになる。

 

税務上のリスク；受益者に関する情報の開示
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　2014年６月30日以降に行われた各マスター・ポートフォリオに対する米国内を源泉とする配当金、

利息および当初発行割引による収益を含む、固定または確定可能な年次もしくは定期の利益、収益お

よびインカムに関する一定の支払いならびに2016年12月31日以降に行われた米国源泉の利息または配

当金を生じる可能性のある財産の売却またはその他の処分による総手取金に起因する一定の支払いに

は、適用されるマスター・ポートフォリオが各種報告要件を遵守しない限り、30％の源泉徴収税が課

される。特に、とりわけ、適用されるマスター・ポートフォリオが米国内国歳入庁に登録され、その

各受益者から特定の情報を取得し、かかる情報の一部をアイルランド内国歳入庁または米国内国歳入

庁に対し開示する場合にはこれらの報告要件が満たされる。要求された情報の提供を怠った受益者

は、2016年12月31日以降に適用されるマスター・ポートフォリオが行う買戻しまたは分配の支払いの

全部または一部につき、かかる源泉徴収税を課される可能性がある。各マスター・ポートフォリオが

この源泉徴収税の課税対象にならないという確約はできない。

 

銀行持ち株会社としての規制

　ゴールドマン・サックスは、1956年米国銀行持株会社法（改正済）（以下「ＢＨＣＡ」という。）

に基づく、銀行持株会社（以下「ＢＨＣ」という。）であり、これにより、連邦準備制度理事会の監

督および規制に従う。さらに、ゴールドマン・サックスは、一定の基準を満たしているＢＨＣが取得

することのできる資格であるＢＨＣＡに基づく金融持株会社（以下「ＦＨＣ」という。）として取扱

われる。ＦＨＣは、ＦＨＣではないＢＨＣに比べ、より広範囲に及ぶ業務を行うことができる。しか

しながら、ＦＨＣおよびその関連会社の業務は、引き続き、ＢＨＣＡおよびその関連する規則により

課せられた一定の規制に従うこととなっている。

　ゴールドマン・サックスは現在、ＢＨＣＡにおける意味の範囲内でマスター・ファンドを「管理」

するものとみなされているため、ＢＨＣＡおよびその関連規則により課せられたかかる規制はマス

ター・ファンドに適用されることが予想される。よって、ＢＨＣＡおよびその他の適用可能な銀行

法、規則、規定およびガイドライン、ならびに該当する規制機関（連邦準備制度理事会を含むがこれ

に限定されない。）がこれらを解釈し管理することにより、一方の当事者を管理会社、投資運用会

社、マスター・ファンドの取締役会、ゴールドマン・サックスおよびこれらの関連会社とし、また、

他方の当事者をマスター・ファンドとする取引および関係が制限される可能性があり、また、マス

ター・ファンドによる投資および取引ならびにファンドの業務が制限される可能性がある。さらに、

ゴールドマン・サックスおよびマスター・ファンドに適用され得るＢＨＣＡ規制は、とりわけ、投資

を行うマスター・ファンドの能力または投資の規模を制限する可能性があり、マスター・ファンドの

投資対象の一部またはすべてに関し最長保有期間を設定する可能性があり、マスター・ファンドが投

資する会社の経営および運営に参加する投資運用会社の能力を制限する可能性があり、また、ゴール

ドマン・サックスのマスター・ファンドに投資する能力を将来制限する。さらに、特定のＢＨＣＡ規

制により、関連会社によって所有、保有または管理されているポジションの合算が必要になる可能性

がある。従って、場合によっては、顧客の勘定および自己勘定で、ゴールドマン・サックスおよびそ

の関連会社（管理会社および投資運用会社を含む。）によって保有されているポジションは、マス

ター・ファンドによって保有されているポジションと合算されなくてはならなくなる可能性もある。

ＢＨＣＡ規制が保有され得るポジションの金額に上限を設ける場合、ゴールドマン・サックスは、自

己勘定または他の顧客の勘定で、投資を行うために利用可能な能力を用いる可能性があり、これによ

り、ファンドは特定の投資対象を制限および／または清算することを要求される可能性がある。以下

「第三部　特別情報、第１　管理会社の概況、４　利害関係人との取引制限」についても参照された

い。

　このような規制による将来への影響は不確定である。このような規制は、マスター・ポートフォリ

オの投資プログラムに含まれる特定の戦略を実行する管理会社または投資運用会社の能力に影響を及

ぼすことがあり、マスター・ポートフォリオに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。また、ゴールド

マン・サックスは、将来、ＦＨＣとしての資格を失う可能性があり、これによりマスター・ポート

フォリオはさらなる制限を受ける可能性がある。さらに、ドッド・フランク法および新たな法案を施

行する監視監督機関により発布される新たな規則がゴールドマン・サックスもしくはマスター・ファ
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ンドに与える影響に関する保証はなく、また、かかる法の影響がマスター・ポートフォリオに重大な

悪影響を及ぼさないという保証はない。

　ゴールドマン・サックスは、将来、自身の単独の裁量により、受益者に通知することなく投資顧問

会社の組織再編を行うことができ、またはゴールドマン・サックス、管理会社、マスター・ポート

フォリオまたは投資運用会社およびその関連会社によって管理されているその他のファンドおよび口

座に対する銀行の規制上の制限による影響または適用可能性を軽減または排除するために、管理会

社、マスター・ファンドまたは投資運用会社の組織再編を行うことができる。ゴールドマン・サック

スは、投資運用会社を他の組織に代替させるか、または自身の単独裁量により決定するその他の方法

によりこれを達成するよう努める。
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リスク管理体制

　運用チームとは独立したマーケット・リスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行う。マー

ケット・リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジ

ションのリスク水準をモニタリングし、各運用チームに報告する。

＊　上記リスクに対する管理体制は今後変更されることがある。

 

参考情報

 

４　手数料等及び税金

（５）課税上の取扱い

＜訂正前＞

（Ａ）日本

　2015年６月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。

（中略）

Ⅲ　2015年６月末日現在では、ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われ

る。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。

（中略）

（Ｂ）アイルランド

（中略）
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個人における「通常居住者」の意味

　「通常居住者」の用語（「居住者」とは異なる。）は、個人の通常の生活形態と関連してお

り、ある一定の継続性を伴う居住者を意味する。

　３課税年度連続してアイルランド居住者である個人は、４年目の課税年度開始時から、通常居

住者となる。

　アイルランド通常居住者であった個人は、連続してアイルランドの居住者でない３課税年度目

の終了時に通常居住者でなくなる。例えば、2007年にアイルランドの居住者であり、かつ通常居

住者である個人は、当該年度にアイルランドを出国しても、2010年の課税年度終了時までは通常

居住者のままである。

「仲介者」の意味

　仲介者とは以下の者をいう。

(a) 他の者に代わり、アイルランドにおける規制された投資信託から支払を受領する等の取引を

遂行し、または、

(b) 他の者に代わり投資信託の受益証券を保有する者。

外国口座税務コンプライアンス法

　通常外国口座税務コンプライアンス法（以下「ＦＡＴＣＡ」という。）と呼ばれる米国の源泉

徴収規定に従い、ファンドおよび各ポートフォリオが様々な報告要件を遵守する場合を除いて、

外国金融機関その他の外国組織に対して行われる2014年６月30日以降の米国源泉の一定または確

定可能な年次または定期的な所得に関する特定の支払、2016年12月31日以降の米国源泉の利息ま

たは配当を発生させる可能性のある財産の売却その他の処分からの手取金総額に帰属する特定の

支払、および2016年12月31日以降の外国金融機関による特定の支払（またはその一部）には、

30％の源泉徴収税が賦課される。米国はアイルランド政府との間でアイルランド金融機関による

ＦＡＴＣＡの実施に関する政府間協定（以下「アイルランドＩＧＡ」という。）を締結した。Ｆ

ＡＴＣＡおよびアイルランドＩＧＡに基づき、各ポートフォリオは、この目的において「外国金

融機関」として扱われる。外国金融機関としておよびＦＡＴＣＡを遵守するため、ポートフォリ

オは、数ある要件の中でもとりわけ(ⅰ）「特定米国人」（すなわち、免税事業体および他の特定

の者以外の課税対象となる米国人）である受益者または特定の場合における特定米国人に保有さ

れている受益者（以下「米国人所有外国事業体」という。）を判断するためにそのすべての受益

者に関する情報を取得および検証する必要、ならびに(ⅱ）アイルランド政府またはＩＲＳに対

し、ＦＡＴＣＡを遵守していないその受益者、特定米国人および米国人所有外国事業体に関する

情報を毎年報告する必要がある。すべてのポートフォリオについて30％の源泉徴収税が免除され

るという保証はない。

（後略）

 

＜訂正後＞

（Ａ）日本

　2015年９月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。

（中略）

Ⅲ　2015年９月末日現在では、ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われ

る。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。

（中略）

（Ｂ）アイルランド

（中略）

個人における「通常居住者」の意味

　「通常居住者」の用語（「居住者」とは異なる。）は、個人の通常の生活形態と関連してお

り、ある一定の継続性を伴う居住者を意味する。

　３課税年度連続してアイルランド居住者である個人は、４年目の課税年度開始時から、通常居

住者となる。
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　アイルランド通常居住者であった個人は、連続してアイルランドの居住者でない３課税年度目

の終了時に通常居住者でなくなる。例えば、2014年にアイルランドの居住者であり、かつ通常居

住者である個人は、当該年度にアイルランドを出国しても、2017年の課税年度終了時までは通常

居住者のままである。

「仲介者」の意味

　仲介者とは以下の者をいう。

(a) 他の者に代わり、アイルランドにおける規制された投資信託から支払を受領する等の取引を

遂行し、または、

(b) 他の者に代わり投資信託の受益証券を保有する者。

外国口座税務コンプライアンス法

　通常外国口座税務コンプライアンス法（以下「ＦＡＴＣＡ」という。）と呼ばれる米国の源泉

徴収規定に従い、ファンドおよび各ポートフォリオが様々な報告要件を遵守する場合を除いて、

外国金融機関その他の外国組織に対して行われる2014年６月30日以降の米国源泉の一定または確

定可能な年次または定期的な所得に関する特定の支払、2016年12月31日以降の米国源泉の利息ま

たは配当を発生させる可能性のある財産の売却その他の処分からの手取金総額に帰属する特定の

支払、および2016年12月31日以降の外国金融機関による特定の支払（またはその一部）には、

30％の源泉徴収税が賦課される。米国はアイルランド政府との間でアイルランド金融機関による

ＦＡＴＣＡの実施に関する政府間協定（以下「アイルランドＩＧＡ」という。）を締結した。Ｆ

ＡＴＣＡおよびアイルランドＩＧＡに基づき、各ポートフォリオは、この目的において「外国金

融機関」として扱われる。外国金融機関としておよびＦＡＴＣＡを遵守するため、ポートフォリ

オは、数ある要件の中でもとりわけ(ⅰ）「特定米国人」（すなわち、免税事業体および他の特定

の者以外の課税対象となる米国人）である受益者または特定の場合における特定米国人に保有さ

れている受益者（以下「米国人所有外国事業体」という。）を判断するためにそのすべての受益

者に関する情報を取得および検証する必要、ならびに(ⅱ）アイルランド政府または米国内国歳入

庁に対し、ＦＡＴＣＡを遵守していないその受益者、特定米国人および米国人所有外国事業体に

関する情報を毎年報告する必要がある。すべてのポートフォリオについて30％の源泉徴収税が免

除されるという保証はない。

（後略）

 

　　次へ
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５　運用状況

（２）投資資産

①　投資有価証券の主要銘柄

　以下のとおり更新されます。

       （2015年７月末日現在）

順
位

銘柄 国名 種類
数量

（口数）

取得原価（ドル） 時価（ドル）
投資比率
（％）

単価 金額 単価 金額

1

ゴールドマン・
サックス・ファ
ンズ・ピーエル
シー-ゴールド
マン・サックス
ＵＳ＄リキッ
ド・リザーブ
ズ・ファンド

アイ
ルラ
ンド

外国
投資
法人

529,943,419 1.00 529,943,419 1.00 529,943,419 100.04

 

 

　　次へ
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第２　管理及び運営
 

＜訂正前＞

１　申込（販売）手続等

（イ）海外における販売

（中略）

　さらに、当初買付契約において、またはファンドへの投資に関連して提供された情報は、ファン

ドに関する販売情報をより効率的に処理し、追跡し、またモニターするために、ゴールドマン・

サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス・アセット・

マネジメント、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーおよび米国にあるゴールドマン・

サックス・グループ・インク、ならびに随時適切とみなされ、ＥＵ以外の国に所在し、適切な水準

の保護を提供しないゴールドマン・サックス・グループ・インクの関連会社および子会社に譲渡さ

れ、かかる会社によって使用される可能性がある。

（中略）

 

３　資産管理等の概要

（１）資産の評価

　ポートフォリオの純資産総額は、当該ポートフォリオの基準通貨で表示され、各評価日の評価

時点に、管理会社が、ポートフォリオの負債（管理会社が必要または適切とみなす引当金を含

む。）を差し引いた後のその資産を算定することにより決定される。実現可能な範囲で、当該ク

ラスまたはシリーズの投資収益、支払利息、手数料およびその他の負債（管理報酬、運用実績報

酬（存在する場合）およびその他の報酬を含む。）が各日に発生する。１口当たり純資産価格

は、当該ポートフォリオの純資産総額を発行済受益証券数で除し、算出額を当該ポートフォリオ

の基準通貨の最小単位に四捨五入して各評価日に算定される。

（中略）

　ポートフォリオの資産額の算定において、

（ⅰ）現金、預金および類似の投資対象は、その額面価格に経過利息を加算し、評価されるもの

とする。

（ⅱ）投資信託の受益証券または株式は、当該投資信託によって公表される、入手可能な最新の

１口当たりまたは１株当たりの純資産価格を基準として評価されるものとする。

（ⅲ）上記の評価基準に従って特定の投資対象の評価を行なうことが不可能な場合、もしくは不

正確となる場合、またはかかる評価が証券の公正市場価額を示していない場合、管理会社

は、かかる特定の金融商品の適正な評価額を得るために他の一般に認められた評価基準を採

用する権利を有するものとする。ただし、かかる評価方法は、受託会社によって承認された

ものでなければならないものとする。

（中略）

（３）信託期間

（中略）

（ロ）受託会社による場合

（ⅰ）管理会社が清算手続（組織変更または合併を目的として行われる、受託会社により事前

に書面をもって承認される条件に従った任意清算を除く。）に入り、営業を中止し、また

は（受託会社の合理的判断により）受託会社が合理的な理由により承認しない法人または

個人の支配に事実上服することになった場合

（中略）

（５）その他

（中略）

(3) 関係法人との契約の更改等に関する手続
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投資顧問契約

　本契約は、管理会社と投資顧問会社との間で締結され、以下の規定により終了されるまで効力

を有するものとする。本契約は、管理会社または投資顧問会社が、90日以上前に書面により相手

方当事者に通知することで、違約金の支払いを要することなく、解約することができる。

　本契約は、当事者の書面による合意により、アイルランド中央銀行の同意を条件として、いつ

でも変更することができる。

　本契約は、アイルランド法に準拠し、同法に従って解釈される。

（中略）

受益者サービス代行契約

　受益者サービス代行契約は、いずれかの当事者が90日前に書面で通知することにより解除する

ことができる。さらに、いずれの当事者も、一方の当事者が本契約の重要な規定への違反を犯

し、または違反が犯されるのを容認し、当該違反の是正を要求する書面での通知が一方の当事者

から他方の当事者に付与されてから30日以内に当該違反を是正しなかった場合、本契約を直ちに

解除することができる。一方の当事者が支払不能に陥り、履行期の到来した債務を支払うことが

できず、清算手続に入り、財産保全管理人の任命を受け、もしくは解散のための（現実のもしく

は提案された）手続の通知を受領した場合、ファンドが1990年ユニット・トラスト法上の認可ユ

ニット・トラストでなくなった場合、または受益者サービス代行会社が受益者サービス代行契約

に基づく自己の任務および義務を遂行する権限を失った場合、受益者サービス契約は自動的に解

除されるものとする。

登録・名義書換事務代行契約

　本契約は無期限に効力を有するものとする。

　本契約は、本契約のいずれかの当事者が、90日前に他の当事者に対し書面による通知をするこ

とにより、いつでも解約することができる。このような解約通知は配達証明付き書留郵便による

ものとし、解約の正確な日付を明記するものとする。この日付はいかなる場合も上述の通知期間

の終了後とする。

　ただし、いずれかの当事者が本契約の重要な規定に違反した場合は、他方当事者は30日前に書

面による通知をすることにより、本契約を解約することができるものとする。ただし、30日以内

に当該違反が是正される場合にはこの限りではない。

　本契約は、アイルランド法に準拠し、解釈されるものとする。

総販売契約

　総販売会社は、以下に該当する場合、締切日あるいは取引日前いつでも、電話、テレックス、

ファックスにより迅速に管理会社に通知し書面による確認（クーリエ、書留のエアーメールによ

り送付される）をすることにより、本契約を解約する権利を有するものとする。

(1) 英文目論見書に情報が記載された日付以降、管理会社の業務、事業において重大な悪影響

を及ぼす変更（総販売会社から管理会社に対してその変更に関し通知された後、迅速に、

総販売会社の納得のいく程度に、是正がなされないもの）があった場合。

(2) 国内外の財政、政治もしくは経済状況または為替レートもしくは為替管理に関して、総販

売会社の判断によると、その影響が本契約もしくは英文目論見書に意図された条件もしく

は方法での受益証券の販売、引渡の手続をとることが実務上できなくなるかもしくは奨め

ることができなくなるような変更があった場合。

　総販売会社が重要な点においてその義務を履行せず、管理会社からの通知の後30日以内にその

不履行が是正されない場合、管理会社は本契約を解約する権利を有するものとする。

　本契約は、アイルランド法に準拠し、解釈されるものとする。

(4）解散

　「第二部　ファンド情報、第２　管理及び運営、３　資産管理等の概要、(3）信託期間」を参

照のこと。

（後略）
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＜訂正後＞

１　申込（販売）手続等

（イ）海外における販売

　買付は、投資者が関連ある主要投資家情報文書を受領した場合のみに受諾される。

（中略）

　さらに、当初買付契約において、またはファンドへの投資に関連して提供された情報は、ファン

ドに関する販売情報をより効率的に処理し、追跡し、またモニターするために、ゴールドマン・

サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス・アセット・

マネジメント・エル・ピー、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント、ゴールドマン・

サックス・アンド・カンパニーおよび米国にあるゴールドマン・サックス・グループ・インク、な

らびに随時適切とみなされ、ＥＵ以外の国に所在し、適切な水準の保護を提供しないゴールドマ

ン・サックス・グループ・インクの関連会社および子会社に譲渡され、かかる会社によって使用さ

れる可能性がある。

（中略）

 

３　資産管理等の概要

（１）資産の評価

　ポートフォリオの純資産総額は、当該ポートフォリオの基準通貨で表示され、各評価日の評価

時点に、管理会社が、ポートフォリオの負債（管理会社が必要または適切とみなす引当金を含

む。）を差し引いた後のその資産を算定することにより決定される。実現可能な範囲で、当該ク

ラスまたはシリーズの投資収益、支払利息、手数料およびその他の負債（管理報酬、運用実績報

酬（存在する場合）およびその他の報酬を含む。）が各日に発生する。１口当たり純資産価格

は、管理会社の委託先としての管理事務代行会社が当該ポートフォリオの純資産総額を発行済受

益証券数で除し、算出額を当該ポートフォリオの基準通貨の最小単位に四捨五入して各評価日に

算定される。

（中略）

　ポートフォリオの資産額の算定において、

（ⅰ）現金、預金および類似の投資対象は、その額面価格に経過利息を加算し、評価されるもの

とする。

（ⅱ）投資信託の受益証券または株式は、当該投資信託によって公表される、入手可能な最新の

１口当たりまたは１株当たりの純資産価格を基準として評価されるものとする。

（ⅲ）上記の評価基準に従って特定の投資対象の評価を行なうことが不可能な場合、もしくは不

正確となる場合、またはかかる評価が証券の公正市場価額を示していない場合、管理会社

（または管理会社の委託先である評価会社）は、かかる特定の金融商品の適正な評価額を得

るために他の一般に認められた評価基準を採用する権利を有するものとする。ただし、かか

る評価方法は、受託会社によって承認されたものでなければならないものとする。

（中略）

（３）信託期間

（中略）

（ロ）受託会社による場合

（ⅰ）管理会社が清算手続（組織変更または合併を目的として行われる、受託会社により事前

に書面をもって承認される条件に従った任意清算を除く。）に入り、営業を中止し、また

は（受託会社の合理的判断により）受託会社が合理的な理由により承認しない法人または

個人の支配に事実上服することになった場合、または1986年イギリス倒産法に基づき管財

人が管理会社に任命されるか、類似の措置がいずれかの法域で発生した場合

（中略）
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（５）その他

（中略）

(3) 関係法人との契約の更改等に関する手続

投資顧問契約

　本契約は、本契約のいずれかの当事者が、30日以上前に他の当事者に対し書面による通知をす

ることにより、解約することができるが、いずれかの当事者が、是正可能な本契約の重大な違反

を犯したが、30日間是正されなかった場合など一定の場合には、他の当事者に対し書面による通

知をすることにより、即時に解約することができる。

　本契約は、英国法に準拠し、同法に従って解釈される。

（中略）

評価契約

　本契約は、無期限に効力を有するものとする。

　本契約は、いずれかの当事者が60暦日前に他の当事者に書面により通知することにより、いつ

でも解約することができる。

　本契約は、英国法に準拠し、解釈される。

登録・名義書換事務代行契約

　本契約は、本契約のいずれかの当事者が、90日前に他の当事者に対し書面による通知をするこ

とにより、解約することができるが、いずれかの当事者が、本契約の重大な規定の違反を犯した

場合は30日前の書面による通知により、または、いずれかの当事者が債務超過に陥るか、登録・

名義書換事務代行会社が中央銀行により承認されなくなった場合は、即時に解約することができ

る。

　本契約は、アイルランド法に準拠し、解釈されるものとする。

総販売契約

　総販売会社は、以下に該当する場合、管理会社に迅速に通知することにより、本契約を解約す

る権利を有するものとする。

(1) 英文目論見書に情報が記載された日付以降、ファンドの業務または事業見通しにおいて重

大な悪影響を及ぼす変更（総販売会社からその変更に関し通知された後、迅速に、総販売

会社の納得のいく程度に、是正がなされないもの）があった場合。

(2) 国内外の財政、政治もしくは経済状況または為替レートもしくは為替管理に関して、総販

売会社の判断によると、その影響が本契約もしくは英文目論見書に意図された条件もしく

は方法での受益証券の販売、引渡の手続をとることが実務上できなくなるかもしくは奨め

ることができなくなるような変更があった場合。

　管理会社は、管理会社がその単独の裁量により、当該解約が受益者の最善の利益になると考え

る場合または、ファンドが解散または清算する場合、総販売会社に迅速に通知することにより、

直ちに本契約を解約する権利を有するものとする。さらに、総販売会社が本契約に基づく総販売

会社の義務を重要な点において履行しない場合、管理会社は総販売会社に30日前に通知すること

により本契約を解約する権利を有するものとする。

　本契約は、英国法に準拠し、解釈されるものとする。

(4）解散

　前記「第２　管理及び運営、３　資産管理等の概要、(3）信託期間」を参照のこと。

（後略）

 

 

　　次へ
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第三部　特別情報
 

第１　管理会社の概況
 

１　管理会社の概況

（１）株式資本の額

以下のとおり更新されます。

 

　2015年６月末日現在、払入済株式資本は25,000,000米ドル（約31億100万円）である。授権株式総数

は普通株式2,500万株であり、普通株式2,500万株が発行済である。

　管理会社の資本金の額の増減は以下のとおりである。

2013年12月13日現在 ２米ドル

2014年12月末日現在 2,200万米ドル

2015年６月末日現在 2,500万米ドル

（注）米ドルの円貨換算は、2015年７月31日現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ド

ル＝124.04円）による。

 

（２）会社の機構

＜訂正前＞

　取締役会は、管理方針、管理会社の経営および事業を行う方法を決定する権限を有する。

　管理会社の取締役は、管理会社が他のファンドを管理することにより生じる利害対立は実際上も潜

在的にもないと考えている。しかし、何らかの利害対立が発生した場合には、取締役はその公正な解

決の確保に努力する。

　２名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役に、特別な資格は不要

である。取締役は年次株主総会において株主の決議によって選任されるか、または取締役会の決議に

より互選される。取締役に特定の任期はない。

　個々の取締役は、取締役会の過半数の承認を得て代行取締役を指名し、自己の不在時に取締役会に

代理出席させることができる。取締役会の議事の定足数は、取締役が随時決定する２名以上の数であ

る。代理出席している代行取締役も、かかる定足数に算入される。取締役であり、かつ他の取締役に

指名された代行取締役でもある者は、取締役会において２票の投票権を有するが、議事の定足数に２

名として算入されない。決議は取締役会に出席または代理出席している代行取締役の議決権の多数決

による。

 

＜訂正後＞

　管理会社の取締役が管理会社の経営管理に責任を負う。

　管理会社の取締役は管理会社が他のファンドを管理することにより生じる利害対立は実際上も潜在

的にもないと考えている。しかし、何らかの利害対立が発生した場合には、取締役はその公正な解決

の確保に努力する。

　１名以上の取締役が管理会社を運営する。取締役は特別な資格を要しない。取締役は株主の決議に

よって選任される。取締役に特定の任期はない。

　個々の取締役は、取締役会の過半数の承認または他の決定により、他の取締役またはその他の者を

代行取締役として指名して、自己の不在時に自己の代わりに行為させることができる。取締役会の議

事の定足数は、取締役が随時決定する１名以上の数である。代理出席している代行取締役も、かかる

定足数に算入される。取締役でありかつ他の取締役に指名され代行取締役である人は取締役会におい

て２票の投票権を有するが、議事の定足数に２名として算入されない。決議は取締役会に出席または

代理出席している代行取締役の議決権の多数決による。

 

（３）役員及び従業員の状況
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＜訂正前＞

  （2015年４月末日現在）

氏名 管理会社役職 所属・役職名

セオドア　Ｔ. ソティア

（Theodore T. Sotir）
取締役

ゴールドマン・サックスのマネジング・ディレクター

およびパートナー、ゴールドマン・サックス・アセッ

ト・マネジメントの国際業務のチーフ・アドミニスト

ラティブ・オフィサー、グローバル・イニシアティブ

の責任者、オフショア・ファンド業務のチェアマンお

よびディストリビューションの最高業務責任者

フランク・エニス

（Frank Ennis）
取締役

ゴールドマン・サックスに雇用されていない。独立コ

ンサルタントおよび社外取締役

マーク・ヒーニー

（Mark Heaney）
取締役

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの

エグゼクティブ・ディレクター、ゴールドマン・サッ

クス・アセット・マネジメントのインターナショナ

ル・ファンズ・グループの責任者

ユージーン・レーガン

（Eugene Regan）
取締役

ゴールドマン・サックスに雇用されていない。社外取

締役

キャサリン・ユニアック

（Katherine Uniacke）
取締役

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの

アドバイザリー・ディレクター

　（注）管理会社の会社秘書役はマツァック・トラスト・リミテッドである。その他に管理会社の従業員はいない。

 

＜訂正後＞

  （2015年７月末日現在）

氏名 管理会社役職 所属・役職名

セオドア　Ｔ. ソティア

（Theodore T. Sotir）

取締役 ゴールドマン・サックスのマネジング・ディレクターお

よびパートナー、ゴールドマン・サックス・アセット・

マネジメントの国際業務のチーフ・アドミニストラティ

ブ・オフィサー、グローバル・イニシアティブの責任

者、オフショア・ファンド業務のチェアマンおよびディ

ストリビューションの最高業務責任者

スティーブン・デービス

（Stephen Davies）

取締役 ゴールドマン・サックスのロンドンにおけるファイナン

ス部門のマネジング・ディレクターおよびゴールドマ

ン・サックス・バンク・ＵＳＡロンドン支店のマネ

ジャー

グレン・ソープ

（Glenn Thorpe）

取締役 ゴールドマン・サックスのマネジング・ディレクターお

よびヨーロッパ、アジア太平洋地域におけるゴールドマ

ン・サックス・アセット・マネジメントのオフショア・

ファンド業務を支援するインベストメント・マネジメン

ト部門のファンド・コントローラーの国際統括

バーバラ・ヒーリー

（Barbara Healy）

取締役 ゴールドマン・サックスに雇用されていない。社外取締

役

（注）管理会社の会社秘書役はジョナサン・トーマス氏およびダニエル・ジャクソン氏である。管理会社の従業員は55名であ

る。

 

４　利害関係人との取引制限

＜訂正前＞

利益相反
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　管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、販売会社、管理事務代行会社、受託会社、登録・名義書

換事務代行会社およびこれらの各関連会社は、随時、ファンドの投資目的と類似した投資目的を有する

他の投資信託に関連する取締役、投資顧問会社、副投資顧問会社、販売会社、管理事務代行会社、登

録・名義書換事務代行会社または受託会社として行為すること、もしくは他の方法により他の投資信託

に投資することができる。従って、事業の過程において、こうした者のいずれかとファンドとの間に潜

在的利益相反が生じる可能性がある。それぞれは、常に、このような場合において、ファンドに対する

自身の義務に配慮するものとする。投資顧問会社、販売会社、管理事務代行会社、受託会社、登録・名

義書換事務代行会社およびこれらの各関連会社は、随時、当事者としてまたは代理人として、ファンド

と取引を行うことができる。ただし、かかる取引は、独立当事者間で交渉される通常の商業上の条件で

実行されるかのように行われるものとし、受益者の最良の利益となるものとする。取引は、(ⅰ）受託会

社（受託会社が関係する取引の場合は、管理会社）によって、独立しており、かつ資格を有すると認め

られた者によって認証されたこのような取引の評価が得られた場合、または(ⅱ）このような取引が組織

化された投資取引所の規則に従ってこのような取引所において最良の条件で実行される場合、または

(ⅲ）(ⅰ)または(ⅱ)が実行不可能な場合は、かかる取引が、受託会社（受託会社が関係する取引の場合

は、管理会社）が独立当事者間で交渉される通常の商業上の条件であると確信し、かつ取引日において

受益者の最良の利益となる条件で実行される場合、独立当事者間で交渉される通常の商業上の条件で実

行されたとみなされる。

 

　管理会社は、あらゆる利益相反が公正に、かつ受益者の最良の利益となるように解決されるよう努め

る。管理会社が(ⅰ）上記の義務が関連当事者とのすべての取引に適用されるための取決めが存在してお

り、また(ⅱ）期間中に締結された関連当事者との間の取引が上記の義務を果たしていると認められるか

という点に関しては、年次報告書および半期報告書に記載されるものとする。

 

　信託証書は、非上場証券の予想実現価額を決定する際、管理事務代行会社は、権限のある者（受託会

社の承認を得て、取締役によって承認された者）の予想価額を受諾することができる旨規定している。

管理事務代行会社は、かかる目的上、投資顧問会社、副投資顧問会社、または投資顧問会社もしくは副

投資顧問会社のその他関連会社によって提供された予想価額を受諾することができるものとし、また、

投資者は、かかる状況において、証券の予想実現価額が高ければ高いほど投資顧問会社または副投資顧

問会社（場合に応じて）に支払われるべき報酬も高くなるため、利益相反が発生する可能性があること

を認識しておくべきである。

 

　マスター・ファンドの利益相反に関する詳細については、「マスター・ファンドのリスク要因および

特別考察」という見出しの本書の項を参照のこと。

 

潜在的利益相反

 

　マスター・ファンドの取締役およびマスター・ファンドの投資運用会社、販売会社、管理事務代行会

社、保管銀行、登録・名義書換事務代行会社およびこれらの関連会社は、随時、マスター・ファンドの

投資目的と類似した投資目的を有する他の投資信託に関連する取締役、投資運用会社、販売会社、管理

事務代行会社、名義書換事務代行会社、または保管銀行として行為すること、もしくは別途他の投資信

託に投資することができる。従って、業務の過程において、かかる者のいずれかとマスター・ファンド

との間に潜在的利益相反が生じる可能性がある。それぞれの者は、常に、このような場合において、マ

スター・ファンドに対する自身の義務に配慮するものとする。投資運用会社、販売会社、管理事務代行

会社、保管銀行、登録・名義書換事務代行会社およびこれらの関連会社は、随時、当事者としてまたは

代理人として、マスター・ファンドと取引を行なうことができる。ただし、かかる取引は、独立当事者

間で交渉される通常の商業上の条件で実行されるのと同様に行われるものとする。取引は、(ⅰ）保管銀

行（または保管銀行が関係する取引の場合は、マスター・ファンドの取締役）によって独立した適格者
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によって承認されたかかる取引の評価が得られた場合、または(ⅱ）かかる取引が組織化された投資対象

の取引所の規則に従って当該取引所において最良の条件で実行される場合、または(ⅲ）(ⅰ)および(ⅱ)

が不可能な場合は、かかる取引が、保管銀行（または保管銀行が関係する取引の場合は、マスター・

ファンドの取締役）が独立当事者間で交渉される通常の商業上の条件であると確信し、かつ取引日にお

いて受益者の最良の利益となる条件で実行される場合、独立当事者間で交渉される通常の商業上の条件

で実行されたとみなされる。

 

　マスター・ファンドの取締役会は、自身の利益相反方針に従って、あらゆる利益相反が公正に、かつ

受益者の最良の利益となるように解決されるよう努めるものとする。マスター・ファンドは、マス

ター・ファンドに対し様々な業務を提供するためにゴールドマン・サックスを任命し、ゴールドマン・

サックスがマスター・ファンドの利益相反方針に従って行為すると信じている。ゴールドマン・サック

スが下記の様々な業務を行なうことにより利益相反が生じる可能性がある。

 

マスター・ポートフォリオに関連する利益相反の概要

 

　ゴールドマン・サックス（本「潜在的利益相反」の項において、ゴールドマン・サックス・グルー

プ・インク、投資運用会社およびこれらの関連会社、取締役、パートナー、受託者、経営者、メン

バー、役員および従業員をいう。）は、世界的なフル・サービスの投資銀行、証券会社、資産管理会社

金融サービス会社であり、また、世界的な大手金融市場参加者である。上記の通り、ゴールドマン・

サックスは、多様な顧客に対し、幅広い金融サービスを提供している。上記の資格およびその他の資格

において、ゴールドマン・サックスは、あらゆる市場および取引において顧客に対し助言を行なってお

り、自身の勘定または顧客および従業員の勘定で、顧客の勘定および関係ならびに自身がスポンサーと

なり、管理し、また助言する商品（かかるゴールドマン・サックスの勘定またはその他の顧客の勘定

（マスター・ポートフォリオを含む。）、関係および商品を「アカウント」と総称する。）を通して多

岐にわたる投資対象を購入、売却、保有しており、またこれらの推奨を行なっている。ゴールドマン・

サックスは、マスター・ポートフォリオが直接的または間接的に投資を行なっているグローバル債券市

場、為替市場、商品市場、株式市場、バンク・ローン市場、およびその他の市場、証券および発行体に

関し、直接的および間接的に利益を得ている。結果として、ゴールドマン・サックスの事業および取引

は、マスター・ポートフォリオに不利益を与えまたはマスター・ポートフォリオを制限するなどの影響

を及ぼし、および／またはゴールドマン・サックスもしくはその他のアカウントに利益をもたらす可能

性がある。

 

　以下は、マスター・ポートフォリオによって、マスター・ポートフォリオと、およびマスター・ポー

トフォリオのために行なう取引に関し投資運用会社およびゴールドマン・サックスが得る可能性のある

財務上またはその他の利益に関連する特定の利益相反および潜在的利益相反に関する概説である。これ

らは、発生しうるすべての潜在的利益相反の完全な列挙または説明ではなく、また、完全な列挙または

説明であることを意図したものでもない。受益者は、マスター・ポートフォリオに投資することによ

り、ゴールドマン・サックスに関する潜在的利益相反およびかかる利益相反に直面するマスター・ポー

トフォリオの運営を認めたものとみなされるものとする。

 

受益証券の販売および投資機会の配分

（中略）

　投資運用会社は、同時に、マスター・ポートフォリオに関し受け取る手数料またはその他の報酬（パ

フォーマンスによる報酬または割当を含む。）よりも高い手数料またはその他の報酬を得ることのでき

るアカウントの運用を同時に行なう可能性がある。投資運用会社は、より高い報酬を受け取る可能性の

あるアカウントを優先し得るため、より高い手数料またはその他の報酬を支払うアカウントとマス

ター・ポートフォリオが同時に運用されることにより、利益相反が生じる可能性がある。例えば、投資

運用会社は、運用実績に基づく報酬を支払うアカウントから、より高い報酬を受け取る可能性がある状
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態で少ない投資機会を配分する際、利益相反に直面し得る。こうした利益相反に対応するため、投資運

用会社は、自己の投資顧問会社としての義務に一致すると考える方法で投資機会を配分する際に従う方

針および手続を採択した。下記の「マスター・ポートフォリオおよびその他のアカウントの間の投資機

会の配分」を参照のこと。しかしながら、マスター・ポートフォリオによる投資の額、時期、構成また

は条件が、他のアカウントのこれらとは異なる可能性があり、パフォーマンスは他のアカウントのパ

フォーマンスより低くなる可能性もある。

 

ゴールドマン・サックスの仲介業者との金銭的およびその他の関係から生じる販売に関するインセン

ティブおよび関連する利益相反

 

　ゴールドマン・サックスおよびその従業員（投資運用会社の従業員を含む。）は、マスター・ポート

フォリオとの取引またはマスター・ポートフォリオのための取引を推奨し、またはこれらを行なう販売

会社、コンサルタントおよびその他の者と関係（マスター・ポートフォリオに関連か否かを問わず、ま

た、募集、仲介、助言および取締役会に関する関係を含むがこれらに限定されない。）を有する可能性

がある。かかる販売会社、コンサルタントおよびその他の者は、かかる関係に関連し、ゴールドマン・

サックスまたはマスター・ポートフォリオから報酬を受け取る可能性がある。かかる関係により、販売

会社、コンサルタントおよびその他の当事者は、マスター・ポートフォリオの販売促進のためのインセ

ンティブが生じるような利益相反に直面する可能性がある。

 

　ゴールドマン・サックスおよびマスター・ポートフォリオは、マスター・ポートフォリオの販売促進

のために、授権されたディーラーおよびその他の金融仲介機関および営業担当者に対し支払いを行なう

場合がある。かかる支払いは、ゴールドマン・サックスの資産またはゴールドマン・サックスに支払わ

れる金額から行われる。かかる支払いにより、かかる者がマスター・ポートフォリオを強調し、宣伝

し、または推奨するインセンティブが生じる可能性がある。

 

マスター・ポートフォリオとその他のアカウントとの間の投資機会の配分

 

　投資運用会社は、マスター・ポートフォリオの投資目的と同様の投資目的を有し、また、マスター・

ポートフォリオと同様の有価証券もしくはその他の商品、セクターまたは戦略に投資を行なう可能性の

ある、またはこれらの投資対象を売却する可能性のある複数のアカウント（ゴールドマン・サックスお

よびその従業員が利害を有するアカウントを含む。）について、運用または助言を行なうことができ

る。これにより、特に、投資機会の利用可能性が限定されている場合（例えば、地域市場および新興市

場、ハイ・イールド債、確定利付き証券、規制された業界、不動産資産、オルタナティブ投資ファンド

の一次的および二次的利益、新規株式公募／新規発行への投資の場合など）、またはかかる投資機会の

流動性が限られている場合に、潜在的利益相反が生じる可能性がある。

 

　かかる潜在的利益相反に対応するために、投資運用会社は、アカウントのためにポートフォリオの決

定を行なっているゴールドマン・サックスの従業員は、投資運用会社の信認義務に伴うアカウントのた

めに売買の決定を行なうこと、また、かかるアカウント間で投資機会を配分することなどを定めた配分

方針および手続を策定した。かかる方針および手続により、特定のポートフォリオ・マネジメント・

チームによって運用される適格アカウントの限られた投資機会は、（投資運用会社によって決定される

基準により、）比例按分方式で配分されることになり得るが、下記の多くの他の要因を反映する配分と

なる場合も多々ある。異なるポートフォリオ運用チームによって運用されるアカウントは、配分の目的

上個別に検討され得る。マスター・ポートフォリオが投資機会の割当を受けない場合に、特定のアカウ

ントが投資機会の割当を受ける場合もあり得る。

 

　マスター・ポートフォリオおよびその他のアカウントのための配分に関連する決定は、以下を含むが

これらに限定されない一または複数の要素を参考に行なわれる。アカウントのポートフォリオおよびそ
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の投資期間、投資目的、投資ガイドラインおよび投資制限（特定のアカウントまたはアカウント間の保

有に影響を及ぼす法律上および規制上の制限を含む。）、戦略適合性およびその他のポートフォリオ運

用に関する考慮事項（異なる戦略のための異なる期待投資率を含む。）、マスター・ポートフォリオお

よび関連するアカウントの将来の期待キャパシティ、投資運用会社の仲介に係る裁量の制限、現金およ

び流動性に関する考慮事項、および他の適切な投資機会の利用可能性。適格性に関する考慮事項、評判

に関する事項およびその他の考慮事項も検討され得る。また、投資運用会社は、アカウントに対し投資

に関する推奨を行なう場合があるが、アカウントは、投資運用会社とは独立して投資を行なう。投資機

会の利用可能性が制限されている場合において、かかるアカウントがマスター・ポートフォリオよりも

前に投資機会に投資した場合は、マスター・ポートフォリオの投資機会の利用可能性は、投資運用会社

の投資対象の配分に関する方針にかかわらず、低下することになる。

 

　投資運用会社は、随時、新たな取引戦略を策定および実行し、新たな取引戦略および投資機会に参加

することができる。かかる戦略および機会は、アカウントの目的と合致していたとしても、すべてのア

カウントにおいて採用されるわけではなく、または採用されたアカウント間において比例的に用いられ

ない場合もある。

 

　異例な市場環境においては、投資運用会社は、通常の取引配分慣行を逸脱する可能性がある。例え

ば、これは、通常、レバレッジあり、および／またはロング・ショートのアカウントと通常は並行して

運用されるレバレッジなし、および／またはロングのみのアカウントの運用に関し、発生する可能性が

ある。

 

　ＧＳＡＭおよびマスター・ポートフォリオは、投資機会に関する通知を受け取り、または投資機会に

参加する可能性がある。関連ある投資運用会社は、その単独裁量により、マスター・ポートフォリオが

かかる投資機会に参加するか否かを決定し、また、投資者は、マスター・ポートフォリオがかかる投資

機会に参加することを予測すべきではない。上記にかかわらず、マスター・ポートフォリオは、ゴール

ドマン・サックスの事業およびＧＳＡＭ以外の関連会社が調達した投資機会を得る場合もあれば得ない

場合もあるが、いかなる場合も、かかる投資機会に関する権利は有さない。マスター・ポートフォリオ

が参加しない投資機会またはその一部は、他のアカウント、ゴールドマン・サックス（ＧＳＡＭを含

む。）、マスター・ポートフォリオのすべてのもしくは特定の投資者、またはゴールドマン・サックス

が自身の単独の裁量により決定するその他の個人もしくは法的主体に提供され得るものとし、マス

ター・ポートフォリオは、かかる投資機会に関する報酬を受け取らないものとする。

 

投資運用会社によるマスター・ポートフォリオの運用

 

ゴールドマン・サックスが保有する情報に関連する潜在的制限および問題点

 

　ゴールドマン・サックスは、ゴールドマン・サックス内の異なる事業部門間の情報の交換に対応する

ために、一定の情報障壁およびその他の方針を策定した。情報障壁が設けられたことにより、投資運用

会社は、通常、ゴールドマン・サックスの他の部門の情報および従業員にアクセスすることはできず、

または制限されたアクセスしかできず、また、通常、かかる他の部門が保有する情報の恩恵を受けてマ

スター・ポートフォリオの運用を行なうこともできない。かかる他の部門（ゴールドマン・サックスの

プライム・ブローカー業務および管理事務業務を含むがこれらに限定されない。）は、投資運用会社が

入手することのできない詳細な情報（投資運用会社に知られた場合、投資運用会社がマスター・ポート

フォリオによって保有されている投資対象の処分、保有または利益拡大、またはマスター・ポートフォ

リオのために一定のポジションを取得、またはその他の行為を行なうことになり得る市場および投資対

象に関する情報を含む。）への広範なアクセスを有している。ゴールドマン・サックスは、投資運用会

社またはマスター・ポートフォリオのための意思決定に関係する投資運用会社の従業員がかかる情報を

入手できるようにする義務、受託者としての義務もしくはその他の任務を負わないものとする。さら
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に、ゴールドマン・サックスは、マスター・ポートフォリオのために、ゴールドマン・サックスの取引

活動、戦略もしくは見解、または他のアカウントのための活動、戦略もしくは見解に関する一切の情報

を入手できるようにする義務は負わないものとする。ＧＳＡＭ内の異なるポートフォリオ・マネジメン

ト・チームは、マスター・ポートフォリオに不利となり得る方法で、当該チームが助言を行なうアカウ

ントに関し、情報に基づく決定または行為を行なう（または行為を行なうことを回避する）可能性があ

る。かかるポートフォリオ・マネジメント・チームは、マスター・ポートフォリオのポートフォリオ・

マネジメント・チームと情報を交換しない可能性があり（一定の情報障壁およびその他の方針による場

合を含む。）、また、情報を交換する義務もない。

 

マスター・ポートフォリオの投資対象の評価

 

　投資運用会社は、マスター・ポートフォリオの証券および資産に関し、特定の評価サービスを行な

う。投資運用会社は、マスター・ファンドの評価方針に従って、マスター・ポートフォリオの証券およ

び資産を評価する。投資運用会社は、同一の資産について、ゴールドマン・サックスの他の部門または

ユニットの評価とは異なる評価を行なう可能性がある（かかる他の部門またはユニットは、投資運用会

社と共有していない評価手法および評価モデルに関する情報、またはその他の情報を有しているた

め）。これは、特に評価することが困難な資産の場合に起こり得る。また、投資運用会社は、異なるア

カウントの同一の資産について異なる評価を行なう可能性がある（例えば、異なるアカウントは、それ

ぞれを規定する契約により異なる評価ガイドラインに従うため、またはアカウントのための評価を行な

うために異なる第三者ベンダーが採用されるため、またはアカウントは、ＧＳＡＭ内の異なるポート

フォリオ・マネジメント・チームによって運用もしくは助言されるため。）。かかる評価は、投資運用

会社の報酬に影響を及ぼすため、投資運用会社は、かかる評価に関し、利益相反に直面する可能性があ

る。

 

他のアカウントのためのゴールドマン・サックスおよび投資運用会社の業務

 

　マスター・ポートフォリオのための投資運用会社の決定および業務は、他のアカウントのための決定

および業務とは異なる可能性がある。一もしくは複数のアカントに対し行なわれた助言、投資決定また

は議決権に関する決定は、マスター・ポートフォリオに対し行なわれた助言または投資決定と競合し、

影響を及ぼし、異なり、対立し、またはタイミングが異なる可能性がある。

 

　世界中の金融市場におけるゴールドマン・サックスの業務の範囲は、マスター・ポートフォリオに潜

在的悪影響を及ぼす可能性がある。ゴールドマン・サックス、ゴールドマン・サックスが助言を行なう

顧客およびゴールドマン・サックスの従業員は、マスター・ポートフォリオの投資目的またはポート

フォリオと類似したもしくは相反する投資目的またはポートフォリオを有するアカウントおよび／また

はマスター・ポートフォリオと同一のタイプの証券およびその他の商品に関する取引を行ない、競合す

るアカウントに関し利益を有し、またこれらに助言を行なう。かかるアカウントによる取引には、マス

ター・ポートフォリオが投資する証券またはその他の商品と同一もしくは関連する証券またはその他の

商品が含まれる可能性があり、マスター・ポートフォリオまたはマスター・ポートフォリオの取引が行

なわれる際の価格もしくは条件にマイナスの影響を及ぼす可能性がある。例えば、アカウントがある戦

略を実行している間に、マスター・ポートフォリオが同一のまたは異なる戦略を実行する可能性があ

り、これによりマスター・ポートフォリオが直接的または間接的に不利益を被る可能性がある。また、

マスター・ポートフォリオとアカウントは、同一証券に関し、異なる投票を行ない、または異なる行為

を行ない、または異なる行為を回避する可能性があり、これによりマスター・ポートフォリオは不利益

を被る可能性がある。一方ではゴールドマン・サックスまたはアカウントが、また、他方ではマス

ター・ポートフォリオが、異なるクラスの証券または同一発行体の資本構成の異なる部分に投資するま

たは信用を供与する可能性があり、これにより、ゴールドマン・サックスまたはアカウントがマス

ター・ポートフォリオに悪影響を及ぼす行為を行なう可能性がある。さらに、ゴールドマン・サックス
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（投資運用会社を含む。）は、マスター・ポートフォリオが投資する発行体と同一の発行体の資本構成

の異なる部分、またはマスター・ポートフォリオが投資する証券に劣後する、またはマスター・ポート

フォリオが投資する証券に優先するクラスの証券に関し、アカウントに助言を行なう可能性がある。そ

の結果、ゴールドマン・サックスは、マスター・ポートフォリオが投資した特定の発行体に関し、アカ

ウントのために、権利を行使する、もしくは行為を行なう、または権利の行使もしくは行為を回避する

ことになる可能性がある。ゴールドマン・サックスまたはアカウントが利益を得る期間において、マス

ター・ポートフォリオが損失を被る可能性もある。上記のマイナスの影響は、小型株、新興市場、経営

不振企業の証券、または流動性の低い戦略に関する取引に関して、またはマスター・ポートフォリオが

これらを採用する場合により顕著となる可能性がある。

 

　ゴールドマン・サックスおよびその従業員は、マスター・ポートフォリオの利益および業務と一致し

ない、またはこれらに悪影響を及ぼす投資決定を行ない、助言を行ない、異なる投資上の見解を提供

し、またはリサーチもしくは評価に関する見解を有する可能性がある。同様に、投資運用会社の複数の

投資チームは、ある発行体またはある証券に関し異なる投資上の見解を有する可能性があり、また、マ

スター・ポートフォリオに関し、マスター・ポートフォリオの投資チームがとるポジションは、投資運

用会社の他の投資チームの助言を受けるアカウントの利益および業務と一致しない、またはかかる利益

および業務による悪影響を受ける可能性がある。リサーチ、分析または見解は、異なる時期に顧客また

は潜在的顧客に提供される可能性がある。ゴールドマン・サックスは、リサーチまたは分析を公開前に

マスター・ポートフォリオに提供する義務はない。投資運用会社は、マスター・ポートフォリオのため

に投資決定を行なう責任があり、また、かかる投資決定は、ゴールドマン・サックスが他のアカウント

のために行なった投資決定または推奨とは異なる可能性がある。ゴールドマン・サックスは、一もしく

は複数のアカウントのために、かかるアカウントの運用方針に従って、マスター・ポートフォリオのた

めに実行した同様の投資決定または投資戦略より前に、これらと同時期にまたはこれらより後に投資決

定または投資戦略を実行する可能性がある。アカウントのための投資決定または投資戦略の実行の時期

とマスター・ポートフォリオのための投資決定または投資戦略の実行の時期が異なることにより、マス

ター・ポートフォリオが不利益を被る可能性がある。市場の影響、流動性の欠如、またはその他の要因

を含む特定の要因により、マスター・ポートフォリオの売買益が減少する、またはかかる投資決定もし

くは投資戦略の実行に関連する費用が増大する、または不利益を被る可能性がある。

 

　投資運用会社は、ゴールドマン・サックスが関連し、助言し、またはゴールドマン・サックスもしく

はアカウントが株式、債券またはその他の持ち分を有する会社へのゴールドマン・サックスまたは他の

アカウントの投資の収益性およびかかる会社に関する投資事業の収益性を高めるため、適用法に従っ

て、マスター・ポートフォリオに対し、かかる会社の証券、バンク・ローン、またはその他の債券に投

資するよう、または他のアカウントが投資対象に関する義務を免除されることになるか、もしくは投資

対象を売却することになる取引を行なうよう促す可能性がある。

 

　投資運用会社は、投資運用会社の従業員および投資運用会社を支援するゴールドマン・サックスの特

定のその他の従業員は、適用され得る連邦証券法を遵守すること、また、顧客の利益をまず個人の証券

取引に充てることを定める、投資顧問法のルール204A－１に基づく倫理規程（以下「倫理規程」とい

う。）を採用した。倫理規程は、利益相反を回避するために対象者の個人口座における証券取引に関

し、一定の制限を課している。対象者は、倫理規程の制限に従って、自身の個人口座のために証券また

はその他の投資対象の売買を行う（マスター・ポートフォリオへの投資を含む。）可能性があり、ま

た、マスター・ポートフォリオがとるポジションと同一または異なるポジションをとり、または異なる

時期に行ったポジションをとる可能性がある。さらに、ゴールドマン・サックスの従業員（投資運用会

社の従業員を含む。）は、機密情報および財産に関する情報、情報障壁、個人投資、外部の事業および

個人取引に関する全社的方針および手続に従うものとする。

 

ゴールドマン・サックスは、自ら業務を行なうか、または外部委託することができる
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　ゴールドマン・サックス（投資運用会社を含む。）は、適用法に従って、随時、投資者に通知するこ

となく、自らの事務管理人またはその他の立場でマスター・ポートフォリオに提供する様々なサービス

に関連する特定の業務を社内で行なうか、または外部委託することができる。かかる社内における業務

遂行または外部委託により、さらなる利益相反が生じる可能性がある。

 

ゴールドマン・サックスは、投資運用会社以外の資格においてマスター・ポートフォリオに対する業務

を行なう可能性がある

 

自己勘定取引およびクロス取引

 

　マスター・ポートフォリオのために行動する投資運用会社は、適用法および投資運用会社の方針によ

り認められる場合、ゴールドマン・サックスとの、またはゴールドマン・サックスを通じ、もしくは投

資運用会社が運用するアカウントにおける証券およびその他の商品の取引を行なう可能性があり、ま

た、マスター・ポートフォリオが、投資運用会社が自らのために当事者として行為する取引（自己勘定

取引）を行ない、取引の両当事者に対し助言する（クロス取引）を行ない、また、取引の一方当事者で

あるマスター・ポートフォリオおよび他方当事者である取引アカウントのブローカーとして行為し、手

数料を受け取る（代理人クロス取引）ことができる。かかる取引に関しては、潜在的利益相反または規

制上の問題が生じる可能性があり、これにより、マスター・ポートフォリオのためのかかる取引を行な

う投資運用会社の決定が制限される可能性がある。ゴールドマン・サックスは、かかる取引の当事者に

対して潜在的利害の対立する忠実義務および責任を有する可能性があり、かかる取引および利益相反に

関する方針および手続きを策定した。自己勘定取引、クロス取引または代理人クロス取引は、受託者責

任（開示および同意を含む。）および適用法に従って行なわれる。受益者は、当初口座契約を締結する

ことにより、マスター・ポートフォリオで認められる限度において、自己勘定取引、クロス取引または

代理人クロス取引を締結することに同意したことになる。

 

　当初口座契約に基づき、また、適用法により認められる範囲内において、マスター・ポートフォリオ

および／または投資運用会社は、マスター・ポートフォリオの承認を必要とする、または投資運用会社

がマスター・ポートフォリオおよび受益者のために承認するよう努める事項を検討および承認する、ま

たは否認する権限（制限なしで）を有するものとするが、いかなる方法によってもそれらを要求される

ことはないものとする。

 

ゴールドマン・サックスは、複数の商業上の資格において行為する可能性がある

 

　ゴールドマン・サックスは、マスター・ポートフォリオまたはマスター・ポートフォリオが保有する

証券の発行体のために、ブローカー、ディーラー、代理人、貸し手もしくはアドバイザー、またはその

他の商業的立場を有する者として行為する可能性がある。ゴールドマン・サックスは、かかる業務の提

供に関し報酬を受け取る権利を有するが、マスター・ポートフォリオは、かかる報酬を受け取る権利は

ない。ゴールドマン・サックスは、ゴールドマン・サックスに有利なかかる業務に関し、手数料および

その他の報酬を受け取る権利を有し、また、マスター・ポートフォリオに悪影響を及ぼすかかる業務の

提供に関し、自身の利益のために商業上の措置をとることができる。例えば、ゴールドマン・サックス

は、マスター・ポートフォリオが履行を怠り、資産を清算し、または持ち分の買戻しを受けるよう望ま

しい時期よりも早い段階で（かつ著しく低い価格で、）手配することができる。さらに、ゴールドマ

ン・サックスは、自身のプライムブローカレッジおよびその他の業務に基づくファンド、マーケットお

よび証券に関するアクセスおよび知識により、マスター・ポートフォリオに不利となり得る方法で、マ

スター・ポートフォリオが直接的または間接的に保有する投資対象の持ち分について、情報に基づく決

定を行なうか、または措置をとる（または措置をとることを控える）可能性がある。また、ゴールドマ

ン・サックスは、マスター・ポートフォリオまたはマスター・ポートフォリオが投資する証券の発行体
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に様々な業務を提供する可能性があり、これにより、ゴールドマン・サックスは、手数料、報酬、対価

またはその他の恩恵を受け、ゴールドマン・サックスと様々な当事者との関係が強化され、さらなる事

業の発展が促され、また、ゴールドマン・サックスは、追加の業務を取得し、追加の収益を得ることが

できるようになる。

 

　さらに、ゴールドマン・サックスは、受益者に対し貸付を行い、または受益者の受益証券に質権もし

くは抵当権（かかる受益者がその義務を履行しなかった場合は、かかる受益証券を買い戻す権利をゴー

ルドマン・サックスに提供する。）を設定することにより保証されるのと同様の取引を締結する可能性

がある。

　かかる取引および関連する買戻しは、規模が大きくなる可能性があり、また、受益者に通知すること

なく行なわれる可能性がある。

 

　ゴールドマン・サックスまたはアカウント（ゴールドマン・サックスの従業員による投資促進のため

に設定されたアカウントを含む。）は、適用法に従って、マスター・ポートフォリオに対してまたはマ

スター・ポートフォリオと並行して投資を行うことができる。かかる投資は、他の受益者よりも有利な

条件で行なわれる可能性があり、また、マスター・ポートフォリオのかなりの割合を占める可能性があ

る。これに反する内容の契約により、別途規定されない限り、ゴールドマン・サックスまたはアカウン

トは、受益者に通知することなく、またはマスター・ポートフォリオのポートフォリオへの影響（悪影

響となりうる。）を考慮することなく、いつでも、マスター・ポートフォリオの持ち分の買い戻すこと

ができる。ゴールドマン・サックスは、マスター・ポートフォリオに関連して、またはマスター・ポー

トフォリオの裏付証券もしくは資産に関連して、またはマスター・ポートフォリオのパフォーマンスに

基づくかもしくはマスター・ポートフォリオのパフォーマンスを繰り返しもしくはヘッジするためにデ

リバティブ（金融派生商品）を設定、引き受け、売却、発行、投資するか、または販売会社として行為

することができる。かかるデリバティブ取引および関連するヘッジ取引は、マスター・ポートフォリオ

の取引とは異なり、また、マスター・ポートフォリオの利益に悪影響となりうる可能性がある。

 

　ゴールドマン・サックスは、顧客に対し貸付けを行ない、またはマスター・ポートフォリオの受益証

券以外の顧客の資産または持ち分によって担保されている顧客とのアセット・ベースの、もしくはその

他の信用供与または類似の取引を締結する可能性がある。貸し手としての権利に関連して、ゴールドマ

ン・サックスは、借り手に悪影響を及ぼす可能性があり、また、マスター・ポートフォリオにも悪影響

を及ぼす可能性がある（例えば、マスター・ポートフォリオが貸付のための担保となっている証券また

はその他の資産と同一のタイプの証券またはその他の資産を保有している場合、マスター・ポートフォ

リオは、ゴールドマン・サックスによる行為に対し借り手が資産を清算した場合に不利益を被る可能性

がある。）。

 

投資運用会社による代理議決権

 

　投資運用会社は、顧客（マスター・ポートフォリオを含む。）のために行なう議決権の代理行使に関

する意思決定が利益相反の影響を受けることを防止するため、また、かかる意思決定が自身の顧客に対

する信認義務に基づきなされるよう策定された方針および手続を採択した。かかる議決権の代理行使に

関する方針および手続にかかわらず、マスター・ポートフォリオによって保有されている証券に関し投

資運用会社が行なう議決権の代理行使に関する意思決定が、ゴールドマン・サックスおよびマスター・

ポートフォリオ以外のアカウントの利益になる可能性がある。

 

ゴールドマン・サックスおよびマスター・ポートフォリオの投資機会および投資活動に関する潜在的制

限

 

EDINET提出書類

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・リミテッド(E31838)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

109/136



　投資運用会社は、様々な状況（適用され得る規制上の条件、ゴールドマン・サックスによって保有さ

れている情報、ゴールドマン・サックスの社内方針および／またはアカウント（マスター・ポートフォ

リオを含む。）に関する潜在的評判リスクによる状況を含む。）において、マスター・ポートフォリオ

のために自身の投資決定および投資活動を制限する可能性がある。その結果、投資運用会社は、マス

ター・ポートフォリオ以外のゴールドマン・サックスの投資活動を考慮して、マスター・ポートフォリ

オのための取引を行なうことができない可能性がある（例えば、投資運用会社は、ゴールドマン・サッ

クスがポジション制限を超えることになる、またはゴールドマン・サックスに追加の開示義務を負わせ

ることになるマスター・ポートフォリオのための投資を行なうことを差し控える可能性があり、また、

ゴールドマン・サックスが引受けまたはその他の販売を行なっている証券の売買を制限する可能性があ

る。）。また、投資運用会社は、類似の投資戦略を追求する他のアカウントがかかる投資機会の持ち分

を取得することができるように入手可能性を制限している投資機会へのマスター・ポートフォリオの持

ち分を減らす可能性がある。また、投資運用会社は、マスター・ポートフォリオのために公募証券の売

買取引を行なう際、重大な非公開情報を取得または使用することを許可されていない。また、投資運用

会社は、マスター・ポートフォリオが行なう投資活動および取引を制限する可能性があり、また、評判

またはその他の理由によりマスター・ポートフォリオのための権利の行使を制限する可能性がある

（ゴールドマン・サックスがかかる投資活動または取引に関与する法的主体に対しアドバイスもしくは

サービスを提供する場合（または提供する可能性がある場合）、ゴールドマン・サックスまたはアカウ

ントが、マスター・ポートフォリオのために検討されていた取引と同一もしくは関連する取引を行なっ

ている、または行なう可能性がある場合、ゴールドマン・サックスまたはアカウントがかかる投資活動

または取引に関与する法的主体に関する持ち分を有する場合、またはかかる投資活動、取引もしくはマ

スター・ポートフォリオのための、もしくはマスター・ポートフォリオに関するかかる権利の行使が、

ゴールドマン・サックス、投資運用会社またはこれらの投資活動に影響を及ぼす可能性がある場合を含

む。）。投資運用会社は、他のアカウントのためではなく、マスター・ポートフォリオのための自身の

投資決定および投資活動を制限する可能性がある。

 

ブローカー取引

 

　投資運用会社は、投資に関する意思決定プロセスにおいて投資運用会社に適切な支援を行なうと考え

られる独占的もしくは第三者の売買委託およびリサーチ業務（「売買委託およびリサーチ業務」と総称

する。）を投資運用会社、マスター・ポートフォリオ、これらの関連会社およびゴールドマン・サック

スの他の従業員に提供する証券会社（投資運用会社の関連会社を含む。）を選定することができる。そ

の結果、投資運用会社は、かかる売買委託およびリサーチ業務に関し、「ソフト」ダラーまたはコミッ

ション・ダラーを支払う可能性がある。ただし、かかる業務がマスター・ポートフォリオへの投資業務

の提供を補助すること、また、かかるブローカー・ディーラーが最善の執行に同意することを条件とす

る。

　投資運用会社が売買委託およびリサーチ業務の提供を受けるために顧客の手数料を使用する場合、投

資運用会社自身は、売買委託およびリサーチ業務を行い、またはこれについて支払いを行なう必要がな

いため、投資運用会社にとって有益なこととなる。その結果、投資運用会社は、最も有利な執行を受け

るというその顧客の権利のみではなく、かかる証券会社から売買委託およびリサーチ業務の提供を受け

る投資運用会社の権利に基づき証券会社を選定または推奨するインセンティブを持つ可能性がある。証

券会社に支払われる「手数料」（ＳＥＣによって幅広く定義されており、マーク・アップ、マーク・ダ

ウン、手数料に相当するもの、または特定の状況におけるその他の報酬を含む。）が投資運用会社に提

供される売買委託およびリサーチ業務の価値に対して合理的であると誠意をもって決定する投資運用会

社の義務に従って、投資運用会社は、ソフト・ダラーの恩恵の代わりに他の証券会社によって請求され

る金額よりも高い金額の手数料をマスター・ポートフォリオが支払うよう手配することができる。

 

　証券会社によって提供される売買委託およびリサーチ業務に関する投資運用会社の評価は、取引を行

なう証券会社を選定する際の重要な要素となる可能性がある。そのため、投資運用会社は、特定のポー
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トフォリオ・マネジメント・チームが参加し、投資運用会社の従業員が、売買委託およびリサーチ業務

を提供する証券会社を格付けする投票プロセスを設けた。最良の執行を追求する投資運用会社の義務に

従って、投資運用会社は、投票プロセスの結果に基づき、証券会社の間で取引を配分するものとする。

 

　売買委託およびリサーチ業務は、マスター・ポートフォリオおよびその他の一切のまたはすべてのア

カウント（証券会社に手数料を支払わないアカウントを含む。）に対し、売買委託およびリサーチ業務

に関する取決めに関連する業務を提供するために用いられる可能性がある。その結果、売買委託および

リサーチ業務（ソフト・ダラーの利益を含む。）は、マスター・ポートフォリオによって支払われる手

数料の相対的な金額により、マスター・ポートフォリオに比べ、他のアカウントに対し、不相応な利益

をもたらす可能性がある。投資運用会社は、ソフト・ダラー・ベネフィットを顧客間で比例按分計算に

より配分することを試みることはなく、または売買委託およびリサーチ業務が特定のアカウントまたは

アカウント・グループに関連する手数料にもたらす恩恵を追跡することも試みないものとする。

 

投資運用会社による取引の合算

 

　投資運用会社は、注文が同時に執行されるよう、複数のアカウント（ゴールドマン・サックスが持ち

分を有するアカウントを含む。）の同一の証券に関する買いまたは売り注文を合算すること（「バンチ

ング」（一括処理）と呼ばれる場合がある。）ができる方針および手続に従うものとする。投資運用会

社は、通常、適切とみなす場合および顧客の利益になるとみなす場合、注文を統合するものとする。ま

た、特定の状況において、マスター・ポートフォリオの取引は、ゴールドマン・サックスの資産を含む

アカウントと統合され得る。

 

　一括処理注文が完全に執行された時点で、投資運用会社は、通常、買いまたは売り注文に基づき、参

加アカウントの間で買い付けされた証券または売却手取金を比例按分計算により配分するものとする。

特定のブローカー・ディーラーにおける注文が、複数の取引によって、異なる価格で執行された場合、

通常、すべての参加アカウントは、端株、四捨五入、および市場の慣例に従って、平均価格を受領する

ものとし、また、平均手数料を支払うものとする。一括処理または統合された注文に関し、すべてのア

カウントが同一の手数料または手数料に相当する料金が請求されない場合もある。

 

　特定の状況において、合算する場合もあるものの、注文に関するポートフォリオ・マネジメントの決

定が個別のポートフォリオ・マネジメント・チームによって行なわれる場合、または投資運用会社の実

務上またはその他の見通しにより、バンチング、合算もしくはネッティングが適切でない場合、または

実行可能でない場合、または合算することが適用され得る規制上の配慮から適切でない場合、投資運用

会社は、異なるアカウント（マスター・ポートフォリオを含む。）のための注文を合算しないものと

し、また、マスター・ポートフォリオのための買いおよび売り注文を相殺しないものとする。投資運用

会社は、統合されていないアカウントの取引に関してよりも、統合された取引に関して、より高い価格

およびより低い手数料の交渉を行なうことができる可能性があり、また、ネッティングされていない取

引よりもネッティングされた取引に関して、負担する取引費用が減額される可能性がある。マスター・

ポートフォリオの取引が他の注文と統合されない場合、またはマスター・ポートフォリオの注文とネッ

ティングが行われない場合、マスター・ポートフォリオは、より高い価格およびより低い手数料または

より低い取引費用からの利益を受けることはできない。

 

＜訂正後＞

利益相反

 

　管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、総販売会社、管理事務代行会社、受託会社、登録・名義

書換事務代行会社およびこれらの各関連会社は、随時、ファンドの投資目的と類似した投資目的を有す

る他の投資信託に関連する取締役、投資顧問会社、副投資顧問会社、販売会社、管理事務代行会社、登
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録・名義書換事務代行会社または受託会社として行為すること、もしくは他の方法により他の投資信託

に投資することができる。従って、事業の過程において、こうした者のいずれかとファンドまたは受益

者との間に潜在的利益相反が生じる可能性がある。それぞれは、常に、このような場合において、ファ

ンドに対する自身の義務に配慮するものとする。投資顧問会社、総販売会社、管理事務代行会社、受託

会社、登録・名義書換事務代行会社およびこれらの各関連会社は、随時、当事者としてまたは代理人と

して、ファンドと取引を行うことができる。ただし、かかる取引は、独立当事者間で交渉される通常の

商業上の条件で実行されるかのように行われるものとし、受益者の最良の利益となるものとする。取引

は、(ⅰ）受託会社（受託会社が関係する取引の場合は、管理会社）によって、独立しており、かつ資格

を有すると認められた者によって認証されたこのような取引の評価が得られた場合、または(ⅱ）このよ

うな取引が組織化された投資取引所の規則に従ってこのような取引所において最良の条件で実行される

場合、または(ⅲ）(ⅰ)または(ⅱ)が実行不可能な場合は、かかる取引が、受託会社（受託会社が関係す

る取引の場合は、管理会社）が独立当事者間で交渉される通常の商業上の条件であると確信し、かつ取

引日において受益者の最良の利益となる条件で実行される場合、独立当事者間で交渉される通常の商業

上の条件で実行されたとみなされる。

 

　管理会社は、管理会社の利益相反方針に基づきあらゆる利益相反が公正に、かつ受益者の最良の利益

となるように解決されるよう努める。管理会社が(ⅰ）上記の義務が関連当事者とのすべての取引に適用

されるための取決めが存在しており、また(ⅱ）期間中に締結された関連当事者との間の取引が上記の義

務を果たしていると認められるかという点に関しては、年次報告書および半期報告書に記載されるもの

とする。

 

　信託証書は、非上場証券の予想実現価額を決定する際、管理事務代行会社は、権限のある者（受託会

社の承認を得て、取締役によって承認された者）の予想価額を受諾することができる旨規定している。

管理会社は評価会社を適格者として任命し、管理事務代行会社は、かかる目的上、評価会社によって提

供された予想価額を受諾することができる。投資者は、かかる状況において、証券の予想実現価額が高

ければ高いほど管理会社または投資顧問会社に支払われるべき報酬も高くなるため、利益相反が発生す

る可能性があることを認識しておくべきである。
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　マスター・ファンドの利益相反に関する詳細については、「マスター・ファンドに関するリスク考

察」という見出しの本書の項を参照のこと。

 

潜在的利益相反

 

　管理会社、マスター・ファンドの取締役およびマスター・ファンドの投資運用会社、販売会社、管理

事務代行会社、保管銀行、登録・名義書換事務代行会社およびこれらの関連会社は、随時、マスター・

ファンドまたはその投資者の投資目的と類似した投資目的を有する他の投資信託に関連する取締役、管

理会社、投資運用会社、投資顧問会社、販売会社、管理事務代行会社、名義書換事務代行会社、または

保管銀行として行為すること、もしくは別途他の投資信託に投資することができる。従って、業務の過

程において、かかる者のいずれかとマスター・ファンドとの間に潜在的利益相反が生じる可能性があ

る。それぞれの者は、常に、このような場合において、マスター・ファンドに対する自身の義務および

特に、利益の相反が生じる可能性がある投資を行う際には受益者の最善の利益のために行為する義務に

配慮し、当該利益相反が公正に解決されるよう努力し、特に投資運用会社は、マスター・ファンドへの

投資機会の配分において投資運用会社が誠実に公正かつ公平と考える方法で行為する。投資資産の予想

実現価値決定の際、相手方の見積もりが用いられることがある。この場合、投資者は証券の予想実現価

値が高ければ高いほど管理会社または投資運用会社に支払われるべき報酬が高くなるため利益相反が発

生する可能性があることを認識しておくべきである。

 

　管理会社、投資運用会社、販売会社、管理事務代行会社、保管銀行、登録・名義書換事務代行会社お

よびこれらの関連会社は、随時、当事者としてまたは代理人として、マスター・ファンドと取引を行な

うことができる。ただし、かかる取引は、独立当事者間で交渉される通常の商業上の条件で実行される

のと同様に行われるものとする。取引は、(ⅰ）保管銀行（または保管銀行が関係する取引の場合は、マ

スター・ファンドの取締役）によって独立した適格者によって承認されたかかる取引の評価が得られた

場合、または(ⅱ）かかる取引が組織化された投資対象の取引所の規則に従って当該取引所において最良

の条件で実行される場合、または(ⅲ）(ⅰ)および(ⅱ)が不可能な場合は、かかる取引が、保管銀行（ま

たは保管銀行が関係する取引の場合は、マスター・ファンドの取締役）が独立当事者間で交渉される通

常の商業上の条件であると確信し、かつ取引日において受益者の最良の利益となる条件で実行される場

合、独立当事者間で交渉される通常の商業上の条件で実行されたとみなされる。

 

　マスター・ファンドおよび管理会社の取締役会の各氏は、自身の利益相反方針に従って、あらゆる利

益相反が公正に、かつ受益者の最良の利益となるように解決されるよう努めるものとする。マスター・

ファンドは、マスター・ファンドに対し様々な業務を提供するためにゴールドマン・サックスを任命

し、ゴールドマン・サックスがマスター・ファンドの利益相反方針に従って行為すると信じている。

ゴールドマン・サックスが下記の様々な業務を行なうことにより利益相反が生じる可能性がある。

 

　現在生じている当該利益相反を緩和するための方針および手続きの適用にかかわらず生じる可能性が

ある利益相反の一般的性質または原因は、本書において記載される。

 

マスター・ポートフォリオに関連する利益相反の概要

 

　マスター・ファンドは、マスター・ファンドに対して様々な業務を提供するゴールドマン・サックス

（本「利益相反」の項において、ゴールドマン・サックス・グループ・インク、管理会社、投資運用会

社およびこれらの関連会社、取締役、パートナー、受託者、経営者、メンバー、役員および従業員をい

う。）を（管理会社および管理会社の委託先を通して直接的に）任命し、ゴールドマン・サックスが管

理会社の利益相反方針に従い行為することに依拠する。ゴールドマン・サックスは、世界的なフル・

サービスの投資銀行、証券会社、資産管理会社金融サービス会社であり、また、世界的な大手金融市場

参加者である。上記の通り、ゴールドマン・サックスは、多様な顧客に対し、幅広い金融サービスを提
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供している。上記の資格およびその他の資格において、ゴールドマン・サックスは、あらゆる市場およ

び取引において顧客に対し助言を行なっており、自身の勘定または顧客および従業員の勘定で、顧客の

勘定および関係ならびに自身がスポンサーとなり、管理し、また助言する商品（かかるゴールドマン・

サックスの勘定またはその他の顧客の勘定（マスター・ポートフォリオを含む。）、関係および商品を

「アカウント」と総称する。）を通して多岐にわたる投資対象を購入、売却、保有しており、またこれ

らの推奨を行なっている。ゴールドマン・サックスは、マスター・ポートフォリオが直接的または間接

的に投資を行なっているグローバル債券市場、為替市場、商品市場、株式市場、バンク・ローン市場、

およびその他の市場、証券および発行体に関し、直接的および間接的に利益を得ている。結果として、

ゴールドマン・サックスの事業および取引は、マスター・ポートフォリオに不利益を与えまたはマス

ター・ポートフォリオを制限するなどの影響を及ぼし、および／またはゴールドマン・サックスもしく

はその他のアカウントに利益をもたらす可能性がある。

 

　以下は、マスター・ポートフォリオによって、マスター・ポートフォリオと、およびマスター・ポー

トフォリオのために行なう取引に関し管理会社、投資運用会社およびゴールドマン・サックスが得る可

能性のある財務上またはその他の利益に関連する特定の利益相反および潜在的利益相反に関する概説で

ある。これらは、発生しうるすべての潜在的利益相反の完全な列挙または説明ではなく、また、完全な

列挙または説明であることを意図したものでもない。受益者は、マスター・ポートフォリオに投資する

ことにより、ゴールドマン・サックスに関する潜在的利益相反およびかかる利益相反に直面するマス

ター・ポートフォリオの運営を認めたものとみなされるものとする。

 

受益証券の販売および投資機会の配分

（中略）

　管理会社および／または投資運用会社は、同時に、マスター・ポートフォリオに関し受け取る手数料

またはその他の報酬（パフォーマンスによる報酬または割当を含む。）よりも高い手数料またはその他

の報酬を得ることのできるアカウントの運用を同時に行なう可能性がある。管理会社および／または投

資運用会社は、より高い報酬を受け取る可能性のあるアカウントを優先し得るため、より高い手数料ま

たはその他の報酬を支払うアカウントとマスター・ポートフォリオが同時に運用されることにより、利

益相反が生じる可能性がある。例えば、管理会社および／または投資運用会社は、運用実績に基づく報

酬を支払うアカウントから、より高い報酬を受け取る可能性がある状態で少ない投資機会を配分する

際、利益相反に直面し得る。こうした利益相反に対応するため、管理会社および／または投資運用会社

は、管理会社および投資顧問会社としてのそれぞれの義務に一致すると考える方法で投資機会を配分す

る際に従う方針および手続を採択した。下記の「マスター・ポートフォリオおよびその他のアカウント

の間の投資機会の配分」を参照のこと。しかしながら、マスター・ポートフォリオによる投資の額、時

期、構成または条件が、他のアカウントのこれらとは異なる可能性があり、パフォーマンスは他のアカ

ウントのパフォーマンスより低くなる可能性もある。
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ゴールドマン・サックスの仲介業者との金銭的およびその他の関係から生じる販売に関するインセン

ティブおよび関連する利益相反

 

　ゴールドマン・サックスおよびその従業員（管理会社および投資運用会社の従業員を含む。）は、マ

スター・ポートフォリオとの取引またはマスター・ポートフォリオのための取引を推奨し、またはこれ

らを行なう販売会社、コンサルタントおよびその他の者と関係（マスター・ポートフォリオに関連か否

かを問わず、また、募集、仲介、助言および取締役会に関する関係を含むがこれらに限定されない。）

を有する可能性がある。かかる販売会社、コンサルタントおよびその他の者は、かかる関係に関連し、

ゴールドマン・サックスまたはマスター・ポートフォリオから報酬を受け取る可能性がある。かかる関

係により、販売会社、コンサルタントおよびその他の当事者は、マスター・ポートフォリオの販売促進

のためのインセンティブが生じるような利益相反に直面する可能性がある。

 

　適用ある誘引規則を損うことなく、ゴールドマン・サックスおよびマスター・ポートフォリオは、マ

スター・ポートフォリオの販売促進のために、授権されたディーラーおよびその他の金融仲介機関およ

び営業担当者に対し支払いを行なう場合がある。かかる支払いは、ゴールドマン・サックスの資産また

はゴールドマン・サックスに支払われる金額から行われる。かかる支払いにより、かかる者がマス

ター・ポートフォリオを強調し、宣伝し、または推奨するインセンティブが生じる可能性がある。

 

マスター・ポートフォリオとその他のアカウントとの間の投資機会の配分

 

　管理会社および／または投資運用会社は、マスター・ポートフォリオの投資目的と同様の投資目的を

有し、また、マスター・ポートフォリオと同様の有価証券もしくはその他の商品、セクターまたは戦略

に投資を行なう可能性のある、またはこれらの投資対象を売却する可能性のある複数のアカウント

（ゴールドマン・サックスおよびその従業員が利害を有するアカウントを含む。）について、運用また

は助言を行なうことができる。これにより、特に、投資機会の利用可能性が限定されている場合（例え

ば、地域市場および新興市場、ハイ・イールド債、確定利付き証券、規制された業界、不動産資産、オ

ルタナティブ投資ファンドの一次的および二次的利益、新規株式公募／新規発行への投資の場合な

ど）、またはかかる投資機会の流動性が限られている場合に、潜在的利益相反が生じる可能性がある。

 

　かかる潜在的利益相反に対応するために、管理会社および投資運用会社は、アカウントのためにポー

トフォリオの決定を行なっているゴールドマン・サックスの従業員は、管理会社および投資運用会社の

信認義務に伴うアカウントのために売買の決定を行なうこと、また、かかるアカウント間で投資機会を

配分することなどを定めた配分方針および手続を策定した。かかる方針および手続により、特定のポー

トフォリオ・マネジメント・チームによって運用される適格アカウントの限られた投資機会は、（投資

運用会社によって決定される基準により、）比例按分方式で配分されることになり得るが、下記の多く

の他の要因を反映する配分となる場合も多々ある。異なるポートフォリオ運用チームによって運用され

るアカウントは、配分の目的上個別に検討され得る。マスター・ポートフォリオが投資機会の割当を受

けない場合に、特定のアカウント（ゴールドマン・サックスおよびゴールドマン・サックスの従業員が

持分を有するアカウントを含む。）が投資機会の割当を受ける場合もあり得る。

 

　マスター・ポートフォリオおよびその他のアカウントのための配分に関連する決定は、以下を含むが

これらに限定されない一または複数の要素を参考に行なわれる。アカウントのポートフォリオおよびそ

の投資期間、投資目的、投資ガイドラインおよび投資制限（特定のアカウントまたはアカウント間の保

有に影響を及ぼす法律上および規制上の制限を含む。）、戦略適合性およびその他のポートフォリオ運

用に関する考慮事項（一定の戦略に対するエクスポージャーの様々な期待水準を含む。）、マスター・

ポートフォリオおよび関連するアカウントの将来の期待キャパシティ、管理会社および／または投資運

用会社の仲介に係る裁量の制限、現金および流動性に関する考慮事項、および他の適切な投資機会の利

用可能性。適格性に関する考慮事項、評判に関する事項およびその他の考慮事項も検討され得る。ま
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た、管理会社および／または投資運用会社は、アカウントに対し投資に関する推奨を行なう場合がある

が、アカウントは、管理会社および／または投資運用会社とは独立して投資を行なう。投資機会の利用

可能性が制限されている場合において、かかるアカウントがマスター・ポートフォリオよりも前に投資

機会に投資した場合は、マスター・ポートフォリオの投資機会の利用可能性は、管理会社および／また

は投資運用会社の投資対象の配分に関する方針にかかわらず、低下することになる。

 

　管理会社および／または投資運用会社は、随時、新たな取引戦略を策定および実行し、新たな取引戦

略および投資機会に参加することができる。かかる戦略および機会は、アカウントの目的と合致してい

たとしても、すべてのアカウントにおいて採用されるわけではなく、または採用されたアカウント間に

おいて比例的に用いられない場合もある。

 

　異例な市場環境においては、管理会社および／または投資運用会社は、通常の取引配分慣行を逸脱す

る可能性がある。例えば、これは、通常、レバレッジあり、および／またはロング・ショートのアカウ

ントと通常は並行して運用されるレバレッジなし、および／またはロングのみのアカウントの運用に関

し、発生する可能性がある。

 

　管理会社、投資運用会社およびマスター・ポートフォリオは、投資機会に関する通知を受け取り、ま

たは投資機会に参加する可能性がある。管理会社または投資運用会社は、その単独裁量により、マス

ター・ポートフォリオがかかる投資機会に参加するか否かを決定し、また、投資者は、マスター・ポー

トフォリオがかかる投資機会に参加することを予測すべきではない。上記にかかわらず、マスター・

ポートフォリオは、ゴールドマン・サックスの事業および投資運用会社以外の関連会社が調達した投資

機会を得る場合もあれば得ない場合もあるが、いかなる場合も、かかる投資機会に関する権利は有さな

い。マスター・ポートフォリオが参加しない投資機会またはその一部は、他のアカウント、ゴールドマ

ン・サックス（管理会社および投資運用会社を含む。）、マスター・ポートフォリオのすべてのもしく

は特定の投資者、またはゴールドマン・サックスが自身の単独の裁量により決定するその他の個人もし

くは法的主体に提供され得るものとし、マスター・ポートフォリオは、かかる投資機会に関する報酬を

受け取らないものとする。

 

マスター・ポートフォリオの運用

 

ゴールドマン・サックスが保有する情報に関連する潜在的制限および問題点

 

　ゴールドマン・サックスは、ゴールドマン・サックス内の異なる事業部門間の情報の交換に対応する

ために、一定の情報障壁およびその他の方針を策定した。情報障壁が設けられたことにより、管理会社

および投資運用会社は、通常、ゴールドマン・サックスの他の部門の情報および従業員にアクセスする

ことはできず、または制限されたアクセスしかできず、また、通常、かかる他の部門が保有する情報の

恩恵を受けてマスター・ポートフォリオの運用を行なうこともできない。かかる他の部門（ゴールドマ

ン・サックスのプライム・ブローカー業務および管理事務業務を含むがこれらに限定されない。）は、

管理会社または投資運用会社が入手することのできない詳細な情報（管理会社または投資運用会社に知

られた場合、管理会社または投資運用会社がマスター・ポートフォリオによって保有されている投資対

象の処分、保有または利益拡大、またはマスター・ポートフォリオのために一定のポジションを取得、

またはその他の行為を行なうことになり得る市場および投資対象に関する情報を含む。）への広範なア

クセスを有している。ゴールドマン・サックスは、管理会社もしくは投資運用会社またはマスター・

ポートフォリオのための意思決定に関係する管理会社もしくは投資運用会社の従業員がかかる情報を入

手できるようにする義務、受託者としての義務もしくはその他の任務を負わないものとする。情報障壁

がない場合、投資運用会社のポートフォリオ運用チームの一部が保有する情報の結果、当該情報を保有

するチームがマスター・ファンドを運営していない場合も含めて、投資運用会社はマスター・ファンド

の行為または取引を制限する。さらに、ゴールドマン・サックスは、マスター・ポートフォリオのため
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に、ゴールドマン・サックスの取引活動、戦略もしくは見解、または他のアカウントのための活動、戦

略もしくは見解に関する一切の情報を入手できるようにする義務は負わないものとする。管理会社およ

び投資運用会社内の異なるポートフォリオ・マネジメント・チームは、マスター・ポートフォリオに不

利となり得る方法で、当該チームが助言を行なうアカウントに関し、情報に基づく決定または行為を行

なう（または行為を行なうことを回避する）可能性がある。かかるポートフォリオ・マネジメント・

チームは、マスター・ポートフォリオのポートフォリオ・マネジメント・チームと情報を交換しない可

能性があり（一定の情報障壁およびその他の方針による場合を含む。）、また、情報を交換する義務も

ない。

 

マスター・ポートフォリオの投資対象の評価

 

　管理会社は、マスター・ファンドの証券および資産に関し、特定の評価サービスを行なう委託先とし

て評価会社を任命している。評価会社がマスター・ファンドの証券および資産に関する評価業務を遂行

する限り、評価会社は、管理会社の評価方針に従って、マスター・ファンドの証券および資産を評価す

る。評価会社は、同一の資産について、ゴールドマン・サックスの他の部門またはユニットの評価とは

異なる評価を行なう可能性がある（かかる他の部門またはユニットは、管理会社または評価会社と共有

していない評価手法および評価モデルに関する情報、またはその他の情報を有しているため）。これ

は、特に評価することが困難な資産の場合に起こり得る。また、評価会社は、異なるアカウントの同一

の資産について異なる評価を行なう可能性がある（例えば、異なるアカウントは、それぞれを規定する

契約により異なる評価ガイドラインに従うため、またはアカウントのための評価を行なうために異なる

第三者ベンダーが採用されるため、またはアカウントは、管理会社または投資運用会社内の異なるポー

トフォリオ・マネジメント・チームによって運用もしくは助言されるため。）。投資家は、評価会社が

管理会社および投資運用会社の関係会社であるため、利益相反が発生する可能性があり、当該評価に関

連する証券または資産の予想実現価値が高ければ高いほど管理会社または投資運用会社に支払われるべ

き報酬が高くなることを認識しておくべきである。

 

他のアカウントのためのゴールドマン・サックスおよび投資運用会社の業務

 

　ゴールドマン・サックスは、世界の金融市場で種々の行為に従事する。（投資銀行、マーケット・

メーカー、投資家、ブローカー、アドバイザーおよびリサーチ提供者を含む）様々な資格において行為

するゴールドマン・サックスは、（マスター・ポートフォリオを含む）アカウントまたはマスター・

ポートフォリオがマスター・ポートフォリオに重大な影響を与え得る持ち分を有する企業または関連あ

るもしくは関連のない投資信託に関して行為し、またはこれらの取引についてアドバイスを受けること

ができる。

 

　管理会社および投資運用会社は、マスター・ポートフォリオに顧問業務を提供する。マスター・ポー

トフォリオのための管理会社および投資運用会社の決定ならびに管理会社または投資運用会社の行為

は、他のアカウントのための決定および業務とは異なる可能性がある。一もしくは複数のアカントに対

し行なわれた助言、投資決定または議決権に関する決定は、マスター・ポートフォリオに対し行なわれ

た助言または投資決定と競合し、影響を及ぼし、異なり、対立し、またはタイミングが異なる可能性が

ある。

 

　ゴールドマン・サックス（管理会社および投資運用会社を含む。）、ゴールドマン・サックスが助言

を行なう顧客およびゴールドマン・サックスの従業員は、マスター・ポートフォリオの投資目的または

ポートフォリオと類似したもしくは相反する投資目的またはポートフォリオを有するアカウントおよ

び／またはマスター・ポートフォリオと同一のタイプの証券およびその他の商品に関する取引を行な

い、競合するアカウントに関し利益を有し、またこれらに助言を行なう。かかるアカウントによる取引

には、マスター・ポートフォリオが投資する証券またはその他の商品と同一もしくは関連する証券また
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はその他の商品が含まれる可能性があり、マスター・ポートフォリオまたはマスター・ポートフォリオ

の取引が行なわれる際の価格もしくは条件にマイナスの影響を及ぼす可能性がある。例えば、アカウン

トがある戦略を実行している間に、マスター・ポートフォリオが同一のまたは異なる戦略を実行する可

能性があり、これによりマスター・ポートフォリオが直接的または間接的に不利益を被る可能性があ

る。また、一方ではマスター・ポートフォリオが、また他方ではゴールドマン・サックスおよびアカウ

ントが、同一証券に関し、異なる投票を行ない、または異なる行為を行ない、または異なる行為を回避

する可能性があり、これによりマスター・ポートフォリオは不利益を被る可能性がある。一方ではゴー

ルドマン・サックスまたはアカウントが、また、他方ではマスター・ポートフォリオが、異なるクラス

の証券または同一発行体の資本構成の異なる部分に投資するまたは信用を供与する可能性があり、これ

により、ゴールドマン・サックスまたはアカウントがマスター・ポートフォリオに悪影響を及ぼす行為

を行なう可能性がある。さらに、ゴールドマン・サックス（管理会社および／または投資運用会社を含

む。）は、マスター・ポートフォリオが投資する発行体と同一の発行体の資本構成の異なる部分、また

はマスター・ポートフォリオが投資する証券に劣後する、またはマスター・ポートフォリオが投資する

証券に優先するクラスの証券に関し、アカウントに助言を行なう可能性がある。その結果、ゴールドマ

ン・サックスは、マスター・ポートフォリオが投資した特定の発行体に関し、アカウントのために、権

利を行使する、もしくは行為を行なう、または権利の行使もしくは行為を回避することになる可能性が

ある。ゴールドマン・サックスまたはアカウントが利益を得る期間において、マスター・ポートフォリ

オが損失を被る可能性もある。上記のマイナスの影響は、小型株、新興市場、経営不振企業の証券、ま

たは流動性の低い戦略に関する取引に関して、またはマスター・ポートフォリオがこれらを採用する場

合により顕著となる可能性がある。

 

　ゴールドマン・サックス（管理会社および投資運用会社を含む。）およびその従業員は、マスター・

ポートフォリオの利益および業務と一致しない、またはこれらに悪影響を及ぼす取引について助言し、

投資決定を行ない、助言を行ない、異なる投資上の見解を提供し、またはリサーチもしくは評価に関す

る見解を有する可能性がある。同様に、管理会社または投資運用会社の複数の投資チームは、ある発行

体またはある証券に関し異なる投資上の見解を有する可能性があり、また、マスター・ポートフォリオ

に関し、マスター・ポートフォリオの投資チームがとるポジションは、管理会社または投資運用会社の

他の投資チームの助言を受けるアカウントの利益および業務と一致しない、またはかかる利益および業

務による悪影響を受ける可能性がある。リサーチ、分析または見解は、異なる時期に顧客または潜在的

顧客に提供される可能性がある。ゴールドマン・サックスは、リサーチまたは分析を公開前にマス

ター・ポートフォリオに提供する義務はない。管理会社および投資運用会社は、マスター・ポートフォ

リオのために投資決定を行なう責任があり、また、かかる投資決定は、ゴールドマン・サックスが他の

アカウントのために行なった投資決定または推奨とは異なる可能性がある。ゴールドマン・サックス

は、一もしくは複数のアカウントのために、かかるアカウントの運用方針に従って、マスター・ポート

フォリオのために実行した同様の投資決定または投資戦略より前に、これらと同時期にまたはこれらよ

り後に投資決定または投資戦略を実行する可能性がある。アカウントのための投資決定または投資戦略

の実行の時期とマスター・ポートフォリオのための投資決定または投資戦略の実行の時期が異なること

により、マスター・ポートフォリオが不利益を被る可能性がある。市場の影響、流動性の欠如、または

その他の要因を含む特定の要因により、マスター・ポートフォリオの売買益が減少する、またはかかる

投資決定もしくは投資戦略の実行に関連する費用が増大する、または不利益を被る可能性がある。

 

　管理会社または投資運用会社は、ゴールドマン・サックスが関連し、助言し、またはゴールドマン・

サックスもしくはアカウントが株式、債券またはその他の持ち分を有する会社へのゴールドマン・サッ

クスまたは他のアカウントの投資の収益性およびかかる会社に関する投資事業の収益性を高めるため、

適用法に従って、マスター・ポートフォリオに対し、かかる会社の証券、バンク・ローン、またはその

他の債券に投資するよう、または他のアカウントが投資対象に関する義務を免除されることになるか、

もしくは投資対象を売却することになる取引を行なうよう促す可能性がある。
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ゴールドマン・サックスは、自ら業務を行なうか、または外部委託することができる

 

　ゴールドマン・サックス（管理会社および／または投資運用会社を含む。）は、適用法に従って、随

時、投資者に通知することなく、自らの事務管理人またはその他の立場でマスター・ポートフォリオに

提供する様々なサービスに関連する特定の業務を社内で行なうか、または外部委託することができる。

かかる社内における業務遂行または外部委託により、さらなる利益相反が生じる可能性がある。

 

ゴールドマン・サックスは、管理会社および投資運用会社以外の資格においてマスター・ポートフォリ

オに対する業務を行なう可能性がある

 

自己勘定取引およびクロス取引

 

　マスター・ポートフォリオのために行動する管理会社および投資運用会社は、適用法および各々の方

針により認められる場合、ゴールドマン・サックスとの、またはゴールドマン・サックスを通じ、もし

くは管理会社または投資運用会社が運用するアカウントにおける証券およびその他の商品の取引を行な

う可能性があり、また、マスター・ポートフォリオが、管理会社または投資運用会社が自らのために当

事者として行為する取引（自己勘定取引）を行ない、取引の両当事者に対し助言する（クロス取引）を

行ない、また、取引の一方当事者であるマスター・ポートフォリオおよび他方当事者である取引アカウ

ントのブローカーとして行為し、手数料を受け取る（代理人クロス取引）ことができる。かかる取引に

関しては、潜在的利益相反または規制上の問題が生じる可能性があり、これにより、マスター・ポート

フォリオのためのかかる取引を行なう管理会社または投資運用会社の決定が制限される可能性がある。

ゴールドマン・サックスは、かかる取引の当事者に対して潜在的利害の対立する忠実義務および責任を

有する可能性があり、かかる取引および利益相反に関する方針および手続きを策定した。自己勘定取

引、クロス取引または代理人クロス取引は、受託者責任および適用法に従って行なわれる。受益者は、

当初口座契約を締結することにより、マスター・ポートフォリオで認められる限度において、自己勘定

取引、クロス取引または代理人クロス取引を締結することに同意したことになる。

 

ゴールドマン・サックスは、複数の商業上の資格において行為する可能性がある

 

　ゴールドマン・サックスは、マスター・ポートフォリオまたはマスター・ポートフォリオが保有する

証券の発行体のために、ブローカー、ディーラー、代理人、貸し手もしくはアドバイザー、またはその

他の商業的立場を有する者として行為する可能性がある。ゴールドマン・サックスは、かかる業務の提

供に関し報酬を受け取る権利を有するが、マスター・ポートフォリオは、かかる報酬を受け取る権利は

ない。ゴールドマン・サックスは、ゴールドマン・サックスに有利なかかる業務に関し、手数料および

その他の報酬を受け取る権利を有し、また、当該業務の提供に関連して自身の利益のために商業上の措

置をとるか、または当該業務の提供対象の当事者にマスター・ポートフォリオに悪影響を及ぼす行為ま

たは取引を行うよう助言することができる。例えば、ゴールドマン・サックスは、マスター・ファンド

が保有する証券の価値または優先権が減少するような結果となる、資本構成の変更を企業に助言するこ

とができる。その他の種類の取引に関連してゴールドマン・サックスが行う行為または助言も、アス

ター・ファンドに悪影響を与える場合がある。さらに、ゴールドマン・サックスは、自身のプライムブ

ローカレッジおよびその他の業務に基づくファンド、マーケットおよび証券に関するアクセスおよび知

識により、マスター・ポートフォリオに不利となり得る方法で、マスター・ポートフォリオが直接的ま

たは間接的に保有する投資対象の持ち分について、情報に基づく決定を行なうか、または措置をとる

（または措置をとることを控える）可能性がある。また、ゴールドマン・サックスは、マスター・ポー

トフォリオまたはマスター・ポートフォリオが投資する証券の発行体に様々な業務を提供する可能性が

あり、これにより、ゴールドマン・サックスは、手数料、報酬、対価またはその他の恩恵を受け、ゴー

ルドマン・サックスと様々な当事者との関係が強化され、さらなる事業の発展が促され、また、ゴール

ドマン・サックスは、追加の業務を取得し、追加の収益を得ることができるようになる。
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　さらに、ゴールドマン・サックスは、受益者に対し貸付を行い、または受益者の受益証券に質権もし

くは抵当権（かかる受益者がその義務を履行しなかった場合は、かかる受益証券を買い戻す権利をゴー

ルドマン・サックスに提供する。）を設定することにより保証されるのと同様の取引を締結する可能性

がある。かかる取引および関連する買戻しは、規模が大きくなる可能性があり、また、受益者に通知す

ることなく行なわれる可能性がある。

 

　ゴールドマン・サックス（管理会社および投資運用会社を含む。）またはアカウント（ゴールドマ

ン・サックスの従業員による投資促進のために設定されたアカウントを含む。）は、適用法に従って、

マスター・ポートフォリオに対してまたはマスター・ポートフォリオと並行して投資を行うことができ

る。かかる投資は、他の受益者よりも有利な条件で行なわれる可能性があり、また、マスター・ポート

フォリオのかなりの割合を占める可能性がある。これに反する内容の契約により、別途規定されない限

り、ゴールドマン・サックスまたはアカウントは、受益者に通知することなく、またはマスター・ポー

トフォリオのポートフォリオへの影響（悪影響となりうる。）を考慮することなく、いつでも、マス

ター・ポートフォリオの持ち分の買い戻すことができる。ゴールドマン・サックス（管理会社および投

資運用会社を含む。）は、マスター・ポートフォリオに関連して、またはマスター・ポートフォリオの

裏付証券もしくは資産に関連して、またはマスター・ポートフォリオのパフォーマンスに基づくかもし

くはマスター・ポートフォリオのパフォーマンスを繰り返しもしくはヘッジするためにデリバティブ

（金融派生商品）を設定、引き受け、売却、発行、投資するか、または販売会社として行為することが

できる。かかるデリバティブ取引および関連するヘッジ取引は、マスター・ポートフォリオの取引とは

異なり、また、マスター・ポートフォリオの利益に悪影響となりうる可能性がある。

 

　ゴールドマン・サックスは、顧客に対し貸付けを行ない、またはマスター・ポートフォリオの受益証

券以外の顧客の資産または持ち分によって担保されている顧客とのアセット・ベースの、もしくはその

他の信用供与または類似の取引を締結する可能性がある。貸し手としての権利に関連して、ゴールドマ

ン・サックスは、借り手に悪影響を及ぼす措置をとる可能性がある。その結果、借り手の行為がマス

ター・ポートフォリオに悪影響を及ぼす可能性がある（例えば、借り手がマスター・ファンドが保有す

る証券の大量ポジションを早急に清算する場合、当該証券の価額が低下し、その結果マスター・ファン

ドの価値が低下するか、または有利な価格で当該証券のポジションを清算できなくなる可能性があ

る）。

 

管理会社および投資運用会社による代理議決権

 

　管理会社および投資運用会社は、顧客（マスター・ポートフォリオを含む。）のために行なう議決権

の代理行使に関する意思決定が利益相反の影響を受けることを防止するため、また、かかる意思決定が

自身の顧客に対する信認義務に基づきなされるよう策定されたプロセスを遂行した。かかる議決権の代

理行使に関する方針および手続にかかわらず、マスター・ポートフォリオによって保有されている証券

に関し管理会社または投資運用会社が行なう議決権の代理行使に関する意思決定が、ゴールドマン・

サックスおよびマスター・ポートフォリオ以外のアカウントの利益になる可能性がある。これらのプロ

セスの概要および当該方針に基づき取られた措置の詳細は、管理会社に対する請求に基づき入手可能で

ある。

 

ゴールドマン・サックスおよびマスター・ポートフォリオの投資機会および投資活動に関する潜在的制

限

 

　投資運用会社は、様々な状況（適用され得る規制上の条件、ゴールドマン・サックスによって保有さ

れている情報、ゴールドマン・サックスの社内方針および／またはアカウント（マスター・ポートフォ

リオを含む。）に関する潜在的評判リスクによる状況を含む。）において、マスター・ポートフォリオ
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のために自身の投資決定および投資活動を制限する可能性がある。その結果、投資運用会社は、マス

ター・ポートフォリオ以外のゴールドマン・サックスの投資活動を考慮して、マスター・ポートフォリ

オのための取引を行なうことができない可能性がある（例えば、投資運用会社は、ゴールドマン・サッ

クスがポジション制限を超えることになる、またはゴールドマン・サックスに追加の開示義務を負わせ

ることになるマスター・ポートフォリオのための投資を行なうことを差し控える可能性があり、また、

ゴールドマン・サックスが引受けまたはその他の販売を行なっている証券の売買を制限する可能性があ

る。）。また、投資運用会社は、類似の投資戦略を追求する他のアカウントがかかる投資機会の持ち分

を取得することができるように入手可能性を制限している投資機会へのマスター・ポートフォリオの持

ち分を減らす可能性がある。また、投資運用会社は、マスター・ポートフォリオのために公募証券の売

買取引を行なう際、重大な非公開情報を取得または使用することを許可されていない。また、投資運用

会社は、ゴールドマン・サックスが保有する情報（マスター・ファンドを運用するチーム以外の、投資

運用会社内のポートフォリオ運用チームが保有する情報を含む。）の結果を含み、マスター・ポート

フォリオが行なう行為および取引を制限する可能性があり、また、評判またはその他の理由によりマス

ター・ポートフォリオのための権利の行使を制限する可能性がある（ゴールドマン・サックスがかかる

投資活動または取引に関与する法的主体に対しアドバイスもしくはサービスを提供する場合（または提

供する可能性がある場合）、ゴールドマン・サックスまたはアカウントが、マスター・ポートフォリオ

のために検討されていた取引と同一もしくは関連する取引を行なっている、または行なう可能性がある

場合、ゴールドマン・サックスまたはアカウントがかかる投資活動または取引に関与する法的主体に関

する持ち分を有する場合、またはかかる投資活動、取引もしくはマスター・ポートフォリオのための、

もしくはマスター・ポートフォリオに関するかかる権利の行使が、ゴールドマン・サックス、投資運用

会社またはこれらの投資活動に影響を及ぼす可能性がある場合を含む。）。投資運用会社は、他のアカ

ウントのためではなく、マスター・ポートフォリオのための自身の投資決定および投資活動を制限する

可能性がある。

 

　マスター・ファンドのために取引を行うため、管理会社および／または投資運用会社は、証券、デリ

バティブまたはその他の商品を取引する場所の規則、条項および／または条件に従う（または、マス

ター・ファンドに従わせしめる。）。これは、管理会社および／もしくは投資運用会社ならびに／また

はマスター・ファンドが一定の取引所、執行プラットフォーム、取引施設、決済機関およびその他の場

所の規則を遵守することを要求される場合、または当該場所の裁判管轄権に合意することを要求される

場合を含むがこれに限定されない。当該場所の規則、条項および／または条件に基づき、管理会社およ

び／または投資運用会社（ならびに／またはマスター・ファンド）は、特に委託保証金、追加報酬およ

びその他の経費、懲罰手順、報告および記録維持、ポジション制限およびその他の取引制限、決済リス

クおよび当該場所が規定するその他の関連する取引条件に服することがある。

 

　時宜に応じて、マスター・ポートフォリオ、ならびに管理会社および／または投資運用会社またはそ

れらの関連会社および／または業務提供者もしくは代理人は、マスター・ファンドに関する一定の情報

を、地方自治体、規制組織、課税当局、市場、取引所、決済機関、保管者、ブローカーおよび投資運用

会社もしくはアスター・ファンドの取引相手または業務提供者を含む第三者へ開示することを要求され

るか、かかる開示が適切である旨決定することができる。管理会社および／または投資運用会社は、一

般に、当該情報の開示要求を遵守する予定である。しかしながら、管理会社および／または投資運用会

社は、要求される開示を行わず、マスター・ファンドの一定の資産の売却を行うことを決定する場合が

あり当該売却は、プライシングの観点から不適当な時期に行われる場合がある。

 

ブローカー取引

 

　投資運用会社は、投資に関する意思決定プロセスにおいて投資運用会社に適切な支援を行なうと考え

られる独占的もしくは第三者の売買委託およびリサーチ業務（「売買委託およびリサーチ業務」と総称

する。）を投資運用会社、マスター・ファンド、これらの関連会社およびゴールドマン・サックスの他
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の従業員に提供する証券会社（管理会社の関連会社を含む。）を選定することができる。その結果、投

資運用会社は、かかる売買委託およびリサーチ業務に関し、「ソフト」ダラーまたはコミッション・ダ

ラーを支払う可能性がある。ただし、かかる業務がマスター・ファンドへの投資業務の提供を全般的に

補助すること、また、業務の受理およびそれに対する支払いは、適用法令を遵守することを条件とす

る。

　投資運用会社が売買委託およびリサーチ業務の提供を受けるために顧客の手数料を使用する場合、投

資運用会社自身は、売買委託およびリサーチ業務を行い、またはこれについて支払いを行なう必要がな

いため、投資運用会社にとって有益なこととなる。証券会社（証券会社の関連会社を含む。）に支払わ

れる「手数料」（適用規則によって幅広く定義されており、マーク・アップ、マーク・ダウン、手数料

に相当するもの、または特定の状況におけるその他の報酬を含む。）が投資運用会社に提供される売買

委託およびリサーチ業務の価値に対して合理的であると誠意をもって決定する投資運用会社の義務に

従って、投資運用会社は、ソフト・ダラーの恩恵の代わりに他の証券会社によって請求される金額より

も高い金額の手数料をマスター・ファンドが支払うよう手配することができる。

 

　証券会社によって提供される売買委託およびリサーチ業務に関する投資運用会社の評価は、取引を行

なう証券会社を選定する際の重要な要素となる可能性がある。そのため、投資運用会社は、特定のポー

トフォリオ・マネジメント・チームが参加し、投資運用会社の従業員が、売買委託およびリサーチ業務

を提供する証券会社を格付けする投票プロセスを設けた。最良の執行を追求する投資運用会社の義務お

よび適用法に従って適用ある誘引規則を損なうことなく、投資運用会社は、投票プロセスの結果に基づ

き、証券会社の間で取引を配分するものとする。

 

　売買委託およびリサーチ業務は、他のアカウントおよびマスター・ファンドに業務を提供するために

用いられる可能性がある。投資運用会社が、ソフト・ダラー・ベネフィットを顧客間で比例按分計算に

より配分し、または売買委託およびリサーチ業務が特定のアカウントまたはアカウント・グループに関

連する手数料にもたらす恩恵を追跡することが実行不可能な場合、委託業務およびリサーチ業務（ソフ

ト・ダラー・ベネフィットを含む。）は、マスター・ファンドと比較してその他のアカウントに不均衡

に恩恵を与える可能性がある。

 

管理会社または投資運用会社による取引の合算

 

　管理会社および投資運用会社は、注文が同時に執行され、当該注文の大量処理が利用可能な場合に選

択されるよう、複数のアカウント（ゴールドマン・サックスが持ち分を有するアカウントを含む。）の

同一の証券または他の商品に関する買いまたは売り注文を合算すること（「バンチング」（一括処理）

と呼ばれる場合がある。）ができる方針および手続に従うものとする。管理会社および投資運用会社

は、管理会社または投資運用会社が適切とみなす場合、注文を統合するものとし、利用可能な場合、通

常、顧客の利益において一括取引扱いを選択する場合がある。また、特定の状況において、マスター・

ファンドの取引は、ゴールドマン・サックスの資産を含むアカウントと統合され得る。

 

　一括処理注文または大量取引が完全に執行された時点で、管理会社または投資運用会社は、通常、買

いまたは売り注文に基づき、参加アカウントの間で買い付けされた証券もしくは他の商品または売却手

取金を比例按分計算により配分するものとする。特定のブローカー・ディーラーまたは他の取引相手に

おける注文が、複数の取引によって、異なる価格で執行された場合、通常、すべての参加アカウント

は、端株、四捨五入、および市場の慣例に従って、平均価格を受領するものとし、また、平均手数料を

支払うものとする。一括処理または統合された注文に関し、すべてのアカウントが同一の手数料または

手数料に相当する料金が請求されない場合もある。

 

　特定の状況において、合算する場合もあるものの、注文に関するポートフォリオ・マネジメントの決

定が個別のポートフォリオ・マネジメント・チームによって行なわれる場合、または管理会社もしくは
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投資運用会社の実務上またはその他の見通しにより、バンチング、合算、大量取引扱いの選択、もしく

はネッティングが適切でない場合、または実行可能でない場合、または合算することが適用され得る規

制上の配慮から適切でない場合、管理会社または投資運用会社は、異なるアカウント（マスター・ファ

ンドを含む。）のための注文を合算しないものとし、また、マスター・ファンドのための買いおよび売

り注文を大量取引扱いまたは相殺しないものとする。管理会社または投資運用会社は、統合されていな

いアカウントの取引に関してよりも、統合された取引に関して、より高い価格およびより低い手数料の

交渉を行なうことができる可能性があり、また、ネッティングされていない取引よりもネッティングさ

れた取引に関して、負担する取引費用が減額される可能性がある。マスター・ファンドの取引が他の注

文と統合されない場合、またはマスター・ファンドの注文とネッティングが行われない場合、マス

ター・ファンドは、より高い価格およびより低い手数料またはより低い取引費用からの利益を受けるこ

とはできない。

 

５　その他

　以下のとおり更新されます。

 

(1) 定款の変更等

　管理会社の定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要である。

(2) 事業譲渡または事業譲受

　関係当局からの事前の認可を条件として、管理会社は、当該事業を行うことを承認されている他の

管理会社に対し、その事業を譲渡することができる。かかる状況において、管理会社は、なお法人と

して存続する。

(3) 訴訟事件その他の重要事項

　管理会社に重要な影響を与えることが予想される事実はない。

　管理会社の会計年度は12月31日に終了する１年である。

　管理会社の存続期間は無制限である。ただし、(ⅰ）裁判所の命令により、または（ⅱ）株主の特別

決議によって解散される。

　なお、半期報告書提出（提出日：2015年９月30日）前６か月以内において、訴訟事件その他管理会

社に重要な影響を与えたかまたは与えることが予想される事実はない。
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第２　その他の関係法人の概況
 

＜訂正前＞

（前略）

(6) ゴールドマン・サックス・インターナショナル（Goldman Sachs International）（「総販売会社」

および「受益者サービス代行会社」）

(イ）資本金の額

　2015年４月末日現在、授権資本金は約９億5,000万米ドル（975億円）

(ロ）事業の内容

　ゴールドマン・サックス・インターナショナル（「ＧＳＩ」）は、英国法に基づき設立された会

社で、国際的に有力な投資銀行である。

　ＧＳＩは、1999年に設立されたデラウェア州の株式会社であるザ・ゴールドマン・サックス・グ

ループ・インクの間接子会社である。

 

(7) 株式会社ＳＢＩ証券（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額

　2015年３月末日現在、47,938百万円

(ロ）事業の内容

　第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供している。

 

(8) カブドットコム証券株式会社（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額

　2015年３月末日現在、7,196百万円

(ロ）事業の内容

　第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供している。

 

(9) クレディ・スイス証券株式会社（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額

　2014年３月末日現在、78,100百万円

(ロ）事業の内容

　第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供している。

 

(10) ゴールドマン・サックス証券株式会社（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額

　2015年３月末日現在、83,616百万円

(ロ）事業の内容

　第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供している。

 

(11) 株式会社埼玉りそな銀行（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額

　2015年３月末日現在、70,000百万円

(ロ）事業の内容

　銀行業を中心としたサービスを提供している。

 

(12) 楽天証券株式会社（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額

　2015年３月末日現在、7,495百万円
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(ロ）事業の内容

　第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供している。

 

(13）ふくおか証券株式会社（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額

　2014年３月末日現在、2,198百万円

(ロ）事業の内容

　第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供している。

 

(14) 松井証券株式会社（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額

　2015年３月末日現在、11,945百万円

(ロ）事業の内容

　金融商品取引法に基づいて第一種金融商品取引業を行っている。

 

(15) マネックス証券株式会社（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額

　2014年３月末日現在、122億円

(ロ）事業の内容

　第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供している。

 

(16) 株式会社三井住友銀行（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額

　2014年３月末日現在、1,770,997百万円

(ロ）事業の内容

　銀行業務を中心に金融サービスを提供している。

 

(17) みずほ証券株式会社（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額

　2015年３月末日現在、125,167百万円

(ロ）事業の内容

　金融商品取引法に基づいて第一種金融商品取引業を行っている。

 

(18) みずほ信託銀行株式会社（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額

　2014年３月末日現在、247,369百万円

(ロ）事業の内容

　日本における信託銀行業務を行っている。

 

(19) 株式会社りそな銀行（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額

　2014年３月末日現在、279,928百万円

(ロ）事業の内容

　銀行業を中心としたサービスを提供している。

（中略）

(6) ゴールドマン・サックス・インターナショナル

　受益証券の総販売会社および受益者サービス代行会社としての業務を行う。
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(7) 株式会社ＳＢＩ証券

　日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。

 

(8) カブドットコム証券株式会社

　日本における米ドル受益証券の買戻業務を行う。（注）

 

(9) クレディ・スイス証券株式会社

　米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。

 

(10) ゴールドマン・サックス証券株式会社

　米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。

 

(11) 株式会社埼玉りそな銀行

　日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。（注）

 

(12) 楽天証券株式会社

　日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。

 

(13) ふくおか証券株式会社

　日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。

 

(14) 松井証券株式会社

　日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。

 

(15) マネックス証券株式会社

　日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。

 

(16) 株式会社三井住友銀行

　日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。

 

(17) みずほ証券株式会社

　日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。

 

(18) みずほ信託銀行株式会社

　日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。
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(19) 株式会社りそな銀行

　日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。（注）

 

（注）カブドットコム証券株式会社、株式会社埼玉りそな銀行および株式会社りそな銀行は、米ドル受益証券の新規の販売は

行わず、買戻請求の受付および分配金再投資の取扱いのみ行う。

 

３　資本関係

　管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社および代行協会員、総販売会社および受益者サービス代行

会社ならびにゴールドマン・サックス証券株式会社の最終的親会社は、ザ・ゴールドマン・サックス・

グループ・インクである。

 

＜訂正後＞

（前略）

(6）ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー（Goldman Sachs & Co.）（「評価会社」）

（イ）資本金の額

　2015年７月末日現在、パートナーの出資金は11,090,000米ドル（約13億1,971万円）である。

（ロ）事業の内容

　ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーは有限責任組合であり、米国ブローカーディー

ラーおよび先物取次業者として登録されている。同社は、有数のグローバル投資銀行、証券および

投資運用会社であり、法人、金融機関、政府および個人富裕層を含む多くの多様な顧客に広範な金

融サービスを提供している。

 

(7) ゴールドマン・サックス・インターナショナル（Goldman Sachs International）（「総販売会

社」）

(イ）資本金の額

　2015年４月末日現在、授権資本金は約９億5,000万米ドル（975億円）

(ロ）事業の内容

　ゴールドマン・サックス・インターナショナル（「ＧＳＩ」）は、英国法に基づき設立された会

社で、国際的に有力な投資銀行である。

　ＧＳＩは、1999年に設立されたデラウェア州の株式会社であるザ・ゴールドマン・サックス・グ

ループ・インクの間接子会社である。

 

(8) 株式会社ＳＢＩ証券（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額

　2015年３月末日現在、47,938百万円

(ロ）事業の内容

　第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供している。

 

(9) カブドットコム証券株式会社（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額

　2015年３月末日現在、7,196百万円

(ロ）事業の内容

　第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供している。

 

(10) クレディ・スイス証券株式会社（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額

　2014年３月末日現在、78,100百万円
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(ロ）事業の内容

　第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供している。

 

(11) ゴールドマン・サックス証券株式会社（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額

　2015年３月末日現在、83,616百万円

(ロ）事業の内容

　第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供している。

 

(12) 株式会社埼玉りそな銀行（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額

　2015年３月末日現在、70,000百万円

(ロ）事業の内容

　銀行業を中心としたサービスを提供している。

 

(13) 楽天証券株式会社（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額

　2015年３月末日現在、7,495百万円

(ロ）事業の内容

　第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供している。

 

(14）ふくおか証券株式会社（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額

　2014年３月末日現在、2,198百万円

(ロ）事業の内容

　第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供している。

 

(15) 松井証券株式会社（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額

　2015年３月末日現在、11,945百万円

(ロ）事業の内容

　金融商品取引法に基づいて第一種金融商品取引業を行っている。

 

(16) マネックス証券株式会社（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額

　2014年３月末日現在、122億円

(ロ）事業の内容

　第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供している。

 

(17) 株式会社三井住友銀行（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額

　2014年３月末日現在、1,770,997百万円

(ロ）事業の内容

　銀行業務を中心に金融サービスを提供している。

 

(18) みずほ証券株式会社（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額
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　2015年３月末日現在、125,167百万円

(ロ）事業の内容

　金融商品取引法に基づいて第一種金融商品取引業を行っている。

 

(19) みずほ信託銀行株式会社（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額

　2014年３月末日現在、247,369百万円

(ロ）事業の内容

　日本における信託銀行業務を行っている。

 

(20) 株式会社りそな銀行（「日本における販売会社」）

(イ）資本金の額

　2014年３月末日現在、279,928百万円

(ロ）事業の内容

　銀行業を中心としたサービスを提供している。

（中略）

(6）ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー（Goldman Sachs & Co.）

　ファンド資産に関する評価業務を行う。

 

(7) ゴールドマン・サックス・インターナショナル

　受益証券の総販売会社としての業務を行う。

 

(8) 株式会社ＳＢＩ証券

　日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。

 

(9) カブドットコム証券株式会社

　日本における米ドル受益証券の買戻業務を行う。（注）

 

(10) クレディ・スイス証券株式会社

　米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。

 

(11) ゴールドマン・サックス証券株式会社

　米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。

 

(12) 株式会社埼玉りそな銀行

　日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。（注）
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(13) 楽天証券株式会社

　日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。

 

(14) ふくおか証券株式会社

　日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。

 

(15) 松井証券株式会社

　日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。

 

(16) マネックス証券株式会社

　日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。

 

(17) 株式会社三井住友銀行

　日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。

 

(18) みずほ証券株式会社

　日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。

 

(19) みずほ信託銀行株式会社

　日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。

 

(20) 株式会社りそな銀行

　日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。（注）

 

（注）カブドットコム証券株式会社、株式会社埼玉りそな銀行および株式会社りそな銀行は、米ドル受益証券の新規の販売は

行わず、買戻請求の受付および分配金再投資の取扱いのみ行う。

 

３　資本関係

　管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、代行協会員、総販売会社、評価会社およびゴールドマ

ン・サックス証券株式会社の最終的親会社は、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクであ

る。
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（訳文）

独立監査人の監査報告書
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・リミテッドのメ

ンバー各位

 

財務書類に係る報告

 

監査意見

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・リミテッドの財

務書類（以下「財務書類」という。）に対する私どもの意見は、以下の通りである。

・　2014年12月31日現在の当社の財政状態および同日に終了した55週間における会社の利益につ

いて真実かつ公正な概観を提供している。

・　英国において一般に公正妥当と認められる会計慣行に準拠して適正に作成されている。

・　2006年会社法の規定に準拠して作成されている。

 

監査範囲

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・リミテッドの財

務書類は、以下により構成されている。

・　2014年12月31日現在の貸借対照表

・　同日に終了した55週間における損益計算書

・　会計方針

・　その他の説明情報を含む財務書類に対する注記

 

当該財務書類の作成に適用された財務報告フレームワークは、適用される法律および英国会計基準

（英国で一般に公正妥当と認められる会計慣行）である。

 

財務報告フレームワークを適用するにあたって、取締役は、例えば重要な会計上の見積りに関する

事項等、多くの主観的な判断を行っている。当該見積りにあたり、取締役は、仮定の設定や将来事象

の検討を行っている。

 

2006年会社法により規定されるその他の事項に係る意見

私どもの意見では、財務書類が作成されている会計期間の取締役報告書に含まれる情報は、当該財

務書類と整合している。

 

例外的に私どもが報告を要求されているその他の事項

 

受領した会計記録および情報ならびに説明の適切性

2006年会社法に基づき、私どもは、以下に該当する事項がある場合、私どもの意見としてその報告を

要求されている。

・　私どもの監査に必要なすべての情報および説明を私どもが受領していない場合。

・　適切な会計記録を保持していない、あるいは私どもが往査をしていない支店から私どもの監

査に対して十分な回答を得ていない場合。

・　財務書類が会計記録および回答と一致していない場合。

 

この責任に基づき報告すべき例外事項はない。

 

取締役報酬
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2006年会社法に基づき、法律で定められた取締役報酬に関する一定の開示が実施されていない場合

は、私どもの意見として報告を要求されている。この責任に基づき報告すべき例外事項はない。

 

免除資格

2006年会社法に基づき、小会社制度に準じた財務書類の作成、ならびに戦略報告書の作成免除を受

ける小会社の資格を取締役が得ていなかった場合は、私どもの意見として報告を要求されている。

この責任に基づき報告すべき例外事項はない。

 

財務書類および監査に関する責任

 

私どもの責任および取締役の責任

３ページ（訳者注：原文のページ）に記載される取締役の責任の記載に詳述の通り、取締役は財務

書類を作成し、当該財務書類が真実かつ公正な概観を提供するものであることを充足させる責任を

有している。

 

私どもの責任は、適用される法律および国際監査基準（英国およびアイルランド）（以下「ISA

（英国およびアイルランド）」という。）に従って財務書類を監査し、意見を表明することである。

当該基準は、私どもが監査実務審議会の監査人倫理基準に準拠することを要求している。

 

意見を含む当報告書は、2006年会社法第16部第３章に準拠して機関としての会社のメンバーのため

にのみ作成されたものであり、その他の目的はない。意見を述べるにあたり、私どもが事前に同意書

で明確に同意している場合を除き、私どもは、その他の目的に対して責任を負わず、また、当報告書

を閲覧するその他の者または当報告書を入手する可能性のあるその他の者に対して責任を負うも

のではない。

 

財務書類の監査に関する事項

私どもはISA（英国およびアイルランド）に従って監査を実施した。監査には、財務書類の金額およ

び開示内容に関して、財務書類に不正または誤謬によってもたらされる重要な虚偽表示がないこと

に合理的な保証を与えるに十分な証拠を得ることが含まれる。これには、以下についての評価が含

まれる。

・　会計方針が会社の状況に対して適切なものであり、継続して適用され、かつ適切に開示されて

いるか否か

・　取締役が行った重要な会計上の見積りの妥当性

・　財務書類の全般的な表示

 

私どもは、入手可能な証拠に照らして取締役の判断を評価し、私ども独自の判断を行い、財務書類に

おける開示を評価することで、これらの領域における作業を重点的に実施した。

 

私どもは、私どもの結論の合理的基礎を得るのに必要と考えられる範囲で、サンプリングやその他

の監査手法を利用して情報のテストおよび検証を実施している。私どもは、内部統制の有効性のテ

スト、実証手続、またはその両方を実施することで監査証拠を入手している。

 

さらに、私どもは、監査済財務書類との重要な不整合を識別するために、また監査実施の過程で私ど

もが得た知識に基づき著しく不正確であるか当該知識との重要な不整合があることが明白な情報

を識別するために、取締役報告書の財務および財務以外の情報をすべて通読する。私どもは、明白か
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つ重要な虚偽表示または不整合に気付いた場合、私どもの監査報告書に対する影響を検討してい

る。

 

ダンカン・マクナブ（上級法定監査人）

プライスウォーターハウスクーパース　エルエルピーを代表して

勅許会計士、法定監査人

SEI 2RT　ロンドン、モア・ロンドン・リバーサイド７

2015年４月20日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（※）上記は、英文で作成された監査報告書原本の訳文として記載されたものです。訳文においては、原本の内容を正確

に表すよう細心の注意が払われていますが、いかなる内容の解釈、見解または意見においても、原語で記載された

監査報告書原本が本訳文に優先します。

 
 

　　次へ
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Independent auditors’ report to the members of GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
GLOBAL SERVICES LIMITED
 
Report on the financial statements
 
Our opinion
In our opinion, Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited’s ("the financial
statements"):
・give a true and fair view of the state of the company’s affairs as at 31 December 2014 and of its

profit for the 55 week period then ended;
・have been properly prepared in accordance with United Kingdom Generally Accepted Accounting

Practice;
and

・have been prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 2006.
 
What we have audited
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited’s financial statements comprise:
・the balance sheet as at 31 December 2014;
・the profit and loss account for the 55 week period then ended
・the accounting policies; and
・the notes to the financial statements, which include other explanatory information.

 
The financial reporting framework that has been applied in their preparation is applicable law and United
Kingdom Accounting Standards (United Kingdom Generally Accepted Accounting Practice).
 
In applying the financial reporting framework, the directors have made a number of subjective
judgements, for example in respect of significant accounting estimates. In making such estimates, they
have made assumptions and considered future events.
 
Opinion on other matter prescribed by the Companies Act 2006
In our opinion the information given in the directors’ report for the financial period for which the
financial statements are prepared is consistent with the financial statements.
 
Other matters on which we are required to report by exemption
 
Adequacy of accounting records and information and explanations received
Under the Companies Act 2006 we are required to report to you if, in our opinion:
・we have not received all the information and explanations we require for our audit; or
・ adequate accounting records have not been kept, or returns adequate for our audit have not been

received from branches not visited by us; or
・the financial statements are not in agreement with the accounting records and returns.

 
We have no exceptions to report arising from this responsibility.
 
Directors’ remuneration
Under the Companies Act 2006 we are required to report to you if, in our opinion, certain disclosures of
directors’ remuneration specified by law are not made. We have no exceptions to report arising from this
responsibility.
 

Entitlement to exemptions
Under the Companies Act 2006 we are required to report to you if, in our opinion, the directors were not
entitled to: prepare financial statements in accordance with the small companies regime; and take
advantage of the small companies exemption from preparing a strategic report. We have no exceptions to
report arising from this responsibility.
 
Responsibilities for the financial statements and the audit
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Our responsibilities and those of the directors
As explained more fully in the statement of directors’ responsibilities set out on pages 3, the directors are
responsible for the preparation of the financial statements and for being satisfied that they give a true and
fair view.
Our responsibility is to audit and express an opinion on the financial statements in accordance with
applicable law and International Standards on Auditing (UK & Ireland) ("ISAs (UK & Ireland)"). Those
standards require us to comply with the Auditing Practices Board’s Ethical Standards for Auditors.
 
This report, including the opinions, has been prepared for and only for the company’s members as a body
in accordance with Chapter 3 of Part 16 of the Companies Act 2006 and for no other purpose. We do not,
in giving these opinions, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other person to
whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by our prior
consent in writing.
 
What an audit of financial statements involves
We conducted our audit in accordance with ISAs (UK and Ireland). An audit involves obtaining evidence
about the amounts and disclosures in the financial statements sufficient to give reasonable assurance that
the financial statements are free from material misstatement, whether caused by fraud or error. This
includes an assessment of:
・ whether the accounting policies are appropriate to the company’s circumstances and have been

consistently applied and adequately disclosed;
・the reasonableness of significant accounting estimates made by the directors; and
・the overall presentation of the financial statements.

 
We primarily focus our work in these areas by assessing the directors’ judgements against available
evidence, forming our own judgements, and evaluating the disclosures in the financial statements.
 
We test and examine information, using sampling and other auditing techniques, to the extent we consider
necessary to provide a reasonable basis for us to draw conclusions. We obtain audit evidence through
testing the effectiveness of controls, substantive procedures or a combination of both.
 
In addition, we read all the financial and non-financial information in the director’s report to identify
material inconsistencies with the audited financial statements and to identify any information that is
apparently materially incorrect based on, or materially inconsistent with, the knowledge acquired by us in
the course of performing the audit. If we become aware of any apparent material misstatements or
inconsistencies we consider the implications for our report.
 
 
Duncan McNab (Senior Statutory Auditor)
for and on behalf of PricewaterhouseCoopers LLP
Chartered Accountants and Statutory Auditors
7 More London Riverside
London
SEI 2RT
20 April 2015
 

 
（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その承認謄本は本書提出

代理人が別途保管しております。
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